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は じ め に

我が国では、団塊の世代が全員 歳以上となる 年を目前に控える中で、更に

その先を展望すると、 年に高齢者人口のピークを迎え、 年頃までは介護ニ

ーズの高い 歳以上人口の増加が続くものと見込まれています。また、都市部と地

方では高齢化の進みが大きく異なっており、本市においては、すでに令和３年をピー

クに高齢者数が減少に転じていますが、今後も後期高齢者の増加は続くものと見込ま

れており、介護保険や高齢者保健福祉の基盤整備がますます重要となります。

本市では、このような状況を踏まえて、『誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会』をビジョンに掲げたハー

トフルプラン （第９期延岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）を策定しま

した。

本計画に基づき「地域包括ケアシステム」の確立に引き続き取り組むとともに、本

市独自の取組として、「介護保険料・国民健康保険税値上げストップ作戦」による健

康増進の機運醸成や日常生活の行動変容、「のべおか健康マイレージアプリ」による

地域や職場における健康づくり推進のための環境整備、「デジタル田園都市国家構想

交付金事業」によるデジタル技術を活用した健康意識の向上など、市民の皆様ととも

に、健康寿命日本一を目指す取組についても推進してまいります。

また、今後とも、在宅サービスの充実や「介護人材確保支援強化事業」による介護

人材・サービスの確保等に努め、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまち

づくりに取り組んでまいりますので、市民の皆様ならびに関係各位の皆様の一層のご

理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、延岡市高齢者保健福祉懇話会委員の皆様をはじめ

市民の皆様、市内外の関係団体等の多くの方々から貴重なご意見やご提言をいただき

ましたことに、改めて、心から感謝申し上げます。

令和６年３月

延岡市長 読谷山 洋司
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計画の策定にあたって
 

第１章 



 

計画の策定にあたって 
 

我が国では、少子高齢化が進行し総人口が減少を続ける一方で、平成 年には、団塊の世

代が 歳以上となり、高齢者人口は大幅に増加しました。その後、全国的には令和 （ ）

年に高齢者人口のピークを迎えるとされるなか、本市の高齢者人口はすでに令和３年をピー

クに減少に転じています。しかし、高齢化率については令和５年 月 日現在の から

更に上昇していくと見込まれます。

国においても、平成 年４月には「地域包括ケアシステムの深化・推進」及び「介護保険

制度の持続可能性の確保」、令和３年４月には「地域共生社会の実現」を掲げた法改正を実施

しており、包括的な支援体制の構築、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービスの提供

体制の整備の推進等を講じるものとされています。

このようなことから、団塊ジュニア世代が 歳以上となる令和 （ ）年、介護ニー

ズの高い 歳以上人口の増加傾向が続くとされる令和 （ ）年を見据え、高齢者が可

能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援の包括的な確保、地域の高

齢者介護を支える人的基盤の確保、地域の状況に応じた介護サービス基盤の整備を進めてい

るところです。

介護保険制度はその創設から 年以上が経ちましたが、今後も介護保険制度に基づく地域

包括ケアシステムの推進や地域づくり等に取り組みながら、地域共生社会の実現を図るため

本計画を策定します。

●地域包括ケアシステムとは、生活の中心となる住まいにおいて、できる限り自身が元気で自立

した暮らしを送るための介護予防に努めることを基本とし、安心した日常生活を送るための生活

支援が受けられ、万が一、医療や介護が必要になっても、高齢者本人やその家族等が、地域の様

々な支援や専門的なサービスを包括的に利用することによって、可能な限り在宅で生活できるよ

うな仕組みのことです。

第１節 計画策定の趣旨 

第１章 

出典：厚生労働省資料 
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本計画は、老人福祉法第 条の８の規定に基づく「老人福祉計画」及び介護保険法第

条の規定に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定しています。

また、本計画は、「延岡市長期総合計画」における高齢者保健福祉に関連する分野の部門別

計画として位置づけ、第５期計画で開始した地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ、

今後の後期高齢者人口の増加を見据えて、中長期的に高齢者の自立支援と要介護状態の重度

化防止に向けた取組等を推進していくための計画とします。さらに、延岡市地域福祉計画等

との調和を図ります。

計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。

中長期的な計画の策定

▲ 後期高齢者人口の増加

団塊の世代が 歳に（令和７年）

他計画との関係図

宮崎県高齢者保健福祉計画 
宮崎県医療計画 

延岡市地域福祉計画 
健康のべおか  

延岡市障がい者プラン

のべおか子ども・子育て支援計画

延岡市地域防災計画 
延岡市新型インフルエンザ等対策行動計画

１ 計画の策定体制

○事務局及びワーキンググループの設置

事務局は、介護保険課、健康長寿課及び総合福祉課が担い、計画策定に係る資料の収

集、分析及び計画原案の作成を行いました。

事務局の補助機関として、関係課の係長職及び中堅職員で構成するワーキンググルー

プを設置しました。

第２節 計画の位置づけと計画期間 

第３節 計画の策定体制等 

延岡市長期総合計画 

ハートフルプラン

（延岡市高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画） 

だ第８期計画

令和３年度～５年度

（ ～ ）

整合性

第 期計画

令和９年度～ 年度

（ ～ ）

第９期計画

令和６年度～８年度

（ ～ ）

第 期計画

令和 年度～ 年度

（ ～ ）

調和
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○計画策定会議の設置

事務局が策定した計画原案の内容検討及び調整を行うため、計画策定会議を設置しま

した。委員長は介護保険課長とし、委員は企画課長、財政課長、健康長寿課長、総合福

祉課長、こども保育課長、障がい福祉課長、地域医療政策課長、国民健康保険課長、建

築住宅課長、人材政策・移住定住推進室長、危機管理課長、地域・離島・交通政策課長

及び各総合支所市民サービス課長としました。

○延岡市高齢者保健福祉懇話会

事務局及び計画策定会議において作成された計画原案をもとに、保健・医療・介護・

福祉各分野の代表及び市民代表（公募）等を委員とする「延岡市高齢者保健福祉懇話会」

において、意見を聴取し計画の充実を図りました。

計画策定の体制図

（庁内組織体制）   

 
 
 

原案検討・調整 

 
 
 

 
原案提出 

 

                   

意見・要望を検討 
 

 

２ 市民意見の反映

幅広く市民の意見を反映させるため、前期・後期高齢者、要介護（支援）認定者、介

護者、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所等を対象としたニーズ（アンケート）

調査やヒアリングを実施し、計画策定の基礎資料としました。

また、本市のホームページに計画の原案を公開し、パブリックコメントを実施しまし

た。

３ 計画の進捗管理

県に自己評価シートによる進捗報告を行うとともに、延岡市高齢者保健福祉懇話会に

おいて、計画の進捗状況の点検・評価を行い次期計画の策定に向けた見直しを行います。

計 画 策 定 会 議

ワーキンググループ 

延岡市高齢者保健福祉懇話会 

ハートフルプラン （第９期延岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）の策定 

事 務 局 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等 
パブリックコメント 

－4－



 
○計画策定会議の設置

事務局が策定した計画原案の内容検討及び調整を行うため、計画策定会議を設置しま

した。委員長は介護保険課長とし、委員は企画課長、財政課長、健康長寿課長、総合福

祉課長、こども保育課長、障がい福祉課長、地域医療政策課長、国民健康保険課長、建

築住宅課長、人材政策・移住定住推進室長、危機管理課長、地域・離島・交通政策課長

及び各総合支所市民サービス課長としました。

○延岡市高齢者保健福祉懇話会

事務局及び計画策定会議において作成された計画原案をもとに、保健・医療・介護・

福祉各分野の代表及び市民代表（公募）等を委員とする「延岡市高齢者保健福祉懇話会」

において、意見を聴取し計画の充実を図りました。

計画策定の体制図

（庁内組織体制）   

 
 
 

原案検討・調整 

 
 
 

 
原案提出 

 

                   

意見・要望を検討 
 

 

２ 市民意見の反映

幅広く市民の意見を反映させるため、前期・後期高齢者、要介護（支援）認定者、介

護者、居宅介護支援事業所、介護サービス事業所等を対象としたニーズ（アンケート）

調査やヒアリングを実施し、計画策定の基礎資料としました。

また、本市のホームページに計画の原案を公開し、パブリックコメントを実施しまし

た。

３ 計画の進捗管理

県に自己評価シートによる進捗報告を行うとともに、延岡市高齢者保健福祉懇話会に

おいて、計画の進捗状況の点検・評価を行い次期計画の策定に向けた見直しを行います。

計 画 策 定 会 議

ワーキンググループ 

延岡市高齢者保健福祉懇話会 

ハートフルプラン （第９期延岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）の策定 

事 務 局 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等 
パブリックコメント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者を取り巻く現状 

第２章 



高齢者を取り巻く現状 

 

○本市の総人口は、昭和 年をピークに減少を続けており、令和５年 月１日現在で

人です。

○全国的には 年に高齢者人口のピークを迎えるとされていますが、本市の高齢者人口

については、すでに令和３年をピークに減少に転じています。しかし、高齢化率は今後

も上昇し続け、後期高齢者数についても令和７年に団塊の世代が 歳以上となることか

ら増加をたどっていきます。

人口の推移 （単位：人）

・各年 月１日現在の数値

出典：令和２年～令和５年は住民基本台帳、令和６年～令和 年は住民基本台帳を基にした独自推計。

実績値 推計値

令和２年

（ 年）

令和３年

（ 年）

令和４年

（ 年）

令和５年

（ 年）

令和６年

（ 年）

令和７年

（ 年）

令和８年

（ 年）

令和 年

（ 年）

～ 歳

～ 歳

高齢者人口

前期高齢者

～ 歳

～ 歳

後期高齢者

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

総 人 口

高齢化率

第１節 総人口と高齢者人口の推移 

第２章 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

令和２年
年

令和３年
年

令和４年
年

令和５年
年

令和６年
年

令和７年
年

令和８年
年

令和 年
年

歳 歳 歳 歳以上 高齢化率
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高齢者を取り巻く現状 

 

○本市の総人口は、昭和 年をピークに減少を続けており、令和５年 月１日現在で

人です。

○全国的には 年に高齢者人口のピークを迎えるとされていますが、本市の高齢者人口

については、すでに令和３年をピークに減少に転じています。しかし、高齢化率は今後

も上昇し続け、後期高齢者数についても令和７年に団塊の世代が 歳以上となることか

ら増加をたどっていきます。

人口の推移 （単位：人）

・各年 月１日現在の数値

出典：令和２年～令和５年は住民基本台帳、令和６年～令和 年は住民基本台帳を基にした独自推計。

実績値 推計値

令和２年

（ 年）

令和３年

（ 年）

令和４年

（ 年）

令和５年

（ 年）

令和６年

（ 年）

令和７年

（ 年）

令和８年

（ 年）

令和 年

（ 年）

～ 歳

～ 歳

高齢者人口

前期高齢者

～ 歳

～ 歳

後期高齢者

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

総 人 口

高齢化率

第１節 総人口と高齢者人口の推移 
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人

人

人

人

人

人

人

人

人

令和２年
年

令和３年
年

令和４年
年

令和５年
年

令和６年
年

令和７年
年

令和８年
年

令和 年
年

歳 歳 歳 歳以上 高齢化率

全国・宮崎県・延岡市の高齢化率の推移

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全 国 ％ ％ ％

宮崎県 ％ ％ ％

延岡市 ％ ％ ％

各年 月現在の数値

出典：令和２年は国勢調査、その他は「総務省統計局 人口推計」「宮崎県の推計人口」

令和 元年 令和 ２年 令和 ３年 令和 ４年 令和 ５年

延岡市

宮崎県

全国

第
２
章

高
齢
者
を
取
り
巻
く
現
状

－7－



 

○総合事業の開始や介護予防の取組等により、平成 年度以降、認定者数は減少し続けて

きました。しかし、今後は後期高齢者数の増加が見込まれていることから、それに伴い

認定者数・認定率も増加していく見込みです。

年度別要介護認定件数 （延件数）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規認定数 件 件 件

更新等認定数 件 件 件

合 計 件 件 件

要介護度別認定者実数 （単位：人）

実績値 推計値

令和３度
（ 年度）

令和４年度
（ 年度）

令和５年度
（ 年度）

令和６年度
（ 年度）

令和７年度
（ 年度）

令和８年度
（ 年度）

令和 年度
（ 年度）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

合 計

認 定 率

注 ・認定者数には第２号被保険者（ 歳～ 歳）を含む。

出典：介護保険事業状況報告（各年度９月分）、地域包括ケア見える化システム

第２節 要介護認定者の推移 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

令和３年度
年度

令和４年度
年度

令和５年度
年度

令和６年度
年度

令和７年度
年度

令和８年度
年度

令和 年度
年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率
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○総合事業の開始や介護予防の取組等により、平成 年度以降、認定者数は減少し続けて

きました。しかし、今後は後期高齢者数の増加が見込まれていることから、それに伴い

認定者数・認定率も増加していく見込みです。

年度別要介護認定件数 （延件数）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規認定数 件 件 件

更新等認定数 件 件 件

合 計 件 件 件

要介護度別認定者実数 （単位：人）

実績値 推計値

令和３度
（ 年度）

令和４年度
（ 年度）

令和５年度
（ 年度）

令和６年度
（ 年度）

令和７年度
（ 年度）

令和８年度
（ 年度）

令和 年度
（ 年度）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

合 計

認 定 率

注 ・認定者数には第２号被保険者（ 歳～ 歳）を含む。

出典：介護保険事業状況報告（各年度９月分）、地域包括ケア見える化システム

第２節 要介護認定者の推移 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

令和３年度
年度

令和４年度
年度

令和５年度
年度

令和６年度
年度

令和７年度
年度

令和８年度
年度

令和 年度
年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

 

〇本市の総世帯数は、令和４年に 世帯で、令和 年をピークにほぼ横ばいとなって

います。

○高齢者世帯の総世帯数の中に占める割合は、令和５年に ％となっており、令和元年

より ％上昇しています。

○令和５年 月現在、二人以上の高齢者世帯は 世帯で、そのほとんどが高齢者夫婦

世帯となっています。

高齢者世帯の推移

注 ・総世帯数は、各年 月 日現在の数値

・高齢者世帯は、 歳以上の者のみで構成されている世帯、又はこれらに 歳未満の者が加わった世帯

出典：高齢者実態調査

平成元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

総 世 帯 数 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

高

齢

者

世

帯

一人暮らし世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

二人以上の世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

合計 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

第３節 高齢者世帯の状況 
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○令和５年 月現在、寝たきり等高齢者が 歳以上人口に占める割合は ％となってい

ます。そのうち在宅（含む入院中）で生活している人の割合は ％であり、残り ％

の人は介護保険施設等に入所しています。

○令和５年 月現在、認知症等高齢者の内、在宅で生活している人の割合は ％となっ

ており、在宅支援や施設整備などの環境整備は引き続き必要です。

寝たきり等高齢者及び認知症等高齢者の推移

令和元年 令和２年 平成３年 令和４年 令和５年

寝
た
き
り
等
高
齢
者

在 宅 人 人 人 人 人

介護保険施設 人 人 人 人 人

養護老人ホーム 人 人 人 人 人

グループホーム 人 人 人 人 人

有料老人ホーム 人 人 人 人 人

総 数 人 人 人 人 人

認

知

症

等

高

齢

者

在 宅
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

介護保険施設
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

養護老人ホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

グループホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

有料老人ホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

総 数
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

注 ・ 月 日現在の数値

・（ ）内の人数は寝たきりかつ認知症の者の人数

・寝たきり等高齢者については、「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」による。

・認知症高齢者については、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による。

出典：高齢者実態調査

第４節 要援護者（要介護高齢者等）の状況 
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○令和５年 月現在、寝たきり等高齢者が 歳以上人口に占める割合は ％となってい

ます。そのうち在宅（含む入院中）で生活している人の割合は ％であり、残り ％

の人は介護保険施設等に入所しています。

○令和５年 月現在、認知症等高齢者の内、在宅で生活している人の割合は ％となっ

ており、在宅支援や施設整備などの環境整備は引き続き必要です。

寝たきり等高齢者及び認知症等高齢者の推移

令和元年 令和２年 平成３年 令和４年 令和５年

寝
た
き
り
等
高
齢
者

在 宅 人 人 人 人 人

介護保険施設 人 人 人 人 人

養護老人ホーム 人 人 人 人 人

グループホーム 人 人 人 人 人

有料老人ホーム 人 人 人 人 人

総 数 人 人 人 人 人

認

知

症

等

高

齢

者

在 宅
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

介護保険施設
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

養護老人ホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

グループホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

有料老人ホーム
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

総 数
人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人

人

（ 人）

人

（ 人）

注 ・ 月 日現在の数値

・（ ）内の人数は寝たきりかつ認知症の者の人数

・寝たきり等高齢者については、「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」による。

・認知症高齢者については、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による。

出典：高齢者実態調査

第４節 要援護者（要介護高齢者等）の状況 
 

○本市の令和２年における住居の状況は、住宅に住む一般世帯 世帯のうち

世帯（ ）が持ち家で、民間借家 世帯（ ）、公営住宅 世帯（ ）

の順となっています。全国と比較すると持ち家の占める割合が若干多いものの、ほぼ同

様な状況です。

○ 歳以上の親族のいる一般世帯の住居の状況では、 世帯のうち、持ち家が

世帯（ ）と高い割合を占めています。

住居の状況

延岡市 全 国
延岡市

歳以上のいる世帯 再掲
全 国

世帯数 構成比 構成比 世帯数 構成比 構成比

住宅に住む一般世帯 世帯 世帯

持 ち 家 世帯 世帯

公営・公団・公社の

借家
世帯 世帯

民間の借家 世帯 世帯

給与住宅（社宅・官

舎等）
世帯 世帯

間 借 り 世帯 世帯

出典：令和２年国勢調査

第５節 住居の状況 
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○本市の令和２年の就業構成比は、第１次産業： 、第２次産業： 、第３次産業：

となっており、各分野において、ほぼ横ばい傾向にあります。

○本市の令和２年の高齢者全体の就業率は ％ですが、 歳～ 歳の就業率は ％

であり、高齢者の高い就業意欲が分かります。

○本市では全体の求職者数は年々減少しているものの、高齢者の求職及び就職件数は増加

傾向にあり、全体に対する割合も大幅に増加している状況にあります。

○高齢者の就職率が高い理由としては、「生きがいややりがい」「健康維持」などに限らず、昨

今の物価高騰の影響から、年金のみの収入では生活できないため、就業により収入を得る必

要があるという傾向も想定されます。

就業状況

平成 年 平成 年 令和２年

人 口 構成比 人 口 構成比 人 口 構成比

総 人 口 人 人 人

就業者総数 人 人 人

第１次産業 人 人 人

第２次産業 人 人 人

第３次産業 人 人 人

そ の 他

（分類不能）
人 人 人

出典：国勢調査

年齢別就業状況

人 口 就業者数 就業率

生産年齢＋高齢者（ 歳以上人口） 人 人 ％

（再掲）高齢者（ 歳以上） 人 人 ％

（再掲） 歳～ 歳 人 人 ％

（再掲） 歳以上 人 人 ％

出典：令和２年国勢調査

第６節 就業の状況 
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○本市の令和２年の就業構成比は、第１次産業： 、第２次産業： 、第３次産業：

となっており、各分野において、ほぼ横ばい傾向にあります。

○本市の令和２年の高齢者全体の就業率は ％ですが、 歳～ 歳の就業率は ％

であり、高齢者の高い就業意欲が分かります。

○本市では全体の求職者数は年々減少しているものの、高齢者の求職及び就職件数は増加

傾向にあり、全体に対する割合も大幅に増加している状況にあります。

○高齢者の就職率が高い理由としては、「生きがいややりがい」「健康維持」などに限らず、昨

今の物価高騰の影響から、年金のみの収入では生活できないため、就業により収入を得る必

要があるという傾向も想定されます。

就業状況

平成 年 平成 年 令和２年

人 口 構成比 人 口 構成比 人 口 構成比

総 人 口 人 人 人

就業者総数 人 人 人

第１次産業 人 人 人

第２次産業 人 人 人

第３次産業 人 人 人

そ の 他

（分類不能）
人 人 人

出典：国勢調査

年齢別就業状況

人 口 就業者数 就業率

生産年齢＋高齢者（ 歳以上人口） 人 人 ％

（再掲）高齢者（ 歳以上） 人 人 ％

（再掲） 歳～ 歳 人 人 ％

（再掲） 歳以上 人 人 ％

出典：令和２年国勢調査

第６節 就業の状況 
高齢者の就業状況

◇延岡公共職業安定所における有効求人倍率の推移

◇高年齢者の職業紹介状況

区 分 新規求職申込件数 年間有効求職者数 紹介件数 就職件数

平成 年度

全 体 件 件 件 件

内 歳以上

（割合）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

平成 年度

全 体 件 件 件 件

内 歳以上

（割合）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

令和２年度

全 体 件 件 件 件

内 歳以上

（割合）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

令和４年度

全 体 件 件 件 件

内 歳以上

（割合）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

件

（ ）

出典：延岡公共職業安定所
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１ 後期高齢者の受診状況

○後期高齢者医療制度は、 歳以上及び 歳から 歳までの障がい認定者が対象です。

被保険者数は、令和２年度 人、令和３年度 人、令和４年度 人とな

っています。令和４年度の被保険者一人当たりの年間医療費は 円で、令和２年

度以降、年々増加を続けていますが、宮崎県平均と比較すると約 万円低い状況です。

後期高齢者医療の一人当たり年間医療費の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度

被保険者数 人 人 人

被保険者一人当たりの

年間医療費

延岡市 円 円 円

宮崎県 円 円 円

県 比 ▲ 円 ▲ 円 ▲ 円

県内市町村医療費順位（低額から） 位 位 位

出典：宮崎県後期高齢者医療広域連合の概要

○令和４年度の後期高齢者の疾病別医療費統計によると、最も医療費の高い疾患は循環器

系の疾患 高血圧、心疾患、脳血管疾患など で ％、次いで新生物（腫瘍） ％、

筋骨格系及び結合組織の疾患 骨粗鬆症、関節症、腰痛症など ％、消化器系の疾患

胃・十二指腸炎や潰瘍、肝炎など ％、神経系の疾患（アルツハイマー病、パーキン

ソン病など） ％の順となっています。

令和４年度 後期高齢者の疾病別医療費統計

出典：宮崎県後期高齢者医療広域連合 医療費等分析業務報告書 

循環器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

筋骨格系及び結合組織の
疾患

消化器系の疾患
神経系の疾患腎尿路生殖器系の疾患

内分泌、栄養及び
代謝疾患

損傷、中毒及びその他の
外因の影響

精神及び行動の障害

呼吸器系の疾患
その他

第７節 高齢者の受診状況と健康診査の状況 
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１ 後期高齢者の受診状況
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っています。令和４年度の被保険者一人当たりの年間医療費は 円で、令和２年

度以降、年々増加を続けていますが、宮崎県平均と比較すると約 万円低い状況です。

後期高齢者医療の一人当たり年間医療費の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度

被保険者数 人 人 人

被保険者一人当たりの

年間医療費

延岡市 円 円 円

宮崎県 円 円 円

県 比 ▲ 円 ▲ 円 ▲ 円

県内市町村医療費順位（低額から） 位 位 位

出典：宮崎県後期高齢者医療広域連合の概要

○令和４年度の後期高齢者の疾病別医療費統計によると、最も医療費の高い疾患は循環器

系の疾患 高血圧、心疾患、脳血管疾患など で ％、次いで新生物（腫瘍） ％、

筋骨格系及び結合組織の疾患 骨粗鬆症、関節症、腰痛症など ％、消化器系の疾患

胃・十二指腸炎や潰瘍、肝炎など ％、神経系の疾患（アルツハイマー病、パーキン

ソン病など） ％の順となっています。

令和４年度 後期高齢者の疾病別医療費統計

出典：宮崎県後期高齢者医療広域連合 医療費等分析業務報告書 

循環器系の疾患

新生物＜腫瘍＞

筋骨格系及び結合組織の
疾患

消化器系の疾患
神経系の疾患腎尿路生殖器系の疾患

内分泌、栄養及び
代謝疾患

損傷、中毒及びその他の
外因の影響

精神及び行動の障害

呼吸器系の疾患
その他

第７節 高齢者の受診状況と健康診査の状況 
２ 高齢者の健康診査受診状況

○健康診査（以下、健診という）について、 歳から 歳までの前期高齢者は国民健康保

険特定健診（以下、国保特定健診という）、 歳以上は後期高齢者健診（以下、高齢者健

診という）として実施しています。いずれも生活習慣の見直しや疾病の早期発見・早期

治療に役立てるために、個別通知や広報等による周知をはじめとした受診勧奨を行いま

した。令和４年度の高齢者健診受診率は ％であり、 歳から 歳までの国保特定

健診受診率 ％と比較して低い状況です。

○高齢者健診を受けていない人の中には生活習慣病で医療機関を受診している人が多い状

況ですが、それ以外の健康状態を把握できていない人や生活習慣病の治療歴がない人が

％います。

令和４年度健診受診人数

○令和４年度の健診結果をみると、血圧の保健指導及び受診勧奨該当率は国保特定健診

でも高くなっていますが、高齢者健診では更に増えて約 ％になっています。次に多

くの人が該当している項目は、 そして コレステロールと続いています。肥満

の人の割合は国保特定健診の から高齢者健診の ％へと減少していますが、

低体重者の割合は、国保特定健診の ％から高齢者健診の ％へ増えています。

 

有

④健診受診

4,875人

（23.1%）

745人

（3.5％）

②健診未受診

かつ生活習慣病

治療歴なし

2,263人

（10.7%）

③生活習慣病

治療者

13,213人

（62.7%）

被保険者

①健康状態

不明者

健診受診

有無

無

血　圧

血
液
検
査

中性脂肪

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

低体重（18.5未満）

肥満（25以上）

130mmHg以上かつ/
または85mmHg以上

150mg/dl以上

令和4年度　健診結果の内訳

国保特定健診（65歳から74歳まで）

該当者数 該当率
検査値の目安健診項目名

　399人

1,610人

3,676人

1,047人

3,072人

1,307人 26.3％

6.7％

27.1％

61.8％

高齢者健診
該当者数 該当率

　４１７人 8.4％

2,７５２人 55.4％

（注）重複者あり。保健指導判定及び受診勧奨判定の人を計上。

3,283人 66.1％

　727人 14.6％

2,086人 42.0％

17.6％

51.7％

52.2％3,070人

120mg/dl以上

5.6％以上

対象者数 健診受診者数 健診受診率

国保特定健診（ 歳から 歳まで） 人 人

高齢者健診（ 歳以上） 人 人

令和４年度 高齢者健診及び

医療機関受診の状況

出典：宮崎県後期高齢者医療広域連合 医療費等分析業務報告書

①～④の数値は、令和５年３月末日時点の資格情報をもとに算出して

いるため、市が把握する健診受診者数及び被保険者数とは異なる。
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１ 災害に係る状況

○大陸と大洋に挟まれた日本には、季節の変わり目に前線が停滞し、しばしば大雨を降ら

せます。また近年では、短期間でごく狭い範囲に非常に激しく降る雨も増えています。

７月から 月にかけて接近・上陸する台風も多く、大雨や台風により、土砂災害や川の

氾濫などが発生しやすくなり、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のよう

に発生しています。さらに、本市を含む沿岸地域では南海トラフ巨大地震による津波被

害も危惧されているところです。

○令和５年７月には福岡県をはじめ各地で集中豪雨が発生し、九州北部や秋田県など全国

各地で多数の被害が発生し、災害救助法が適用されています。社会福祉施設でも被害が

確認されており、災害に対する備えが重要視されています。

○本市においても、令和４年９月には台風 号により 世帯以上が床上浸水するなど、

市内全域で甚大な被害を受け、災害救助法が適用される事態となりました。同年１月に

は、震度５強を観測した日向灘地震が発生したことから、風水害への対応だけではなく、

近い将来に発生が危惧されている南海トラフ巨大地震への備えも喫緊の課題となってい

ます。

〇災害時の被災者に、高齢者や障がい者等の避難に支援が必要な方々が数多く含まれるこ

とから、災害対策基本法において、「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられると

ともに、「個別避難計画」の作成が努力義務となっています。本市においても、約４千人

の避難行動要支援者について、自治会や民生委員、福祉専門職等の支援者と連携を図り

ながら、個別避難計画の作成を進めていく必要があります。

２ 感染症に係る状況

○インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症対策が求められるなか、近年は新型コロナ

ウイルス感染症への対策が重要とされています。

○新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが令和５年５月８日から

５類へ移行し、インフルエンザと同等の位置づけになったことで、国や県の取り組みや

方針が変更されました。本市においては、５類移行後も、感染増加による医療体制のひ

っ迫が懸念されるため、延岡市医師会と協力して引き続き感染状況や感染予防などの関

連事項の発信を行っています。また、ワクチン接種についても、接種対象者には引き続

き周知を行っています。さらに、高齢者施設において、利用者・家族の に考慮した

面会の再開・推進が重要となるため、面会の実施について、適切な情報の発信を行って

います。

○高齢者施設では、利用者が感染した場合の重症化やクラスターのリスクが高いため、延

岡保健所とも協力しながら、感染防止への取組を行っていく必要があります。

３ 介護サービス事業者における災害・感染症対策に係る体制整備

○災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築することが重要であるため、全ての介護サービス事業者は、業務継続に向けた

計画（ ）等の策定、研修及び訓練（シミュレーション）を実施する必要があります。

第８節 災害や感染症対策に係る状況 
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１ 災害に係る状況
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せます。また近年では、短期間でごく狭い範囲に非常に激しく降る雨も増えています。

７月から 月にかけて接近・上陸する台風も多く、大雨や台風により、土砂災害や川の

氾濫などが発生しやすくなり、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のよう

に発生しています。さらに、本市を含む沿岸地域では南海トラフ巨大地震による津波被

害も危惧されているところです。

○令和５年７月には福岡県をはじめ各地で集中豪雨が発生し、九州北部や秋田県など全国

各地で多数の被害が発生し、災害救助法が適用されています。社会福祉施設でも被害が

確認されており、災害に対する備えが重要視されています。

○本市においても、令和４年９月には台風 号により 世帯以上が床上浸水するなど、

市内全域で甚大な被害を受け、災害救助法が適用される事態となりました。同年１月に

は、震度５強を観測した日向灘地震が発生したことから、風水害への対応だけではなく、

近い将来に発生が危惧されている南海トラフ巨大地震への備えも喫緊の課題となってい

ます。

〇災害時の被災者に、高齢者や障がい者等の避難に支援が必要な方々が数多く含まれるこ

とから、災害対策基本法において、「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられると

ともに、「個別避難計画」の作成が努力義務となっています。本市においても、約４千人

の避難行動要支援者について、自治会や民生委員、福祉専門職等の支援者と連携を図り

ながら、個別避難計画の作成を進めていく必要があります。

２ 感染症に係る状況

○インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症対策が求められるなか、近年は新型コロナ

ウイルス感染症への対策が重要とされています。

○新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが令和５年５月８日から

５類へ移行し、インフルエンザと同等の位置づけになったことで、国や県の取り組みや

方針が変更されました。本市においては、５類移行後も、感染増加による医療体制のひ

っ迫が懸念されるため、延岡市医師会と協力して引き続き感染状況や感染予防などの関

連事項の発信を行っています。また、ワクチン接種についても、接種対象者には引き続

き周知を行っています。さらに、高齢者施設において、利用者・家族の に考慮した

面会の再開・推進が重要となるため、面会の実施について、適切な情報の発信を行って

います。

○高齢者施設では、利用者が感染した場合の重症化やクラスターのリスクが高いため、延

岡保健所とも協力しながら、感染防止への取組を行っていく必要があります。

３ 介護サービス事業者における災害・感染症対策に係る体制整備

○災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築することが重要であるため、全ての介護サービス事業者は、業務継続に向けた

計画（ ）等の策定、研修及び訓練（シミュレーション）を実施する必要があります。

第８節 災害や感染症対策に係る状況 
 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

調査概要

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総

合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の特定（地

域診断）を行うことを目的としています。 
また、今回の調査は、第８期計画に定めた介護予防等の「取組と目標」の進捗管理に

活用するとともに第９期の「取組と目標」の設定にも活用することとしています。 
 

調査対象者及び調査方法

○調査対象者

令和５年１月１日現在、 歳以上の延岡市民で、要介護１～５以外の方

・住民基本台帳登録者から無作為に抽出

・ の日常生活圏域から対象となる方を無作為に抽出

○旧市内（８圏域）から 件ずつ ○３北（３圏域）から 件ずつ

○調査方法

郵送による配布・回収を実施 
・令和５年１月 日に調査票を送付

・返信用封筒を同封し、同年２月 日までの返送を依頼

○回収結果

・調査対象者数 人

・回収数 人

・回収率

調査結果の概要

調査結果は、設問の内容により、高齢者の方が生活の中で抱える危険性（リスク）や

社会参加の状況などに分類し、本市にある の日常生活圏域ごとに状況を数値化して比

較しました。

例えば、「週に１回以上は外出していますか」という設問に対し、「ほとんど外出しな

い」または「週に１回」と回答した方は、「閉じこもり高齢者」としてリスクがあると分

類しています。

 
 
２ 在宅介護実態調査

調査概要

在宅介護実態調査は、「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継

続」の実現に向けたサービスの在り方を検討することを目的として、第７期計画策定時

から初めて実施した調査です。調査は、通常の要介護認定調査時に、国から示された調

査票により追加調査を行うという手法で行いました。

第９節 高齢者実態調査の概要 

第
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調査対象者及び調査方法

○対象者 ：在宅かつ要介護１～５更新（区分変更）申請者

○調査方法：認定調査時に追加調査を実施

○調査時期：【調査】令和４年 月～令和５年５月の７か月間

○調査件数： 件

調査結果の概要

調査結果の概要は下記のとおりで、調査で把握した課題等については、主に「第４章

施策の展開 基本目標３ 第４節 在宅生活における支援の充実」に位置付けています。ま

た、調査結果の詳細については、「資料編 ６ 在宅介護実態調査の調査結果」に記載して

います。

【高齢者等の適切な在宅生活の継続】

●世帯類型と介護者の状況

高齢者単身世帯の増加に伴い、在宅介護世帯についても単身世帯が ％（前回： ％）

と増加しています。これにより家族等による介護の頻度が「ない」も ％（前回： ％）

に増加しています。しかしながら介護の頻度は依然として「ほぼ毎日」がもっとも多く

（ ％）、主な介護者の年齢も 代が ％（前回： ％）と微増しています。

●介護サービスの利用状況

「介護保険サービスを利用していない」割合が ％となっており、その理由としては「現

状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が最も多い ％でした。これは全国的

にも見られる傾向であり、介護認定の在り方の課題ともなっています。

【家族等介護者の就労継続】

●主な介護者の勤務形態

働いていない方と、勤務されている方（フルタイム及びパートタイム）の割合がほぼ半分

ずつとなっています。全国的にも同じような割合の結果が出ています。

●主な介護者の就労継続の可否に係る意識と働き方の調整状況

主な介護者の方の働き方の調整の状況について「特に行っていない」が ％と前回の

％より割合が増えました。しかし、就労継続の可否に係る意識については「続けていけ

る」「何とか続けていける」の回答が約 ％下がり、介護者の就労と介護の両立が懸念され

ます。

３ 各事業所に関する実態調査

令和５年８月に、特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設、有料老人ホーム、居

宅介護支援事業所等を対象に待機者情報や施設整備の必要性に関する実態調査を行いました。

調査により得られた課題等は主に、「第４章 施策の展開 基本目標３ 第１節 高齢者が安心

して暮らせる住まいの確保」及び「第４章 施策の展開 基本目標３ 第２節 地域密着型サー

ビス（在宅サービス）の充実」の中に位置付けています。
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調査対象者及び調査方法

○対象者 ：在宅かつ要介護１～５更新（区分変更）申請者

○調査方法：認定調査時に追加調査を実施

○調査時期：【調査】令和４年 月～令和５年５月の７か月間

○調査件数： 件

調査結果の概要

調査結果の概要は下記のとおりで、調査で把握した課題等については、主に「第４章

施策の展開 基本目標３ 第４節 在宅生活における支援の充実」に位置付けています。ま

た、調査結果の詳細については、「資料編 ６ 在宅介護実態調査の調査結果」に記載して

います。

【高齢者等の適切な在宅生活の継続】

●世帯類型と介護者の状況

高齢者単身世帯の増加に伴い、在宅介護世帯についても単身世帯が ％（前回： ％）

と増加しています。これにより家族等による介護の頻度が「ない」も ％（前回： ％）

に増加しています。しかしながら介護の頻度は依然として「ほぼ毎日」がもっとも多く

（ ％）、主な介護者の年齢も 代が ％（前回： ％）と微増しています。

●介護サービスの利用状況

「介護保険サービスを利用していない」割合が ％となっており、その理由としては「現

状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が最も多い ％でした。これは全国的

にも見られる傾向であり、介護認定の在り方の課題ともなっています。

【家族等介護者の就労継続】

●主な介護者の勤務形態

働いていない方と、勤務されている方（フルタイム及びパートタイム）の割合がほぼ半分

ずつとなっています。全国的にも同じような割合の結果が出ています。

●主な介護者の就労継続の可否に係る意識と働き方の調整状況

主な介護者の方の働き方の調整の状況について「特に行っていない」が ％と前回の

％より割合が増えました。しかし、就労継続の可否に係る意識については「続けていけ

る」「何とか続けていける」の回答が約 ％下がり、介護者の就労と介護の両立が懸念され

ます。

３ 各事業所に関する実態調査

令和５年８月に、特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設、有料老人ホーム、居

宅介護支援事業所等を対象に待機者情報や施設整備の必要性に関する実態調査を行いました。

調査により得られた課題等は主に、「第４章 施策の展開 基本目標３ 第１節 高齢者が安心

して暮らせる住まいの確保」及び「第４章 施策の展開 基本目標３ 第２節 地域密着型サー

ビス（在宅サービス）の充実」の中に位置付けています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の基本的な考え方第３章 



 

計画の基本的な考え方 

 

本市では、人々が活力にあふれ、豊かな毎日を安心して送れるよう、地域の中で住民自ら

が必要とする介護の在り方を選択できるとともに、多様なニーズに対応した保健・医療・介

護・福祉が連携したサービスを効率的、かつ、きめ細かく提供することを目的として、３つ

の基本理念に基づいて施策の推進を図ってきました。第９期計画においても引き続き第１期

計画からの基本理念を継承して、施策の推進を図ることとします。

また、基本理念を実現するための体制づくりを更に推進していくため、中長期的な視点と

してのビジョン（目指す姿）を掲げ、その目標達成のための基本方針を次のとおりとします。

第１節 基本理念 

第３章 

基本理念

●自立と尊厳を尊重した思いやりのあるまちづくり

●活力にあふれ、心豊かに安心して暮らすことのできる地域社会づくり

●心身ともに健やかな人づくり

ビジョン

（目指す姿）

～誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会～ 
 

基本方針

●個人の意思や権利が守られ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

まちづくり

●個人の自主的な介護予防・自立支援・重度化防止のための取組と地域住民や

地域住民グループによる支え合いがあるまちづくり

●保健・医療・介護・福祉関係者間が連携した支援体制づくり

 
 

－20－



 

計画の基本的な考え方 

 

本市では、人々が活力にあふれ、豊かな毎日を安心して送れるよう、地域の中で住民自ら

が必要とする介護の在り方を選択できるとともに、多様なニーズに対応した保健・医療・介

護・福祉が連携したサービスを効率的、かつ、きめ細かく提供することを目的として、３つ

の基本理念に基づいて施策の推進を図ってきました。第９期計画においても引き続き第１期

計画からの基本理念を継承して、施策の推進を図ることとします。

また、基本理念を実現するための体制づくりを更に推進していくため、中長期的な視点と

してのビジョン（目指す姿）を掲げ、その目標達成のための基本方針を次のとおりとします。

第１節 基本理念 

第３章 

基本理念

●自立と尊厳を尊重した思いやりのあるまちづくり

●活力にあふれ、心豊かに安心して暮らすことのできる地域社会づくり

●心身ともに健やかな人づくり

ビジョン

（目指す姿）

～誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会～ 
 

基本方針

●個人の意思や権利が守られ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

まちづくり

●個人の自主的な介護予防・自立支援・重度化防止のための取組と地域住民や

地域住民グループによる支え合いがあるまちづくり

●保健・医療・介護・福祉関係者間が連携した支援体制づくり

 
 

 

 

第１節で掲げたビジョン（目指す姿）の実現に向けて、さらに次の６つの基本目標を定め、

第４章で示している各施策を積極的に推進します。

基本目標１ 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができるまちづくり

すべての高齢者が、家庭や地域社会において健康で生きがいをもって社会活動に参加

できるとともに、特に元気な高齢者が、要介護状態等になることを予防し可能な限り地

域において自立した生活を営むことができるよう、個人の自主的な取組を支援します。

基本目標２ ご近所や地域の中でお互いに支え合えるまちづくり

元気な高齢者を中心とした地域住民が、地域の中で可能な限り役割を持ち要介護状態

等になっても地域との関わりが持続できるよう、地域住民や地域住民グループの活動支

援等、地域における支え合いの仕組みづくりを推進します。

基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

すべての高齢者が、介護を必要とする状態になっても、自分自身で住まいを選択し住

み慣れた地域で暮らせるよう、地域での生活に必要となる介護保険サービス・生活支援

サービスの充実とそれを支える家族等に対する支援の充実を図ります。また、災害や感

染症に対しても、介護サービス事業所等と連携し、高齢者が安心・安全な生活を送れる

体制づくりを推進していきます。

基本目標４ 認知症の人とその家族が安心して生活できるまちづくり

認知症となった本人やその家族が、認知症に関する様々なことを安心して相談できる

とともに、すべての市民が認知症に対する理解を深め、見守ることができるよう支援体

制の充実を図ります。

基本目標５ 多職種連携と医療介護連携による在宅生活支援の体制づくり

保健・医療・介護・福祉関係者が、お互いの役割を理解した上で、高齢者本人や家族

への支援を包括的に提供できるとともに、在宅生活に必要な連携が円滑に対応できる体

制を強化するため、多職種による「顔のみえる関係づくり」を推進します。

基本目標６ 介護保険制度が円滑に運営できる体制づくり

事業者に対する指導や研修会の開催等により、介護サービスの質の向上と介護給付の

適正化を図るとともに、必要な介護サービスの提供のために介護人材の確保・生産性の

向上に取り組んでいきます。

第２節 基本目標 
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【基本目標１】 

健康で生きがいに満ちた 

生活を送ることができる 

まちづくり 

 １ 高齢者の健康づくりの推進 

 ２ 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

 ３ 介護予防の推進 

【基本目標２】 

ご近所や地域の中でお互い 

に支え合えるまちづくり 

 １ 地域福祉活動の推進 

 ２ お互いが支え合える地域づくりの推進 

【基本目標３】 

住み慣れた地域で安心して

暮らせるまちづくり 

 １ 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保 

 ２ 地域密着型サービス（在宅サービス）の充実 

 ３ 地域包括支援センターの機能強化 

 ４ 在宅生活における支援の充実 

 ５ 高齢者の尊厳を保持し、権利を守る取組の推進 

 ６ 災害や感染症対策に係る体制の整備 

【基本目標４】 

認知症の人とその家族が 

安心して生活できる 

まちづくり 

 １ 認知症に関する知識と理解の普及・啓発 

 ２ 認知症の予防 

 ３ 医療・ケア・介護サービス・介護者等への支援 

 ４ 認知症バリアフリーの推進 

【基本目標５】 

多職種連携と医療介護連 

携による在宅生活支援の 

体制づくり 

 １ 
自立支援・重度化防止のためのサービスが提供される

体制の充実 

 ２ 在宅医療・在宅介護に関する連携体制の充実 

 ３ 
高齢者本人や家族の意思を尊重できる在宅療養体制

の充実 

 ４ なんでも総合相談センターとの連携体制の構築 

【基本目標６】 

介護保険制度が円滑に 

運営できる体制づくり

１ 介護サービスの質の向上と適切な提供 

２ 介護人材の確保と介護現場の生産性の向上 

第３節 基本施策の体系 

基本目標 基本施策 

－22－



 

 

【基本目標１】 

健康で生きがいに満ちた 

生活を送ることができる 

まちづくり 

 １ 高齢者の健康づくりの推進 

 ２ 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

 ３ 介護予防の推進 

【基本目標２】 

ご近所や地域の中でお互い 

に支え合えるまちづくり 

 １ 地域福祉活動の推進 

 ２ お互いが支え合える地域づくりの推進 

【基本目標３】 

住み慣れた地域で安心して

暮らせるまちづくり 

 １ 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保 

 ２ 地域密着型サービス（在宅サービス）の充実 

 ３ 地域包括支援センターの機能強化 

 ４ 在宅生活における支援の充実 

 ５ 高齢者の尊厳を保持し、権利を守る取組の推進 

 ６ 災害や感染症対策に係る体制の整備 

【基本目標４】 

認知症の人とその家族が 

安心して生活できる 

まちづくり 

 １ 認知症に関する知識と理解の普及・啓発 

 ２ 認知症の予防 

 ３ 医療・ケア・介護サービス・介護者等への支援 

 ４ 認知症バリアフリーの推進 

【基本目標５】 

多職種連携と医療介護連 

携による在宅生活支援の 

体制づくり 

 １ 
自立支援・重度化防止のためのサービスが提供される

体制の充実 

 ２ 在宅医療・在宅介護に関する連携体制の充実 

 ３ 
高齢者本人や家族の意思を尊重できる在宅療養体制

の充実 

 ４ なんでも総合相談センターとの連携体制の構築 

【基本目標６】 

介護保険制度が円滑に 

運営できる体制づくり

１ 介護サービスの質の向上と適切な提供 

２ 介護人材の確保と介護現場の生産性の向上 

第３節 基本施策の体系 

基本目標 基本施策 
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施策の展開 

基本目標１ 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができるまちづくり 

 

現状・課題

○高齢者の主要死因は、がん、心疾患、脳血管疾患で、これらの疾患は急性期だけでなく継

続した治療が必要となります。また、治療や療養、後遺症等により生活機能が低下する

と の低下に繋がり、個人的にも社会的にも負担が増大することになります。

○後期高齢者の医療費疾病分類や健康診査の検査値異常の状況から、循環器疾患や慢性腎

臓病の危険因子となる高血圧・脂質異常症・糖尿病の発症予防や重症化予防に取り組む

ことが重要です。さらに、これらの危険因子と関連する生活習慣となる食事・運動・飲

酒・喫煙などの習慣を改善していくことが重要です。

生活習慣の状況

令和２年度 令和５年度

意識的に身体を動かす者の割合 ％ ％

運動習慣者の割合（ 歳以上）
男性 ％

女性 ％

男性 ％

女性 ％

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている

者の割合
男性 ％

女性 ％

男性 ％

女性 ％

成人の喫煙率の割合 ％ ％

出典：健康長寿の取り組みアンケート（令和５年 月実施）

 
○疾病の管理や早期発見のために、健診を受診することが大切となりますが、後期高齢者

健康診査・延岡市国保特定健康診査の受診率は低い状況にあります。健診受診に対する

認識を高めることや、健診を受診しやすい健診体制の整備を図る必要があります。

後期高齢者健康診査及び延岡市国保特定健康診査受診率の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度

延岡市国保
宮崎県後期
延岡市後期

(%)

第１節 高齢者の健康づくりの推進 
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施策の展開 

基本目標１ 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができるまちづくり 

 

現状・課題

○高齢者の主要死因は、がん、心疾患、脳血管疾患で、これらの疾患は急性期だけでなく継

続した治療が必要となります。また、治療や療養、後遺症等により生活機能が低下する

と の低下に繋がり、個人的にも社会的にも負担が増大することになります。

○後期高齢者の医療費疾病分類や健康診査の検査値異常の状況から、循環器疾患や慢性腎

臓病の危険因子となる高血圧・脂質異常症・糖尿病の発症予防や重症化予防に取り組む

ことが重要です。さらに、これらの危険因子と関連する生活習慣となる食事・運動・飲

酒・喫煙などの習慣を改善していくことが重要です。

生活習慣の状況

令和２年度 令和５年度

意識的に身体を動かす者の割合 ％ ％

運動習慣者の割合（ 歳以上）
男性 ％

女性 ％

男性 ％

女性 ％

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている

者の割合
男性 ％

女性 ％

男性 ％

女性 ％

成人の喫煙率の割合 ％ ％

出典：健康長寿の取り組みアンケート（令和５年 月実施）

 
○疾病の管理や早期発見のために、健診を受診することが大切となりますが、後期高齢者

健康診査・延岡市国保特定健康診査の受診率は低い状況にあります。健診受診に対する

認識を高めることや、健診を受診しやすい健診体制の整備を図る必要があります。

後期高齢者健康診査及び延岡市国保特定健康診査受診率の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度

延岡市国保
宮崎県後期
延岡市後期

(%)

第１節 高齢者の健康づくりの推進 
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○高齢者、特に後期高齢者は、加齢に伴う身体機能の低下や低栄養、複数疾患の合併等に

より、フレイル※や認知機能の低下等の個人差が大きくなります。高齢者の特性を踏まえ

たきめ細やかな支援を行うため、保健事業と介護予防を一体的に実施する必要がありま

す。

※加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの危険性が高くなった状態 

○ の低下に繋がる筋骨格系の疾患も多いことから、ロコモティブシンドロームやフレイ

ルの認知度を上げるとともに予防に取り組むことも重要な課題となります。

○ロコモ予防に関するチラシの作成や広報のべおかでの記事掲載を行うとともに、のべお

か健康マイレージアプリ内でロコモティブ・シンドロームに関するアンケート（ロコモ

を案内）を実施するなど、ロコモティブ・シンドロームについて認知度の向上を図っ

ていますが、更に認知度を高めるための取組を行い、予防啓発を図る必要があります。

令和２年度 令和５年度

ロコモティブシンドロームを認知している市民の割合 ％ ％

運動器に痛みのある高齢者の割合

腰痛 ％ ％

肩こり ％ ％

手足関節痛 ％ ％

高齢者の社会参加の割合
健康・スポーツ ％ ％

地域の行事 ％ ％

出典：健康長寿の取り組みアンケート（令和５年 月実施）

目指す姿・基本的方向

○生涯を通じて健康で生き生きと過ごすために、それぞれのライフステージにおいて、自

立して健康づくりに取り組める施策や生涯を通じた健康づくりの施策を展開していきま

す。

○健康寿命の延伸を目指し、特に生活習慣病の重症化予防及び運動器の機能低下やフレイ

ルを予防する取組に重点を置いた施策を展開します。

○「市民が共に支え合い、生涯を通じて健康で生き生きと暮らせるまち」を目指して健康

づくりを推進するためには、個人、家庭、地域、市民活動団体、学校、職場、保険者、

行政などが連携を図ることが大切です。このため、すべての市民が参画する地域づくり

運動として「健康長寿のまちづくり」を展開します。

具体的な取組項目・内容

【生涯健康づくりの推進】

№ 項 目 内 容

１
生活習慣改善

の普及・啓発

■市民自身が高血糖や低栄養等のリスクの保有状態を知り、食事や運

動等の生活習慣改善を実践できるよう、保健師や栄養士が訪問や健康

学習会等で普及・啓発を行います。

また、食生活改善推進員の地区活動により、食事バランス等につい

ての正しい知識の普及を図り、健康の保持増進を推進します。

■望まない受動喫煙が生じないよう、広報等で受動喫煙の防止に関す

る意識の啓発に努めるとともに、喫煙者や生活習慣病のリスクを高め

る量の飲酒をしている者が減少するよう、喫煙や飲酒のリスクについ

て、地域や職場・学校等で、正しい知識の普及・啓発に努めます。
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№ 項 目 内 容

２

社会生活に必

要な機能の維

持・向上

■積極的に身体を動かしたり日常の身体活動量を増やすことで生活

習慣病の発症や加齢に伴う生活機能の低下を予防することができ、自

立した生活をより長く送ることができます。そのため、ロコモティブ

シンドロームやフレイルについての知識の普及・啓発を図ります。ま

た、これらの原因の一つである骨粗鬆症により介護が必要となる状態

を減らすため、国立循環器病研究センターや旭化成 株 延岡支社、東

京大学、宮崎大学、延岡市医師会と連携して、スマートフォンを活用

して自宅にいながら手軽に骨粗鬆症のリスク判定を申し込めるスク

リーニング調査を実施することにより、予防・早期発見・治療につな

げます。

■自分に合った運動習慣が身につくきっかけづくりや社会参加を目

的として、庁内関係各課室や関係機関と連携して、地域でのウォーキ

ングやラジオ体操・いきいき百歳体操等の普及・啓発を図ります。

３
生活習慣病の

重症化予防

■疾病の早期発見につながる特定健康診査や後期高齢者健康診査の

受診率向上を図るため、個別通知や広報紙等及び地域や各種団体で開

催される健康学習会等の様々な機会を捉えて、健診受診の必要性につ

いて、啓発や受診勧奨を行います。また、市民が自ら健診を受診しや

すい環境づくりに努めます。

■高血圧や糖尿病の重症化を予防するため、後期高齢者医療広域連合

等と連携して国民健康保険世代からの継続した保健事業を行い、個人

に応じた生活習慣の改善等の保健指導に努めます。

【まちの健康づくりの推進】

№ 項 目 内 容

１

地域や職場に

おける健康づ

くり推進のた

めの環境整備

■「延岡市健康長寿推進市民会議」で策定された「運動」「食事」「健

診受診」を３つの柱とした「市民運動行動計画」に基づいて、具体的

な「健康長寿のまちづくり」市民運動の取組を支援します。

■ 年間の市民運動の取組により「地域で健康づくりに取り組む」

という意識が着実に醸成されています。今後は、地域と同様に、「職

場で健康づくりに取り組む」という意識を醸成していくため、職場単

位でも活用することのできる「のべおか健康マイレージアプリ」の更

なる活用を図ります。

■健康づくりについて、農林水産、商工観光、土木、都市計画、教育

などの庁内関係各課室と「健康長寿のまちづくり」を視点においた施

策の検討を行うとともに、関係機関や専門機関との連携を図りなが

ら、環境整備を進めます。

２
適切な健康情

報の発信

■健康に関する正確な情報について、マスメディアや広報のべおかの

活用、更にリーフレット等を作成し、いち早く多くの人に届けること

に努めます。

指標

指標名 現状 目標

令和５年度 令和８年度

低栄養傾向の高齢者の割合

（ 以下の高齢者の割合）
％ ％

足腰に痛みのある高齢者の割合 ％ ％

高齢者の社会参加の割合
健康・スポーツ ％ ％

地域の行事 ％ ％

－26－



 
№ 項 目 内 容

２

社会生活に必

要な機能の維

持・向上

■積極的に身体を動かしたり日常の身体活動量を増やすことで生活

習慣病の発症や加齢に伴う生活機能の低下を予防することができ、自

立した生活をより長く送ることができます。そのため、ロコモティブ

シンドロームやフレイルについての知識の普及・啓発を図ります。ま

た、これらの原因の一つである骨粗鬆症により介護が必要となる状態

を減らすため、国立循環器病研究センターや旭化成 株 延岡支社、東

京大学、宮崎大学、延岡市医師会と連携して、スマートフォンを活用

して自宅にいながら手軽に骨粗鬆症のリスク判定を申し込めるスク

リーニング調査を実施することにより、予防・早期発見・治療につな

げます。

■自分に合った運動習慣が身につくきっかけづくりや社会参加を目

的として、庁内関係各課室や関係機関と連携して、地域でのウォーキ

ングやラジオ体操・いきいき百歳体操等の普及・啓発を図ります。

３
生活習慣病の

重症化予防

■疾病の早期発見につながる特定健康診査や後期高齢者健康診査の

受診率向上を図るため、個別通知や広報紙等及び地域や各種団体で開

催される健康学習会等の様々な機会を捉えて、健診受診の必要性につ

いて、啓発や受診勧奨を行います。また、市民が自ら健診を受診しや

すい環境づくりに努めます。

■高血圧や糖尿病の重症化を予防するため、後期高齢者医療広域連合

等と連携して国民健康保険世代からの継続した保健事業を行い、個人

に応じた生活習慣の改善等の保健指導に努めます。

【まちの健康づくりの推進】

№ 項 目 内 容

１

地域や職場に

おける健康づ

くり推進のた

めの環境整備

■「延岡市健康長寿推進市民会議」で策定された「運動」「食事」「健

診受診」を３つの柱とした「市民運動行動計画」に基づいて、具体的

な「健康長寿のまちづくり」市民運動の取組を支援します。

■ 年間の市民運動の取組により「地域で健康づくりに取り組む」

という意識が着実に醸成されています。今後は、地域と同様に、「職

場で健康づくりに取り組む」という意識を醸成していくため、職場単

位でも活用することのできる「のべおか健康マイレージアプリ」の更

なる活用を図ります。

■健康づくりについて、農林水産、商工観光、土木、都市計画、教育

などの庁内関係各課室と「健康長寿のまちづくり」を視点においた施

策の検討を行うとともに、関係機関や専門機関との連携を図りなが

ら、環境整備を進めます。

２
適切な健康情

報の発信

■健康に関する正確な情報について、マスメディアや広報のべおかの

活用、更にリーフレット等を作成し、いち早く多くの人に届けること

に努めます。

指標

指標名 現状 目標

令和５年度 令和８年度

低栄養傾向の高齢者の割合

（ 以下の高齢者の割合）
％ ％

足腰に痛みのある高齢者の割合 ％ ％

高齢者の社会参加の割合
健康・スポーツ ％ ％

地域の行事 ％ ％

 

 

現状・課題

○高齢者が家庭や地域において健やかで自立した生活を営むためには、趣味やスポーツ、

社会参加活動等を通じて心の豊かさ・生きがいを得ることが大切です。グループやクラ

ブ等に参加している高齢者の割合は、前回の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果か

ら減少しています。

○恒富地区高齢者コミュニティセンターで行っている「生きがい体験学習」「シルバーゼミ

ナール」では、募集定員をオーバーする講座が多くあり高齢者の高い学習意欲が伺えま

す。

グループやクラブ等に参加している高齢者の割合

出典：令和５年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

※令和２年調査結果 ： スポーツ関係： ％ 趣味関係： ％ 学習・教養： ％

第２節 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 
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○高齢者クラブは、様々な学習やレクリエーションなどを通して、生きがいや健康づくり

に取り組み、活力ある地域社会づくりに貢献していますが、クラブ数・会員数は年々減

少傾向にあり、高齢化による役員の担い手不足等からやむを得ずクラブを休止・廃止す

る現状があります。そのため、新規会員を増やすとともに、縮小する近隣のクラブを統

合して活動するなどクラブを存続するための手段が必要です。また、担い手不足解消の

ためリーダーの育成や若年高齢者の加入促進など、行政と高齢者クラブ連合会が連携し、

クラブのＰＲや新たな活動等に取り組む必要があります。

○南北老人福祉センターや恒富地区高齢者コミュニティセンター等は、高齢者の健康増進、

教養の向上及びレクリエーション等の機会を提供する場（活動拠点）として利用されて

います。なお、北老人福祉センターについては、施設の老朽化が進んでおり、今後、施

設のあり方等について、検討していく必要があります。

○高齢者の社会参加は、生きがいづくりや仲間づくりだけではなく、孤立防止、介護予防、

また、地域活動の担い手として地域づくりに貢献するなど多様な意義があります。地域

活動に参加する方が固定化することなく、新しい方たちが気軽に地域活動に参加できる

機会を提供することも必要です。また、高齢者がそれらの情報を得やすくするために、

広報等の従来の発信方法だけでなく、 を活用する等、対象となる年代・状況に応じた

情報発信が必要です。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

会員数 4,691 4,231 3,819 3,688 3,499

クラブ数 135 124 111 109 107
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○高齢者クラブは、様々な学習やレクリエーションなどを通して、生きがいや健康づくり

に取り組み、活力ある地域社会づくりに貢献していますが、クラブ数・会員数は年々減

少傾向にあり、高齢化による役員の担い手不足等からやむを得ずクラブを休止・廃止す

る現状があります。そのため、新規会員を増やすとともに、縮小する近隣のクラブを統

合して活動するなどクラブを存続するための手段が必要です。また、担い手不足解消の

ためリーダーの育成や若年高齢者の加入促進など、行政と高齢者クラブ連合会が連携し、

クラブのＰＲや新たな活動等に取り組む必要があります。

○南北老人福祉センターや恒富地区高齢者コミュニティセンター等は、高齢者の健康増進、

教養の向上及びレクリエーション等の機会を提供する場（活動拠点）として利用されて

います。なお、北老人福祉センターについては、施設の老朽化が進んでおり、今後、施

設のあり方等について、検討していく必要があります。

○高齢者の社会参加は、生きがいづくりや仲間づくりだけではなく、孤立防止、介護予防、

また、地域活動の担い手として地域づくりに貢献するなど多様な意義があります。地域

活動に参加する方が固定化することなく、新しい方たちが気軽に地域活動に参加できる

機会を提供することも必要です。また、高齢者がそれらの情報を得やすくするために、

広報等の従来の発信方法だけでなく、 を活用する等、対象となる年代・状況に応じた

情報発信が必要です。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

会員数 4,691 4,231 3,819 3,688 3,499

クラブ数 135 124 111 109 107
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目指す姿・基本的方向

○趣味や教養等の学習活動、健康づくりのためのスポーツ活動、これまでの経験や知識を

生かした社会参加活動は、地域における交流を生み出し高齢者の生きがいづくりや仲間

づくりの機会となるため、引き続き活動を推進するとともに、新しい方たちが気軽に参

加できる機会の提供及び対象となる年代等に応じた情報提供を支援します。

○高齢者クラブは地域を基盤とする組織であり、活動を通じて生きがいづくりや健康づく

り、地域を豊かにする活動を行っています。地域において高齢者福祉向上のための重要

な役割を担うことから、高齢者クラブ連合会と連携し、クラブを存続するための手段や

担い手不足解消のリーダーの育成や会員加入促進に取り組み、クラブ数の減少抑止と会

員数の増加を目指します。

○高齢者の社会参加は心の豊かさの獲得や健康づくり等、多様な意義があることから、高

齢者が様々な活動に積極的に参加し活躍できる高齢社会の形成を目指します。

具体的な取組項目・内容

【生きがいづくりの支援】

№ 項 目 内 容

１
学習活動の推

進

■生きがい体験学習・シルバーゼミナール・講師派遣をとおして、高

齢者の学習意欲を高め、心身ともに健康で充実した生活ができるよう

学習活動の推進を図ります。

２
スポーツ活動

の普及・促進

■年齢及び体力に応じて気軽に参加できるグラウンドゴルフやミニ

ボウリング等のスポーツの普及に努め、スポーツによる地域の交流を

生み出し、高齢者の仲間づくりや生きがいづくりを支援します。 

３ 就労の支援

■高齢者が就労することは、長年培った知識や技能を地域社会に還元

する貴重な機会になるだけでなく、生きがいづくりや介護予防、ひい

ては医療費の抑制にも貢献するものと考えられます。「シルバー人材

センター」など、高齢者も就労可能な場の情報を発信することによっ

て、高齢者の就労の機会や雇用情報の提供に努めます。

４
高齢者クラブ

活動の支援

■高齢者クラブ連合会と協力して、クラブ数や会員数の減少等といっ

たクラブを取りまく現状や課題を把握し、その対策を検討します。 
■高齢者クラブ連合会と協力して、広報誌等を活用したＰＲ活動を展

開し、クラブの設立促進や会員の増加を図ります。

■高齢者クラブ連合会が取り組んでいる、リーダー育成・若年高齢者

の加入促進などクラブが活性化するための活動を支援します。

■単位高齢者クラブの活動に必要な助成を行うとともに、優良クラ

ブ・会員に対する市長表彰制度を実施することによって、クラブの更

なる活性化を図ります。 
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【社会参加の促進】

№ 項 目 内 容

１

バスを利用し

た社会参加の

促進

■高齢者の積極的な外出と社会参加を目的としたバス利用回数券の

交付及び悠々パス券の購入助成は、移動手段に乏しく閉じこもりがち

な高齢者に外出の機会を与えるなど有効な手段となっていることか

ら、引き続き利用促進を図ります。

■高齢者クラブ等の高齢者の団体が、教養や健康保持、仲間意識の高

揚のために行う研修・レクリエーション等で利用する福祉バスは、高

齢者の社会参加を促進するために重要なことから、引き続き支援を行

います。また、市の財政負担と、より多くの高齢者の社会参加や健康

づくり等の利用との兼ね合いを考えながら、助成要件や利用人数の見

直し等について検討します。

２

ヘルストピア

延岡の利用促

進

■高齢者の社会参加、生きがい・健康づくり、介護予防、体力向上の

点からも、ヘルストピア延岡の利用を促進するため、引き続き利用料

金の助成を行います。

３
老人福祉セン

ター等の活用

■老人福祉センターや恒富地区高齢者コミュニティセンターでは、高

齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーション等の機会を提供し

ており、今後も施設を活用し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の

場としての機能を維持します。なお、北老人福祉センターについては、

施設の老朽化を受け、今後の施設のあり方等についても検討します。

４

社会参加促進

を図る情報発

信

■高齢者の社会参加を促進するため、各種講座やクラブ等の地域コミ

ュニティの情報等について、広報等の従来の発信方法のほか、 を

活用する等、対象となる年代・状況に応じた情報発信を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

生きがい体験教室数 教室 教室

高齢者クラブ会員数 名 名
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【社会参加の促進】

№ 項 目 内 容

１

バスを利用し

た社会参加の

促進

■高齢者の積極的な外出と社会参加を目的としたバス利用回数券の

交付及び悠々パス券の購入助成は、移動手段に乏しく閉じこもりがち

な高齢者に外出の機会を与えるなど有効な手段となっていることか

ら、引き続き利用促進を図ります。

■高齢者クラブ等の高齢者の団体が、教養や健康保持、仲間意識の高

揚のために行う研修・レクリエーション等で利用する福祉バスは、高

齢者の社会参加を促進するために重要なことから、引き続き支援を行

います。また、市の財政負担と、より多くの高齢者の社会参加や健康

づくり等の利用との兼ね合いを考えながら、助成要件や利用人数の見

直し等について検討します。

２

ヘルストピア

延岡の利用促

進

■高齢者の社会参加、生きがい・健康づくり、介護予防、体力向上の

点からも、ヘルストピア延岡の利用を促進するため、引き続き利用料

金の助成を行います。

３
老人福祉セン

ター等の活用

■老人福祉センターや恒富地区高齢者コミュニティセンターでは、高

齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーション等の機会を提供し

ており、今後も施設を活用し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の

場としての機能を維持します。なお、北老人福祉センターについては、

施設の老朽化を受け、今後の施設のあり方等についても検討します。

４

社会参加促進

を図る情報発

信

■高齢者の社会参加を促進するため、各種講座やクラブ等の地域コミ

ュニティの情報等について、広報等の従来の発信方法のほか、 を

活用する等、対象となる年代・状況に応じた情報発信を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

生きがい体験教室数 教室 教室

高齢者クラブ会員数 名 名

 

 

現状・課題

○本市では、要介護状態にならず健康で生きがいを持った元気な高齢者が増えるよう、健

康長寿人財バンクのべおかを活用した健康学習会や住民主体の通いの場の普及・啓発を

図ることで、介護予防に関する知識の普及、運動の実践等を行ってきました。

○いきいき百歳体操に参加している 歳以上の方を表彰するなど、地域住民主体によるい

きいき百歳体操の参加者へのモチベーションアップを図っており、いきいき百歳体操の

会場は平成 年の開始から市内全域で約 箇所まで広がっています。

○ケアプリのべおか事業（旧：地域公共交通を活用した介護予防事業）は、令和２年度の

開始時は市内３箇所でしたが、令和５年 月現在では７箇所で実施しています。

○厚生労働省の令和４年国民生活基礎調査の概況によると、介護が必要となった主な原因

として、令和元年の調査同様、認知症、高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患が上位

を占めています。今後も、運動機能や口腔機能の向上、栄養状態の改善、認知機能低下

の予防への取組を継続していくことが重要となってきます。

現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

出典：厚生労働省 令和４年国民生活基礎調査の概況

第３節 介護予防の推進 
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○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、令和２年度同様、認知症、転倒、咀嚼機能低下

のリスクを抱える高齢者の割合が高い結果となっています。

リスクを抱える高齢者の割合

出典：令和５年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

※認 知 症：「物忘れが多いと感じますか」との設問に「はい」と回答した割合
転 倒：「過去 年間に転んだ経験がありますか」との設問に「何度もある」又は「一度ある」と回答した割合
咀嚼機能：「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」との設問に「はい」と回答した割合

※令和２年調査結果 ： 認知症リスク： ％ 転倒リスク： ％ 咀嚼機能リスク： ％

○長寿社会の一層の進展に伴い、今後ますます介護保険料や国民健康保険税を引き上げざ

るを得ない事態が想定されています。そのため、これまで以上に市民の日々の健康づく

りへの取組や、健診の受診による早期発見・早期治療・予防につなげていくことが必要

となっています。

○令和５年度に国の採択決定を受けた「デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進

タイプ）」を活用し、国立循環器病研究センターや延岡市医師会等と連携して、デジタル

技術の活用等により、健康無関心層や低関心層の方も巻き込んだ、積極的な予防策を展

開していくこととしています。

目指す姿・基本的方向

○「運動機能」「口腔機能」「栄養」「認知症」の視点を中心に高齢者の自立支援を推進して

いくために、出前教室等を通じて介護予防に関する知識の普及・啓発を図ります。 
○ケアプリのべおかを市内 圏域の全てで実施するなど、「延岡方式」（※）による介護予

防事業を整備し、高齢者が自らの介護予防活動に取り組めるよう支援します。 
 

※「延岡方式」とは、介護保険における自立支援や重度化防止を進めるために、高齢者

の身体状況や環境などをよりきめ細かく把握し、より適切なサービスの提案を行なう

ことや、現場の声を反映させながら、地域の実情にあった延岡市独自の介護予防事業

の仕組みを構築していくことをいいます。 

認知症リスク 転倒リスク 咀嚼機能リスク
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○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、令和２年度同様、認知症、転倒、咀嚼機能低下

のリスクを抱える高齢者の割合が高い結果となっています。

リスクを抱える高齢者の割合

出典：令和５年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

※認 知 症：「物忘れが多いと感じますか」との設問に「はい」と回答した割合
転 倒：「過去 年間に転んだ経験がありますか」との設問に「何度もある」又は「一度ある」と回答した割合
咀嚼機能：「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」との設問に「はい」と回答した割合

※令和２年調査結果 ： 認知症リスク： ％ 転倒リスク： ％ 咀嚼機能リスク： ％

○長寿社会の一層の進展に伴い、今後ますます介護保険料や国民健康保険税を引き上げざ

るを得ない事態が想定されています。そのため、これまで以上に市民の日々の健康づく

りへの取組や、健診の受診による早期発見・早期治療・予防につなげていくことが必要

となっています。

○令和５年度に国の採択決定を受けた「デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進

タイプ）」を活用し、国立循環器病研究センターや延岡市医師会等と連携して、デジタル

技術の活用等により、健康無関心層や低関心層の方も巻き込んだ、積極的な予防策を展

開していくこととしています。

目指す姿・基本的方向

○「運動機能」「口腔機能」「栄養」「認知症」の視点を中心に高齢者の自立支援を推進して

いくために、出前教室等を通じて介護予防に関する知識の普及・啓発を図ります。 
○ケアプリのべおかを市内 圏域の全てで実施するなど、「延岡方式」（※）による介護予

防事業を整備し、高齢者が自らの介護予防活動に取り組めるよう支援します。 
 

※「延岡方式」とは、介護保険における自立支援や重度化防止を進めるために、高齢者

の身体状況や環境などをよりきめ細かく把握し、より適切なサービスの提案を行なう

ことや、現場の声を反映させながら、地域の実情にあった延岡市独自の介護予防事業

の仕組みを構築していくことをいいます。 

認知症リスク 転倒リスク 咀嚼機能リスク

 

○市民の日々の健康づくりへの取組や健診の受診により、健康リスクの早期発見・早期治

療・予防につなげていくことが必要となっていることから、「介護保険料・国民健康保険

税値上げストップ作戦」と銘打って、より効果的で、より参加したくなる仕組みづくり

や情報発信を行います。 
○国の「デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）」により、デジタル技術

等を活用して、健康無関心層や低関心層の方を巻き込んで、市民の健康意識の向上を目

指します。 
 
 
具体的な取組項目・内容

【介護予防に関する支援】

№ 項 目 内 容

１

介護予防に関

する知識の普

及・啓発

■地域包括支援センターと連携を図りながら、出前教室や行政主体の
介護予防教室等を通じて、認知症や運動機能低下の予防、口腔機能の
向上などの介護予防に関する意識の向上を図ります。
■介護予防に関する知識又は情報の普及・啓発や、介護予防事業の実
施の記録等を自ら管理（セルフマネジメント）するための媒体として、
介護予防手帳の活用を促進していきます。
■介護予防活動の周知・参加促進に向け、地域資源情報データベース
の情報整理や、掲載内容の充実を進めていきます。

２
介護予防活動

への取組支援

■地域活動へ参加することが介護予防につながることを地域住民へ
発信し、自発的な参加を促します。
■生活支援コーディネーターと連携を図りながら、地域の様々な活動
を発掘し見える化することで、活動の周知と参加の促進を図ります。
■いきいき百歳体操など通いの場の普及推進のため、立ち上げや運営
などに対する支援を継続して行います。
■いきいき百歳体操の活動が継続するよう、 歳以上の方の表彰等
を行い、参加者の意欲を高めます。

３

行政主体によ

る介護予防教

室の実施

■ケアプリのべおかの実施会場数を増やしていくとともに、地域包括
支援センターと連携を図りながら、市民が参加しやすい環境づくりを
推進します。 
■介護予防手帳の活用の促進を行うことで、生活機能の維持・向上等
の介護予防に関するセルフマネジメント力を養成します。 
■参加者が介護予防に努めることで元の暮らしに戻ることができる
よう、地域ケア会議や総合事業等の他の事業と連携して、一体的に事
業を実施していきます。 
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※ とは、 の頭文字をとった略語で、個人の健康・医療・介護
に関する情報のことを指しており、個人の健康・医療・介護に関する情報を、自分自身
で生涯にわたって管理・活用することによって、自己の健康状態に合ったサービスの提
供を受けることができることを目指すものです。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

通いの場への 歳以上の

参加者の割合
％ ％

行政主体の一般介護予防事業

（ケアプリのべおか）の

実施会場数・参加延人数

会場数 ７箇所
人数 人

会場数 箇所
人数 人

値上げストップ作戦の展開に係る

参加市民数
人 人

健康マイレージアプリの登録者数 人 人

№ 項 目 内 容

４

値上げストッ

プ作戦の展開

による取組

■元気な高齢者表彰事業により、後期高齢者医療健診を受診した
歳以上の市民のうち、健診項目の数値が基準値以内であるなどの表彰
基準を満たす方を表彰し、あわせて記念講演会を開催することで、健
康増進及び健診受診継続に向けた機運醸成を図ります。 
■国立循環器病研究センターや旭化成 株 延岡支社、東京大学、宮崎
大学、延岡市医師会と連携し、スマートフォンを活用して、自宅にい
ながら手軽に骨粗鬆症のリスク判定を申し込めるスクリーニング調
査を実施することにより、予防・早期発見・治療につなげます。 
■専門職が各地域へ積極的に出向くことにより、地域の高齢者に対
し、介護保険制度の仕組みや、市の施策等についての周知・啓発を加
速することにより、市の介護予防の取組の重要性や、高齢化等の現状
を我が事として考えていただきます。これにより、地域や高齢者の日
常生活における行動変容や意識醸成につなげます。 
■ヘルストピア延岡を活用した、新たな介護予防の取組の具体化につ
いて調査を行い、既存の介護予防ではないロコモ・フレイル対策を推
進します。 
■高齢者の認知機能の低下を予防するため、毎年度新たに 歳、
歳、 歳を迎える方々に対し、電話での 軽度認知障害 テスト
を実施します。また、検査の結果、必要と判断された方には、頭部

検査を実施します。

５

デジタル技術

等を活用した

取組

■延岡市が保有するデータを活用して、個人ごとの循環器等の疾病や
転倒などの介護リスクが分かるようになる、予測ＡＩアルゴリズムを
開発して、分析を行います。 
■判定されたリスクは、 （※）アプリを通して本人に通知します。
その他、情報発信を行うことにより、予防や健康を意識する市民を増
やしていきます。
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※ とは、 の頭文字をとった略語で、個人の健康・医療・介護
に関する情報のことを指しており、個人の健康・医療・介護に関する情報を、自分自身
で生涯にわたって管理・活用することによって、自己の健康状態に合ったサービスの提
供を受けることができることを目指すものです。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

通いの場への 歳以上の

参加者の割合
％ ％

行政主体の一般介護予防事業

（ケアプリのべおか）の

実施会場数・参加延人数

会場数 ７箇所
人数 人

会場数 箇所
人数 人

値上げストップ作戦の展開に係る

参加市民数
人 人

健康マイレージアプリの登録者数 人 人

№ 項 目 内 容

４

値上げストッ

プ作戦の展開

による取組

■元気な高齢者表彰事業により、後期高齢者医療健診を受診した
歳以上の市民のうち、健診項目の数値が基準値以内であるなどの表彰
基準を満たす方を表彰し、あわせて記念講演会を開催することで、健
康増進及び健診受診継続に向けた機運醸成を図ります。 
■国立循環器病研究センターや旭化成 株 延岡支社、東京大学、宮崎
大学、延岡市医師会と連携し、スマートフォンを活用して、自宅にい
ながら手軽に骨粗鬆症のリスク判定を申し込めるスクリーニング調
査を実施することにより、予防・早期発見・治療につなげます。 
■専門職が各地域へ積極的に出向くことにより、地域の高齢者に対
し、介護保険制度の仕組みや、市の施策等についての周知・啓発を加
速することにより、市の介護予防の取組の重要性や、高齢化等の現状
を我が事として考えていただきます。これにより、地域や高齢者の日
常生活における行動変容や意識醸成につなげます。 
■ヘルストピア延岡を活用した、新たな介護予防の取組の具体化につ
いて調査を行い、既存の介護予防ではないロコモ・フレイル対策を推
進します。 
■高齢者の認知機能の低下を予防するため、毎年度新たに 歳、
歳、 歳を迎える方々に対し、電話での 軽度認知障害 テスト
を実施します。また、検査の結果、必要と判断された方には、頭部

検査を実施します。

５

デジタル技術

等を活用した

取組

■延岡市が保有するデータを活用して、個人ごとの循環器等の疾病や
転倒などの介護リスクが分かるようになる、予測ＡＩアルゴリズムを
開発して、分析を行います。 
■判定されたリスクは、 （※）アプリを通して本人に通知します。
その他、情報発信を行うことにより、予防や健康を意識する市民を増
やしていきます。

 

基本目標２ ご近所や地域の中でお互いに支え合えるまちづくり 

 

現状・課題

○人口減少や少子高齢化が本格化する中で、価値観の多様化が進み、ライフスタイルの変

化や地域への愛着、帰属意識、連帯意識が希薄化してきており、地域コミュニティ組織

では、加入者の減少や後継者不足などが課題となっています。そのため、コミュニティ

意識の啓発や地域を担う人材の育成が重要となります。

○プライバシー意識の高まり等から地域での関わりが持ちづらい環境にある中、近年の大

規模災害等により、地域コミュニティの重要性や近所付き合いの必要性が見直されてお

り、地域住民による支え合いの活動や交流の場が必要になっています。

○地域福祉推進チーム、高齢者クラブ等の団体の地域活動に参加する方が固定化・高齢化

しており、リーダーの担い手不足やチーム数の減少が課題となっています。各種活動の

中心を担う人材の育成や後継者の確保に努める必要があります。

第１節 地域福祉活動の推進 

第３層 

市全域（日常生活圏域(11)） 
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第２層 

地区社会福祉協議会(22） 
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目指す姿・基本的方向

○地域福祉を推進するためには、様々な分野の団体等と連携・協働しながら、助け合い、

支え合っていくことが大切です。推進に向けて、行政は地域住民や地域の諸団体と連携

し、個人の尊厳を重視しながら地域における相互扶助の仕組みづくりを進めます。

具体的な取組項目・内容

【地域福祉活動の推進】

№ 項 目 内 容

１

地域福祉のネ

ットワークづ

くり

■コミュニティに関する意識啓発やコミュニティ組織への加入促進

に努め、地域活動の促進を図ります。 
■その地域の複雑・多様化した生活課題に対応するために、地域ケ

ア会議等への参加や情報提供等、地域の様々な団体と連携・協力し、

地域福祉のネットワークづくりに努めます。

２

ボランティア

等の人材の育

成

■地域福祉推進チーム、ふれあい・いきいきサロン、高齢者クラブ

等の中心となって活動を行うリーダーの育成に努めます。

■社会福祉協議会等と連携し、地域福祉の担い手となるボランティ

アを育成するための各種養成講座や研修の充実を図るとともに、ボ

ランティアなどの活動を周知し、人材の掘り起こしを図ります。

３

地域福祉団体

の相互連携の

支援

■地域の個性ある主体的な活動を育成・支援するとともに、地域や

団体間の交流を促進します。 
■自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、ボランティ

ア等の団体相互の更なる連携の働きかけをしながら、助け合いの仕

組みの構築に努めます。

４

延岡市社会福

祉協議会との

連携

■民間において地域福祉を推進するための中心的な役割を担う社会

福祉協議会と連携し、様々な福祉活動への幅広い市民参加の促進や

福祉関係団体との調整を図ります。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

民生委員・児童委員数 人 人

地域福祉推進チーム チーム チーム
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目指す姿・基本的方向

○地域福祉を推進するためには、様々な分野の団体等と連携・協働しながら、助け合い、

支え合っていくことが大切です。推進に向けて、行政は地域住民や地域の諸団体と連携

し、個人の尊厳を重視しながら地域における相互扶助の仕組みづくりを進めます。

具体的な取組項目・内容

【地域福祉活動の推進】

№ 項 目 内 容

１

地域福祉のネ

ットワークづ

くり

■コミュニティに関する意識啓発やコミュニティ組織への加入促進

に努め、地域活動の促進を図ります。 
■その地域の複雑・多様化した生活課題に対応するために、地域ケ

ア会議等への参加や情報提供等、地域の様々な団体と連携・協力し、

地域福祉のネットワークづくりに努めます。

２

ボランティア

等の人材の育

成

■地域福祉推進チーム、ふれあい・いきいきサロン、高齢者クラブ

等の中心となって活動を行うリーダーの育成に努めます。

■社会福祉協議会等と連携し、地域福祉の担い手となるボランティ

アを育成するための各種養成講座や研修の充実を図るとともに、ボ

ランティアなどの活動を周知し、人材の掘り起こしを図ります。

３

地域福祉団体

の相互連携の

支援

■地域の個性ある主体的な活動を育成・支援するとともに、地域や

団体間の交流を促進します。 
■自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、ボランティ

ア等の団体相互の更なる連携の働きかけをしながら、助け合いの仕

組みの構築に努めます。

４

延岡市社会福

祉協議会との

連携

■民間において地域福祉を推進するための中心的な役割を担う社会

福祉協議会と連携し、様々な福祉活動への幅広い市民参加の促進や

福祉関係団体との調整を図ります。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

民生委員・児童委員数 人 人

地域福祉推進チーム チーム チーム

 

 

現状・課題

○現在、本市では、約 箇所でいきいき百歳体操をツールとした通いの場があり、住民

同士の安否確認や身体機能の維持・向上などに寄与しています。今後も、高齢者が住み

慣れた地域で安心した生活を営むために、住民同士がお互いに支え合い、助け合える地

域づくりを推進していくことが重要となっています。

○日常生活圏域（市内 圏域）ごとに配置している生活支援コーディネーターが地域や関

係団体と連携しながら、いきいき百歳体操等の集いの場の立ち上げや継続のための支援

を行っています。

○個人や地域の日常生活に関する課題の把握に向け、生活支援コーディネーターが自立支

援型地域ケア会議や、地域の既存の会議・集いの場等に参加しています。

○日常生活圏域内でも地域性が大きく異なる場合があるため、支え合いの活動やボランテ

ィア等の社会参加の場で活躍する担い手を発掘し、ニーズとマッチングさせることによ

り、地域の特色に合った支え合いの仕組みづくりを行うことが必要です。

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、現在ボランティアなどに参加している高齢者

の割合は ％であり、令和２年の調査結果と比較すると減少しています。また、地域

づくりへの参加意向のある高齢者及び地域づくりへの企画・運営（お世話役）としての

参加意向のある高齢者の割合は、令和２年と比較すると増加していますが、関係機関等

からは、集いの場等グループの代表者の担い手不足や後継者不足の声があがっています。

高齢者の地域づくりへの参加意向等の状況

出典：令和５年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

※令和２年調査結果 ：ボランティア等に参加している： ％
地域づくりへの参加意向がある（参加者）： ％
地域づくりへの参加意向がある（お世話役）： ％

ボランティア等に

参加している

地域づくりへの

参加意向がある

（参加者）

地域づくりへの

参加意向がある

（お世話役）

第２節 お互いが支え合える地域づくりの推進 
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目指す姿・基本的方向

○高齢者のみならず、地域住民がお互いに支え合える地域づくりを推進するために、地域

住民、民間団体、行政が一体となって地域づくりを行っていきます。

○関係機関と協力して、企画・運営への参加意向がある方の発掘や、役割分担等による代

表者の負担軽減等により、担い手や後継者の確保を行います。

具体的な取組項目・内容

【お互いが支え合える地域づくりの推進】

№ 項 目 内 容

１

日常生活圏域

内の情報共有

と課題解決に

向けた取組

■生活支援コーディネーターが地域の会議や集いの場等に参加し、地

域づくりに関する意識啓発や情報交換等を行います。

■会議の中で得られた地域の支え合い活動やその担い手の情報につ

いて、地域包括支援センター等と共有することにより、地域課題の解

決に努めます。

２

地域住民の通

いの場等の地

域資源情報の

普及・啓発

■「いきいき百歳体操」や「サロン」等の通いの場について、地域住

民が主体となって運営できるよう、引き続き生活支援コーディネータ

ー等と連携し、運営の担い手の発掘及び会場を立ち上げる際の助言や

普及・啓発を行っていきます。

■地域資源情報データベースについて、地域の会議等で得られた情報

も含めて、掲載情報の整理や情報内容の充実化を図ります。また、チ

ラシ配布等による地域資源情報データベースの普及・啓発を行い、情

報発信の更なる強化を推進します。

３

地域ケア会議

等を活用した

課題解決に向

けた取組

■集約された個別課題や地域課題の解決に向けて、地域内での情報の

共有化を図ります。また、課題解決の協議の場づくりの推進に向け、

関係する多様な専門職の参画による「地域ケア会議」を、日常生活圏

域ごとに開催していきます。

■地域の支え合い活動やサービス等の成功事例について、生活支援コ

ーディネーターと協力して成功のポイント等の整理を行い、共有・周

知を更に進めていきます。

■日常生活圏域だけでは解決できない課題に対しては、市全域の課題

として整理・検討を行い、計画的に課題解決を図ります。

４

庁内関係各課

室との連携体

制の構築

■庁内関係各課室との情報共有等を通じて、支え合える地域づくりの

ための意識の共有化を図り、市民生活を支える様々な分野が連携・協

力して推進する体制を整えます。

■地域課題の中から抽出した市全域の課題について、庁内関係各課室

や関連団体で連携・協力し、その解決に向けた協議・検討を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

ボランティア等に参加している

高齢者の割合
％ ％

地域の支え合い活動を

行っている団体数
９箇所 箇所
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目指す姿・基本的方向

○高齢者のみならず、地域住民がお互いに支え合える地域づくりを推進するために、地域

住民、民間団体、行政が一体となって地域づくりを行っていきます。

○関係機関と協力して、企画・運営への参加意向がある方の発掘や、役割分担等による代

表者の負担軽減等により、担い手や後継者の確保を行います。

具体的な取組項目・内容

【お互いが支え合える地域づくりの推進】

№ 項 目 内 容

１

日常生活圏域

内の情報共有

と課題解決に

向けた取組

■生活支援コーディネーターが地域の会議や集いの場等に参加し、地

域づくりに関する意識啓発や情報交換等を行います。

■会議の中で得られた地域の支え合い活動やその担い手の情報につ

いて、地域包括支援センター等と共有することにより、地域課題の解

決に努めます。

２

地域住民の通

いの場等の地

域資源情報の

普及・啓発

■「いきいき百歳体操」や「サロン」等の通いの場について、地域住

民が主体となって運営できるよう、引き続き生活支援コーディネータ

ー等と連携し、運営の担い手の発掘及び会場を立ち上げる際の助言や

普及・啓発を行っていきます。

■地域資源情報データベースについて、地域の会議等で得られた情報

も含めて、掲載情報の整理や情報内容の充実化を図ります。また、チ

ラシ配布等による地域資源情報データベースの普及・啓発を行い、情

報発信の更なる強化を推進します。

３

地域ケア会議

等を活用した

課題解決に向

けた取組

■集約された個別課題や地域課題の解決に向けて、地域内での情報の

共有化を図ります。また、課題解決の協議の場づくりの推進に向け、

関係する多様な専門職の参画による「地域ケア会議」を、日常生活圏

域ごとに開催していきます。

■地域の支え合い活動やサービス等の成功事例について、生活支援コ

ーディネーターと協力して成功のポイント等の整理を行い、共有・周

知を更に進めていきます。

■日常生活圏域だけでは解決できない課題に対しては、市全域の課題

として整理・検討を行い、計画的に課題解決を図ります。

４

庁内関係各課

室との連携体

制の構築

■庁内関係各課室との情報共有等を通じて、支え合える地域づくりの

ための意識の共有化を図り、市民生活を支える様々な分野が連携・協

力して推進する体制を整えます。

■地域課題の中から抽出した市全域の課題について、庁内関係各課室

や関連団体で連携・協力し、その解決に向けた協議・検討を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

ボランティア等に参加している

高齢者の割合
％ ％

地域の支え合い活動を

行っている団体数
９箇所 箇所

 

基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

 

１ 介護保険施設・居住系サービスの提供

現状・課題

○今後、後期高齢者の増加が見込まれることから、中長期的な地域の介護ニーズに応じた

介護サービス基盤の整備が必要とされています。本市でも高齢者が住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるよう、第８期計画期間に認知症対応型共同生活介護事業所（以

下、「グループホーム」といいます。）の整備と介護医療院の転換を進めてきたところで

す。

○本市で介護老人福祉施設の入所を希望している方のうち、「要介護度３以上かつ在宅の方」

の人数は 人である一方、１年間に退所する方の人数は 人となっており、入所の必

要性が高い方は、以前に比べ短い待機期間で入所が可能な状況となっています（令和５

年８月実施「各事業所に関する実態調査」（以下、「事業所実態調査」といいます。）。

○今後、認知症を抱えた方の増加が想定されることから、第８期計画期間にグループホー

ムを２施設（それぞれ２ユニット、定員 名）整備しました。

○平成 年６月の介護保険制度改正により、介護療養型医療施設（介護療養病床）は令和

５年度末に廃止されることから、「介護医療院」等へ転換を促進しました。また、医療療

養病床から介護医療院等への転換も可能であったことから、第８期計画期間中に、介護

療養型医療施設２施設と医療療養病床を持つ医療機関２施設が介護医療院へ転換しまし

た。その結果、転換前の介護療養型医療施設 床に対し、転換後の介護医療院が 床

となり、 床の増床となりました。

○建物の老朽化や防災対策等により、施設の建替・移転等を検討・実施する事業者が増え

てきています。

○新型コロナウイルス感染症の影響や介護人材の不足により、「新規入所の受入を一時停止

せざるを得ない」「満床までの受入が困難」など、一部の施設が十分に機能できない状況

が出てきています。そのため、施設の体制・人員を整え、サービスの確保を図っていく

必要があります。

目指す姿・基本的方向

○新規の介護保険施設（住宅型有料老人ホームは除く。）の整備は行わず、既存施設の安定

的な運営とサービス提供を支援します。

○施設の建替・移転に際しては、必要な助言・支援を行い、入所者とその家族及び地域住

民の負担とならないよう進めていきます。

○施設や入所者の現状・課題を把握し、必要な方が必要なサービスを利用できるように助

言・支援を行います。

第１節 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保 
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具体的な取組項目・内容

【介護保険施設・居住系サービスの提供】

№ 項 目 内 容

１
施設の建替・移転等への

支援

■県や庁内関係課と連携しながら、活用できる補助制度など

の情報提供や手続きの支援を行います。

■移転先によっては県の審査会による審議を要する場合も

あるため、建築担当部署と協力しながら、必要な情報の共有

や手続きを行っていきます。

２ 施設の現状・課題の把握

■運営推進会議等の場で施設や入所者の現状・課題を把握

し、県とも連携しながら、必要な情報提供及び支援の検討・

実施を行っていきます。

施設・居住系サービス等の施設数・定員数の推移（見込）

種 別
第８期 第９期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護老人福祉施設
８施設

人
８施設

人
８施設

人
８施設

人

地域密着型介護老人福祉施設
２施設

人
２施設

人
２施設

人
２施設

人

介護老人保健施設
７施設

人
７施設

人
７施設

人
７施設

人

介護医療院
４施設

人
４施設

人
４施設

人
４施設

人

有料老人ホーム
施設

人
施設
人

施設
人

施設
人

介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護

９施設
人

９施設
人

９施設
人

９施設
人

住宅型有料老人ホーム
施設

人
施設
人

施設
人

施設
人

グループホーム
認知症対応型共同生活介護

施設
人

施設
人

施設
人

施設
人

※各年度末見込 住宅型有料老人ホームは、令和７年度に１施設（ 床）の開設予定あり。それ以外の年度の施設
数等は、前年度と同数で推移すると見込んだ場合の数。

その他施設の施設数・定員数の推移（見込）

種 別
第８期 第９期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

養護老人ホーム
１施設

人
１施設

人
１施設

人
１施設

人

ケアハウス
１施設

人
１施設

人
１施設

人
１施設

人

サービス付き高齢者向け住宅
７施設

人
７施設

人
７施設

人
７施設

人

※各年度末見込（令和６年度以降の施設数等は、令和５年度と同数で推移すると見込んだ場合の数）

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

グループホームの入所率（※） ％ ％

※事業所実態調査の結果より算出
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具体的な取組項目・内容

【介護保険施設・居住系サービスの提供】

№ 項 目 内 容

１
施設の建替・移転等への

支援

■県や庁内関係課と連携しながら、活用できる補助制度など

の情報提供や手続きの支援を行います。

■移転先によっては県の審査会による審議を要する場合も

あるため、建築担当部署と協力しながら、必要な情報の共有

や手続きを行っていきます。

２ 施設の現状・課題の把握

■運営推進会議等の場で施設や入所者の現状・課題を把握

し、県とも連携しながら、必要な情報提供及び支援の検討・

実施を行っていきます。

施設・居住系サービス等の施設数・定員数の推移（見込）

種 別
第８期 第９期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護老人福祉施設
８施設

人
８施設

人
８施設

人
８施設

人

地域密着型介護老人福祉施設
２施設

人
２施設

人
２施設

人
２施設

人

介護老人保健施設
７施設

人
７施設

人
７施設

人
７施設

人

介護医療院
４施設

人
４施設

人
４施設

人
４施設

人

有料老人ホーム
施設

人
施設
人

施設
人

施設
人

介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護

９施設
人

９施設
人

９施設
人

９施設
人

住宅型有料老人ホーム
施設

人
施設
人

施設
人

施設
人

グループホーム
認知症対応型共同生活介護

施設
人

施設
人

施設
人

施設
人

※各年度末見込 住宅型有料老人ホームは、令和７年度に１施設（ 床）の開設予定あり。それ以外の年度の施設
数等は、前年度と同数で推移すると見込んだ場合の数。

その他施設の施設数・定員数の推移（見込）

種 別
第８期 第９期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

養護老人ホーム
１施設

人
１施設

人
１施設

人
１施設

人

ケアハウス
１施設

人
１施設

人
１施設

人
１施設

人

サービス付き高齢者向け住宅
７施設

人
７施設

人
７施設

人
７施設

人

※各年度末見込（令和６年度以降の施設数等は、令和５年度と同数で推移すると見込んだ場合の数）

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

グループホームの入所率（※） ％ ％

※事業所実態調査の結果より算出

 

２ 高齢者の住まいの整備

現状・課題

○少子高齢化と人口減少が進むなかで、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加して

います。今後、さらに高齢者世帯の増加が見込まれます。

○住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるものであり、地域においてそれぞれの生活

ニーズに合った住まいの提供、及び既存住宅の改修支援が必要とされます。

○市営住宅の建替にあたっては、高齢者のみの世帯の増加を見据えつつ、入居者が安心し

て生活できるよう、広さや間取りの異なる住戸を建設しています。また、既存住宅につ

いては、市営住宅改善事業によって、高齢者にも配慮した改修等を進めています。

市営住宅戸数の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

市営住宅戸数 戸 戸 戸 戸

うち高齢者世帯向け戸数
（シルバーハウジング含む）

戸 戸 戸 戸

目指す姿・基本的方向

○高齢者世帯が増加するなか、高齢者が介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者向け住まいの安定的な確保に努めます。ま

た、高齢者の生活の質の維持・向上のため、身体の状況などの変化に応じた適切な住環

境の整備を目指します。

具体的な取組項目・内容

【高齢者の住まいの整備】

№ 項 目 内 容

１
高齢者に配慮した市

営住宅の整備

■市営住宅の建替事業や既設公営住宅改善事業のなかで、高齢

者に配慮した住宅の整備を進めます。

２
シルバーハウジング

事業について

■高齢者世帯の自立した生活維持や緊急時の対応等に配慮し

たシルバーハウジングに、生活援助員を派遣する事業を行いま

す。

３ 住宅改修について

■高齢者や介護者の負担軽減を図るため、自宅の段差解消や手

すりの設置等に関しては、介護保険の住宅改修を利用できるこ

とから、必要となる要介護認定や、対象となる住宅改修の種

類・内容等について、相談や手続きの支援を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度
高齢者向け市営住宅戸数

（シルバーハウジング含む）
戸 戸
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現状・課題

○本市では、高齢者が介護の必要な状態になっても、住み慣れた地域や家庭において生活

ができるよう、「地域密着型サービス」の整備を進めてきました。地域密着型サービスは、

保険者である市が事業所の指定・指導監督権限を持ち、原則として市内に住所を有する

被保険者のみが利用することができるサービスです。

○小規模多機能型居宅介護（以下、この節で「小多機」といいます。）は、本人の希望に応

じて「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わせて、自宅で継続して生活ができる

ように切れ目なく支援するサービスであり、看護小規模多機能型居宅介護（以下、この

節で「看多機」といいます。）は、小多機の機能に加えて、「訪問看護」を行う医療ニー

ズの高い方にとって必要なサービスです。

○小多機及び看多機について、登録定員に対する登録率は、令和５年４月１日時点で、小

多機 ％、看多機 となっています。いずれもニーズの高いサービスとなってい

るため、介護人材の確保により、サービスの維持・確保に取り組んでいく必要がありま

す。

○看多機については、医療サービスの充実を図るために、第８期計画に１事業所の整備を

位置付けて公募を実施しましたが、事業者からの応募がありませんでした。応募がなか

った理由としては、人材確保の問題が考えられます。しかし、介護医療院の整備により、

一定の医療サービスのニーズは充足されたものと考えられます。

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、この節で「定期巡回」といいます。）は、「訪

問看護サービス」「定期巡回サービス」「随時対応・訪問サービス」を組み合わせて、

時間対応を行うサービスとなっており、日常的な介護が必要で医療ニーズが高い方に対

し、有効なサービスとなっています。また、訪問看護事業所と連携してサービス提供で

きることから、人材確保の問題にも柔軟に対応できるサービスとなっています。

○定期巡回は、令和５年度末時点で本市に事業所はありません。しかし、事業所実態調査

や九州管内の同規模自治体へのアンケート調査の結果では、最もニーズの高いサービス

に挙げられており、各地で整備が進められています。

○後期高齢者の増加に伴い在宅要介護者の増加が見込まれるなかで、地域における在宅生

活を支えるサービスとして、地域密着型通所介護（登録定員 名以下の小規模な通所介

護）は、ますます必要性が高まるものと考えられます。

目指す姿・基本的方向

○要介護者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を過ごすための、新たなサービスの選択

肢として、定期巡回事業所を、第９期計画期間中に１事業所整備します。

○地域密着型通所介護については、サービスの維持・充実を図るため、既存事業所への助

言及び新設事業所の円滑な指定を行います。

第２節 地域密着型サービス（在宅サービス）の充実 

－42－



 

 

現状・課題

○本市では、高齢者が介護の必要な状態になっても、住み慣れた地域や家庭において生活

ができるよう、「地域密着型サービス」の整備を進めてきました。地域密着型サービスは、

保険者である市が事業所の指定・指導監督権限を持ち、原則として市内に住所を有する

被保険者のみが利用することができるサービスです。

○小規模多機能型居宅介護（以下、この節で「小多機」といいます。）は、本人の希望に応

じて「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わせて、自宅で継続して生活ができる

ように切れ目なく支援するサービスであり、看護小規模多機能型居宅介護（以下、この

節で「看多機」といいます。）は、小多機の機能に加えて、「訪問看護」を行う医療ニー

ズの高い方にとって必要なサービスです。

○小多機及び看多機について、登録定員に対する登録率は、令和５年４月１日時点で、小

多機 ％、看多機 となっています。いずれもニーズの高いサービスとなってい

るため、介護人材の確保により、サービスの維持・確保に取り組んでいく必要がありま

す。

○看多機については、医療サービスの充実を図るために、第８期計画に１事業所の整備を

位置付けて公募を実施しましたが、事業者からの応募がありませんでした。応募がなか

った理由としては、人材確保の問題が考えられます。しかし、介護医療院の整備により、

一定の医療サービスのニーズは充足されたものと考えられます。

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下、この節で「定期巡回」といいます。）は、「訪

問看護サービス」「定期巡回サービス」「随時対応・訪問サービス」を組み合わせて、

時間対応を行うサービスとなっており、日常的な介護が必要で医療ニーズが高い方に対

し、有効なサービスとなっています。また、訪問看護事業所と連携してサービス提供で

きることから、人材確保の問題にも柔軟に対応できるサービスとなっています。

○定期巡回は、令和５年度末時点で本市に事業所はありません。しかし、事業所実態調査

や九州管内の同規模自治体へのアンケート調査の結果では、最もニーズの高いサービス

に挙げられており、各地で整備が進められています。

○後期高齢者の増加に伴い在宅要介護者の増加が見込まれるなかで、地域における在宅生

活を支えるサービスとして、地域密着型通所介護（登録定員 名以下の小規模な通所介

護）は、ますます必要性が高まるものと考えられます。

目指す姿・基本的方向

○要介護者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を過ごすための、新たなサービスの選択

肢として、定期巡回事業所を、第９期計画期間中に１事業所整備します。

○地域密着型通所介護については、サービスの維持・充実を図るため、既存事業所への助

言及び新設事業所の円滑な指定を行います。

第２節 地域密着型サービス（在宅サービス）の充実 

 

具体的な取組項目・内容

【地域密着型サービス（在宅サービス）の充実】

№ 項 目 内 容

１
定期巡回事業所の整

備

■利用者の生活状況に応じて、日中・夜間に訪問介護・看護サ

ービスが提供でき、入浴・排泄・食事等の日常生活上の介護を

要するとともに、医療ニーズの高い方の在宅生活を支える役割

が期待されることから、定期巡回事業所を、第９期計画期間中

に１事業所整備します。

２

地域密着型通所介護

事業所の充実と円滑

な指定

■地域密着型通所介護は、地域における在宅生活を支えるサー

ビスとして期待されていることから、運営推進会議等を通して

サービスへの助言を行うとともに、地域との交流も図れるよう

支援します。また、迅速なサービスの充足を図るため、開設を

希望する事業者に対して、適宜助言等を行うとともに円滑に指

定を受けられるよう支援します。

地域密着型サービス事業所の事業所数・登録定員数の推移（見込）

種 別
第８期 第９期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

小規模多機能型居宅介
護

９事業所
人

９事業所
人

９事業所
人

９事業所
人

看護小規模多機能型居
宅介護

３事業所
人

３事業所
人

３事業所
人

３事業所
人

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

－ － １事業所 １事業所

地域密着型通所介護
事業所

人
事業所

人
事業所

人
事業所

人

※各年度末見込 地域密着型通所介護の令和６年度以降の施設数等は、令和５年度と同数で推移すると見込んだ場
合の数

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所数 － １事業所
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現状・課題

○平成 年４月の介護保険制度改正により、これまでの介護予防ケアマネジメント業務、

総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に、在宅

医療・介護連携や認知症施策及び介護予防の推進業務が加わり、地域包括支援センター

の役割はますます大きくなっています。また、指定介護予防支援事業の業務量も増大し

ており、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の業務を圧迫しています。

○地域包括支援センターの業務量が増加していることを受けて、平成 年度から人員の見

直しを行い、地域包括支援センターのプランナー数を増員しました。また、指定介護予

防支援事業の業務増大に伴うさらなるプランナー増員の体制を整えています。

○地域包括支援センターに対して、令和５年７月に実施した業務に関するヒアリングでは、

地域包括支援センターの業務量の増加や市民への業務内容の周知不足等の課題が複数挙

げられています。特に業務内容の周知不足の解消については、今後も様々な施策を検討

しつつ市民への周知を行っていく必要があります。

地域包括支援センターの活動実績

令和３年度 令和４年度 令和５年度

相 談 実 績 延 件 数 件 件 件

実 態 把 握 延 件 数 件 件 件

実 態 把 握 実 人 数 人 人 人

※令和３年度、令和４年度は実績、令和５年度は見込み

目指す姿・基本的方向

○地域包括ケアシステムを構築する上で、その中核的な役割を担う地域包括支援センター

の機能強化を行うことは重要となるため、人員配置を含めた見直しを適宜行います。

○地域包括支援センターによる介護予防や自立支援・重度化防止に重点を置いた事業を展

開することで、自立した元気な高齢者を増やし、ひとりでも多くの高齢者が住み慣れた

地域で安心して生活できるような支援を行います。

○市民が地域包括支援センターの役割を知ることができるように普及啓発を行います。

第３節 地域包括支援センターの機能強化 

－44－



 

 

 
現状・課題

○平成 年４月の介護保険制度改正により、これまでの介護予防ケアマネジメント業務、

総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に、在宅

医療・介護連携や認知症施策及び介護予防の推進業務が加わり、地域包括支援センター

の役割はますます大きくなっています。また、指定介護予防支援事業の業務量も増大し

ており、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の業務を圧迫しています。

○地域包括支援センターの業務量が増加していることを受けて、平成 年度から人員の見

直しを行い、地域包括支援センターのプランナー数を増員しました。また、指定介護予

防支援事業の業務増大に伴うさらなるプランナー増員の体制を整えています。

○地域包括支援センターに対して、令和５年７月に実施した業務に関するヒアリングでは、

地域包括支援センターの業務量の増加や市民への業務内容の周知不足等の課題が複数挙

げられています。特に業務内容の周知不足の解消については、今後も様々な施策を検討

しつつ市民への周知を行っていく必要があります。

地域包括支援センターの活動実績

令和３年度 令和４年度 令和５年度

相 談 実 績 延 件 数 件 件 件

実 態 把 握 延 件 数 件 件 件

実 態 把 握 実 人 数 人 人 人

※令和３年度、令和４年度は実績、令和５年度は見込み

目指す姿・基本的方向

○地域包括ケアシステムを構築する上で、その中核的な役割を担う地域包括支援センター

の機能強化を行うことは重要となるため、人員配置を含めた見直しを適宜行います。

○地域包括支援センターによる介護予防や自立支援・重度化防止に重点を置いた事業を展

開することで、自立した元気な高齢者を増やし、ひとりでも多くの高齢者が住み慣れた

地域で安心して生活できるような支援を行います。

○市民が地域包括支援センターの役割を知ることができるように普及啓発を行います。

第３節 地域包括支援センターの機能強化 

 

具体的な取組項目・内容

【地域包括支援センターの機能強化】

№ 項 目 内 容

１

包括的支援事業に

従事する人員配置

数の見直し

■適正な人員配置を行うことにより、増加している包括的業務に

も適切に対応できる体制を確保し、地域住民の心身の健康保持及

び生活安定に寄与できるようにします。

２

指定介護予防支援

事業者における常

勤専従職員の配置

■指定介護予防支援事業に従事する職員の確保も行い、可能な限

り包括的支援事業に専ら従事する職員の予防プラン担当件数が

包括的支援事業に支障をきたすことのないように努めます。

３
予防プラン作成の

推進

■指定居宅介護支援事業者へのプラン作成・委託を進めるための

取組（予防プラン作成のための研修会の開催など）を行います。

４

地域包括支援セン

ター運営協議会と

連携した サイ

クルの実施

■地域包括支援センターの業務について、地域包括支援センター

運営協議会と連携して点検・評価を行うことで、地域包括支援セ

ンターの業務における課題を把握・改善し、より良い業務実施に

取り組みます。

【市民に対する地域包括支援センターの情報発信】

№ 項 目 内 容

１

地域包括支援セン

ターの活動に関す

る周知

■地域包括支援センターの概要だけではなく、実際の活動内容に

ついても、市のホームページや地域資源情報サイトを活用するな

ど、市民に広く情報発信を図ります。

■地域包括支援センター職員による出前講座などを通して、市民

へ積極的な周知を図ります。

 
指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

圏域内高齢者の実態把握実人数 人 人
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１ 介護予防・生活支援サービスと家族等への支援の充実

現状・課題

○介護予防・日常生活支援総合事業への移行に伴い、本市独自の事業として訪問型サービ

ス、通所型サービスに加えて、リハビリテーション専門職が関与し、利用者の生活に沿

った具体的な指導等を行うことで、心身機能及び生活行為の向上を目指すことを目的と

する元気あっぷ訪問型サービス、元気あっぷ通所型サービスを実施しています。また、

これらのサービスを補完するものとして、本市では高齢者や在宅で介護している家族等

に対する介護保険給付外のサービスについて、介護保険の地域支援事業と市の独自財源

による事業を併用しながら行ってきました。

今後も、地域資源の質や量の地域差や所得の低い世帯への支援などについては、引き続

き行政としての取組が必要です。

○介護保険給付外の支援・サービスの利用状況をみると、「配食」や「見守り、声かけ」の

利用割合が、他に比べると若干多く利用されています。また、在宅生活の継続に必要と

感じる支援・サービスについては、「見守り、声かけ」や「掃除・洗濯」、「外出同行（通

院、買い物など）」のニーズが高く、介護保険給付によるサービスを補完するものとして、

必要性が高いと判断されます。

介護保険給付外の支援・サービスの利用状況

在宅介護実態調査 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

第４節 在宅生活における支援の充実 

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計

出典：令和５年 在宅介護実態調査 
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１ 介護予防・生活支援サービスと家族等への支援の充実

現状・課題

○介護予防・日常生活支援総合事業への移行に伴い、本市独自の事業として訪問型サービ

ス、通所型サービスに加えて、リハビリテーション専門職が関与し、利用者の生活に沿

った具体的な指導等を行うことで、心身機能及び生活行為の向上を目指すことを目的と

する元気あっぷ訪問型サービス、元気あっぷ通所型サービスを実施しています。また、

これらのサービスを補完するものとして、本市では高齢者や在宅で介護している家族等

に対する介護保険給付外のサービスについて、介護保険の地域支援事業と市の独自財源

による事業を併用しながら行ってきました。

今後も、地域資源の質や量の地域差や所得の低い世帯への支援などについては、引き続

き行政としての取組が必要です。

○介護保険給付外の支援・サービスの利用状況をみると、「配食」や「見守り、声かけ」の

利用割合が、他に比べると若干多く利用されています。また、在宅生活の継続に必要と

感じる支援・サービスについては、「見守り、声かけ」や「掃除・洗濯」、「外出同行（通

院、買い物など）」のニーズが高く、介護保険給付によるサービスを補完するものとして、

必要性が高いと判断されます。

介護保険給付外の支援・サービスの利用状況

在宅介護実態調査 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

第４節 在宅生活における支援の充実 

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計

出典：令和５年 在宅介護実態調査 

 

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

目指す姿・基本的方向

○地域支援事業として実施している訪問型サービス及び通所型サービスについて、短期集

中予防に特化した、元気あっぷ訪問型サービス及び元気あっぷ通所型サービスの拡充を

図ります。また、地域支援事業で実施することができない事業に関しては、保健福祉事

業として実施し、本市独自の介護保険給付外サービスの充実を図ります。

○配食サービスや在宅高齢者の見守りなど、現在利用率の高いサービスを継続して提供し

ていくとともに、民間サービスとの連携や役割分担等により、サービスの提供方法など

の効率化を図り、今後も安定的かつ継続的にサービスが提供できる体制の構築を目指し

ます。

○要介護高齢者本人だけでなく、その家族に対する支援を充実させるため、在宅での介護

に関する知識や情報の周知・啓発、介護者同士の交流の場の設定や、ヤングケアラー等

を含めた家族に対する相談支援の充実など、介護者が抱える負担を軽減するための取組

を推進します。

具体的な取組項目・内容

【介護予防・生活支援サービス事業の充実】

№ 項 目 内 容

１

短期集中予防

サービスの利

用拡大と充実

■地域包括支援センター連絡会等で、元気あっぷ訪問型サービス及び

元気あっぷ通所型サービスの周知を行い、利用者数の拡大を図りま

す。 
■市内医療機関、介護サービス提供事業者及び各職能団体と連携し、

サービスの更なる充実と効率的な提供に努めます。 

２

地域ケア会議

を活用した課

題抽出

■自立支援型地域ケア会議を活用した課題抽出を行い、本市に必要と

されるサービスについての分析を行います。

■新たなサービスを創設する際には、市民、事業者及び有識者等の意

見を十分に聴取したうえで、市民へのサービスの低下等を招かないよ

う配慮します。

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計

出典：令和５年 在宅介護実態調査 

第
４
章

施
策
の
展
開　

基
本
目
標
３

－47－



 

【介護保険給付外サービスの効率的な提供体制の構築】

№ 項 目 内 容

１
配食サービス

の提供

■食事の確保が困難な高齢者の栄養改善と安否確認を効率的に行う

ため、民間の配食サービスとの連携・役割分担のもと、「配食サービ

ス事業」を実施します。

■委託事業者との連絡会議を定期的に開催し、情報共有を行うこと

で、サービスの質の向上を図ります。

■安否確認の実施に当たっては、 日のサービス提供が実施できる

よう努めます。

■サービス提供に当たり、管理栄養士によるアセスメントの実施を行

うなど、栄養改善の機能強化を図ります。

２

在宅高齢者の

緊急通報体制

の確保

■緊急時に、コールセンターを通じて救急車の手配や家族への連絡等

を行う「緊急通報システム」を貸与することにより、心疾患等の生命

の危険性が高い疾病を有する一人暮らし高齢者等の安心した在宅生

活の支援に努めます。

３
日常生活用具

の給付

■認知症等により火の取り扱いに不安がある高齢者の自立した在宅

生活を支援するため、電磁調理器や火災報知器等の日常生活用具を給

付する「高齢者日常生活用具等給付事業」について、対象者の生活状

況を勘案しながら、適切な給付を引き続き行います。

【家族介護者に対する支援の充実】

№ 項 目 内 容

１
介護用品等の

支給

■要介護４又は要介護５の認定を受けている高齢者を自宅で介護す

る住民税非課税世帯の負担軽減のため、対象者の生活状況を勘案しな

がら、引き続き紙おむつ等の支給を行います。

■委託事業者の選定に当たっては、介護者に介護用品の適正利用につ

いてアドバイスができる体制を確保します。

２

介護者同士が

交流する場の

確保

■家族介護者や介護経験者等が、意見交換による交流を行ったり、介

護についての知識や技術等を学んだりできる場として介護教室を設

けることにより、家族介護者の精神的負担の軽減や在宅でのケアの質

の向上を図るとともに、介護保険やその他のサービスの適切な利用を

促進します。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

元気あっぷ訪問型サービスの利用者数 人 人

介護教室開催事業への参加者数 人 人
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【介護保険給付外サービスの効率的な提供体制の構築】

№ 項 目 内 容

１
配食サービス

の提供

■食事の確保が困難な高齢者の栄養改善と安否確認を効率的に行う

ため、民間の配食サービスとの連携・役割分担のもと、「配食サービ

ス事業」を実施します。

■委託事業者との連絡会議を定期的に開催し、情報共有を行うこと

で、サービスの質の向上を図ります。

■安否確認の実施に当たっては、 日のサービス提供が実施できる

よう努めます。

■サービス提供に当たり、管理栄養士によるアセスメントの実施を行

うなど、栄養改善の機能強化を図ります。

２

在宅高齢者の

緊急通報体制

の確保

■緊急時に、コールセンターを通じて救急車の手配や家族への連絡等

を行う「緊急通報システム」を貸与することにより、心疾患等の生命

の危険性が高い疾病を有する一人暮らし高齢者等の安心した在宅生

活の支援に努めます。

３
日常生活用具

の給付

■認知症等により火の取り扱いに不安がある高齢者の自立した在宅

生活を支援するため、電磁調理器や火災報知器等の日常生活用具を給

付する「高齢者日常生活用具等給付事業」について、対象者の生活状

況を勘案しながら、適切な給付を引き続き行います。

【家族介護者に対する支援の充実】

№ 項 目 内 容

１
介護用品等の

支給

■要介護４又は要介護５の認定を受けている高齢者を自宅で介護す

る住民税非課税世帯の負担軽減のため、対象者の生活状況を勘案しな

がら、引き続き紙おむつ等の支給を行います。

■委託事業者の選定に当たっては、介護者に介護用品の適正利用につ

いてアドバイスができる体制を確保します。

２

介護者同士が

交流する場の

確保

■家族介護者や介護経験者等が、意見交換による交流を行ったり、介

護についての知識や技術等を学んだりできる場として介護教室を設

けることにより、家族介護者の精神的負担の軽減や在宅でのケアの質

の向上を図るとともに、介護保険やその他のサービスの適切な利用を

促進します。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

元気あっぷ訪問型サービスの利用者数 人 人

介護教室開催事業への参加者数 人 人

 

２ 移送サービスの導入支援

現状・課題

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、高齢者のうち外出を控えている者の割合

は約 ％となっています。また、外出を控えている理由について「足腰の痛み」（ ％）

が多くを占めており、また「交通手段がない」（ ％）に関しても高い割合を示している

ことから、移送サービスのニーズの高さが分かります。

外出を控えている理由

出典：令和５年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

○高齢者の移動支援の方法として、まずは、バス、コミュニティバス、タクシー等の公共

交通機関を活用する方法があり、地域の移動ニーズに沿いながら、適宜見直し等を行い、

最適な路線の構築を目指しています。あわせてバスの乗り方教室等の利用促進策も推進

することで、より使い勝手の良い移動手段の提供につなげることが可能となります。

○しかしながら、市内の公共交通機関では、乗車人員減少等による経営状況の悪化や運転

手不足等、交通空白地の存在などの課題があるのが現状です。また、高齢者の生活実態

として、歩行距離に制約があり、身辺援助がなければ移動が困難である方も多いことか

ら、従来の公共交通を補完するボランティア団体や地域の助け合いによる移送サービス

の提供は、今後さらに重要性を増していきます。

○公共交通機関を除く移送サービスに関しては、地域住民のボランティア団体が立ち上が

り、通院や買い物といった日常生活上の困りごとに対して、移送支援を実施している地

域があります。このような地域での取組みについて、情報を市内の他地域にも紹介する

ことで、サービスの波及・充実を図っていく必要があります。

○本市では、地域住民を担い手とした移送サービスの立ち上げに対して支援する補助制度

（延岡市地域交通支援補助金）を既に創設していますが、今後の課題として、地域の機

運醸成や移送以外の業務への支援など、住民の積極的・主体的な取組につながるサポー

トが必要となります。

○日常生活圏域内でも地域性が大きく異なる場合があるため、今後も話し合いの場を設け

ることにより、地域の特色に合った移送サービスについての協議を行うことも必要です。

病気 障害 足腰などの

痛み

トイレの

心配

耳の障害 目の障害 外での楽し

みがない

経済的に出

られない

交通手段が

ない

その他
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○高齢化率の上昇や過疎化により、ボランティア等の担い手の確保が難しい地域もありま

すが、地域、行政、バスやタクシー運行事業者等が協議・連携しながら、地域一体とな

った移動サービスの展開について推進していくことが重要です。

目指す姿・基本的方向

○地域の支え合いの仕組みをつくり、買い物や通院等の日常生活において必要な移動に関

する課題を解決していきます。

○地域において移動のニーズを拾いながら協議を重ね、地域住民、バスやタクシー等民間

企業、行政が一体となって地域づくりを行っていきます。

具体的な取組項目・内容

【移送サービスの推進】

№ 項 目 内 容

１

日常生活圏域

内の情報共有

と課題解決に

向けた取組

■「支え合い」の意義や目的等の意識啓発や情報交換をするために、

広報誌等や話し合いの場を活用して周知を行います。

■話し合いの場等を通して、地域の支え合い活動や担い手、移動の手

段、頻度等の具体的な「移動」に関するニーズや課題について、移動

支援が必要な地域と協議し、移送サービスの充実につなげます。

■新たなサービス類型を創設する際には、現行のサービス提供事業者

の意見を十分に聴取したうえで、市民へのサービスの充実を図りま

す。

２

地域住民同士

の支え合い活

動の普及・啓発

■支え合い活動の取組の普及・啓発を地域や市内に発信することで、

日常生活の移動に関する課題解決や社会参加を促します。

■「話し合いの場」の中で挙げられた地域の困りごとや協議を通して、

新設された移送サービスについて、地域住民等が集まる場で紹介する

等、地域内での情報の共有化を図ります。

■日常生活圏域だけでは解決できない課題に対しては、市全域の課題

として整理・検討を行い、計画的に課題解決を図ります。

３

庁内関係各課

室との連携体

制の構築

■庁内関係各課室向けの説明会等を通じて、地域の支え合いとしての

移送サービスの意識の共有化を図り、市民生活を支える様々な分野が

連携・協力して推進する体制を整えます。

■庁内関係各課室とともに、地域に向けたバスの乗り方教室や移動に

関する補助等の情報発信を行います。

■地域課題の中から抽出した市全域の課題について、庁内関係各課室

とその解決に向けた協議・回答を行います。

■地域公共交通会議等を通じて、支え合いによる移送サービスと公共

交通機関との調整・連携を図り、お互いに持続可能となる交通ネット

ワークの構築につなげます。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

移送サービスを行っている

地域住民主体の団体数
３団体 ６団体
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○高齢化率の上昇や過疎化により、ボランティア等の担い手の確保が難しい地域もありま

すが、地域、行政、バスやタクシー運行事業者等が協議・連携しながら、地域一体とな

った移動サービスの展開について推進していくことが重要です。

目指す姿・基本的方向

○地域の支え合いの仕組みをつくり、買い物や通院等の日常生活において必要な移動に関

する課題を解決していきます。

○地域において移動のニーズを拾いながら協議を重ね、地域住民、バスやタクシー等民間

企業、行政が一体となって地域づくりを行っていきます。

具体的な取組項目・内容

【移送サービスの推進】

№ 項 目 内 容

１

日常生活圏域

内の情報共有

と課題解決に

向けた取組

■「支え合い」の意義や目的等の意識啓発や情報交換をするために、

広報誌等や話し合いの場を活用して周知を行います。

■話し合いの場等を通して、地域の支え合い活動や担い手、移動の手

段、頻度等の具体的な「移動」に関するニーズや課題について、移動

支援が必要な地域と協議し、移送サービスの充実につなげます。

■新たなサービス類型を創設する際には、現行のサービス提供事業者

の意見を十分に聴取したうえで、市民へのサービスの充実を図りま

す。

２

地域住民同士

の支え合い活

動の普及・啓発

■支え合い活動の取組の普及・啓発を地域や市内に発信することで、

日常生活の移動に関する課題解決や社会参加を促します。

■「話し合いの場」の中で挙げられた地域の困りごとや協議を通して、

新設された移送サービスについて、地域住民等が集まる場で紹介する

等、地域内での情報の共有化を図ります。

■日常生活圏域だけでは解決できない課題に対しては、市全域の課題

として整理・検討を行い、計画的に課題解決を図ります。

３

庁内関係各課

室との連携体

制の構築

■庁内関係各課室向けの説明会等を通じて、地域の支え合いとしての

移送サービスの意識の共有化を図り、市民生活を支える様々な分野が

連携・協力して推進する体制を整えます。

■庁内関係各課室とともに、地域に向けたバスの乗り方教室や移動に

関する補助等の情報発信を行います。

■地域課題の中から抽出した市全域の課題について、庁内関係各課室

とその解決に向けた協議・回答を行います。

■地域公共交通会議等を通じて、支え合いによる移送サービスと公共

交通機関との調整・連携を図り、お互いに持続可能となる交通ネット

ワークの構築につなげます。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

移送サービスを行っている

地域住民主体の団体数
３団体 ６団体

 

 

１ 高齢者虐待防止対策の推進

現状・課題

○高齢者虐待や消費者被害といった権利侵害の問題については、依然として発生し続けて

いることから、高齢者の権利擁護に対する取組は重要な課題となっています。

○特に、認知症などの病気により判断能力が低下している高齢者は、虐待を受ける可能性

が高くなる傾向があり、本市でも同様の傾向が見られます。

○養護者による高齢者虐待が発生する要因の中には、養護者が抱える生活上の課題（介護

負担や疾病・障害、精神的依存、経済的困窮など）があります。また、養介護施設等に

て高齢者虐待が発生する要因の中には、従事者の認知症ケアや高齢者虐待に関する知識

不足などがあります。

○今後、認知症高齢者は増加すると見込まれることから、高齢者虐待に対し引き続き適切

な対応を行う必要があります。

高齢者虐待に関する調査結果

養護者によるもの 養介護施設従事者等によるもの

虐待判断件数 相談・通報件数 虐待判断件数 相談・通報件数

令和３年度 件 件 件 件

令和２年度 件 件 件 件

増減

（増減率）

件

（ ％）

件

（ ％）

件

（ ％）

件

（ ％）

出典：厚生労働省 令和３年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

目指す姿・基本的方向

○虐待発生のリスクを抱えている高齢者世帯を早期発見し、虐待の予防を図ることによっ

て、高齢者及び養護者の地域における生活継続に寄与することを目指します。

○養介護施設等にて認知症ケアや高齢者虐待の研修が実施されることにより、高齢者虐待

の発生防止、及び提供されるサービスの質の確保と向上を目指します。

○介護保険施設等においては、虐待の防止に係る措置が令和６年度より義務化されたため、

適切に指導を行っていきます。

○虐待を受けた高齢者、その中でも特に生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認められる高齢者に対し、適切な保護を行うとともに、養護者・養介護施設従事

者等への支援も実施することにより、根本的な課題の解決を目指します。

第５節 高齢者の尊厳を保持し、権利を守る取組の推進 
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具体的な取組項目・内容

【虐待の早期発見・解決、養護者・養介護施設従事者等への支援】

№ 項 目 内 容

１

関係機関との

ネットワーク

づくりの推進

■高齢者虐待の早期発見・解決のためには、高齢者本人・養護者の関

係者からの早い段階での通報・相談を受けることが重要です。このた

め、地域包括支援センターを中心とした見守りネットワークをより一

層推進します。

■養護者が抱える様々な課題を解決し、速やかな支援につなげられる

ように、延岡市社会福祉協議会、法テラスその他の関係機関との連携

を推進します。また、消費者被害防止や早期対応についても、見守り

ネットワークを活用しながら推進します。

２

高齢者虐待防

止に関する普

及・啓発

■高齢者虐待の早期発見・解決のためには、養介護施設従事者や医療

機関職員などの医療介護分野の職員はもちろん、その他の市民にも高

齢者虐待の防止について周知・啓発する必要があります。そのため、

市、地域包括支援センターが中心となって、関係機関への研修会を開

催するとともに、市民に対しても、講演会等の開催や市広報に周知啓

発の記事を掲載するなどして、一層の普及啓発に努めます。

■消費者被害の防止に関する啓発活動については、法テラス、消費生

活センター、警察などの関係機関と連携して実施します。

【適切な対応及び高齢者の保護】

№ 項 目 内 容

１

初動期及び対

応段階におけ

る適切な対応

■虐待の相談や通報、届出を受けた場合、地域包括支援センターと

連携して事実確認を行うとともに必要な情報収集を行い、 時間以

内にコアメンバー会議を行うよう、迅速な対応に努めます。また、

コアメンバー会議においては、各種帳票を活用し、関係機関に共通

認識を持たせたうえで、適切な認定や対応方針の決定を行うよう努

めます。

■対応段階においては、対応職員個人への負担が過度にならないよ

う、必ず複数の職員で対応するとともに、高齢者及び養護者との信

頼関係構築に努めます。

■養介護施設従事者等による虐待の通報等を受けた場合は、老人福祉

法又は介護保険法の規定に基づき、文書の提出や報告聴取・立入検査等

の権限を行使し、速やかに事実確認を行います。

２
権限の適切な

行使

■高齢者を保護するため、老人福祉法の規定に基づくやむを得ない

事由による措置の実施や、市長による成年後見等開始の審判請求、

その他の権限を行使します。また、必要な支援を実施するにあたり、

宮崎県高齢者虐待対応専門職チームなどの関係機関から専門的な見

地に基づく助言・指導を求め、適切に権限を行使できるよう努めま

す。

■介護保険施設等において、運営指導等の際に虐待の防止に係る措

置や体制が取られているかを確認し、必要に応じて指導を行い改善

を促します。

■養介護施設従事者等による虐待が確認された場合は、関係機関と連

携し、改善勧告や改善命令、指定取消等の権限を適切かつ慎重に行使す

ることで、当該施設・事業所の業務改善を指導し、高齢者の保護を図り

ます。
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具体的な取組項目・内容

【虐待の早期発見・解決、養護者・養介護施設従事者等への支援】

№ 項 目 内 容

１

関係機関との

ネットワーク

づくりの推進

■高齢者虐待の早期発見・解決のためには、高齢者本人・養護者の関

係者からの早い段階での通報・相談を受けることが重要です。このた

め、地域包括支援センターを中心とした見守りネットワークをより一

層推進します。

■養護者が抱える様々な課題を解決し、速やかな支援につなげられる

ように、延岡市社会福祉協議会、法テラスその他の関係機関との連携

を推進します。また、消費者被害防止や早期対応についても、見守り

ネットワークを活用しながら推進します。

２

高齢者虐待防

止に関する普

及・啓発

■高齢者虐待の早期発見・解決のためには、養介護施設従事者や医療

機関職員などの医療介護分野の職員はもちろん、その他の市民にも高

齢者虐待の防止について周知・啓発する必要があります。そのため、

市、地域包括支援センターが中心となって、関係機関への研修会を開

催するとともに、市民に対しても、講演会等の開催や市広報に周知啓

発の記事を掲載するなどして、一層の普及啓発に努めます。

■消費者被害の防止に関する啓発活動については、法テラス、消費生

活センター、警察などの関係機関と連携して実施します。

【適切な対応及び高齢者の保護】

№ 項 目 内 容

１

初動期及び対

応段階におけ

る適切な対応

■虐待の相談や通報、届出を受けた場合、地域包括支援センターと

連携して事実確認を行うとともに必要な情報収集を行い、 時間以

内にコアメンバー会議を行うよう、迅速な対応に努めます。また、

コアメンバー会議においては、各種帳票を活用し、関係機関に共通

認識を持たせたうえで、適切な認定や対応方針の決定を行うよう努

めます。

■対応段階においては、対応職員個人への負担が過度にならないよ

う、必ず複数の職員で対応するとともに、高齢者及び養護者との信

頼関係構築に努めます。

■養介護施設従事者等による虐待の通報等を受けた場合は、老人福祉

法又は介護保険法の規定に基づき、文書の提出や報告聴取・立入検査等

の権限を行使し、速やかに事実確認を行います。

２
権限の適切な

行使

■高齢者を保護するため、老人福祉法の規定に基づくやむを得ない

事由による措置の実施や、市長による成年後見等開始の審判請求、

その他の権限を行使します。また、必要な支援を実施するにあたり、

宮崎県高齢者虐待対応専門職チームなどの関係機関から専門的な見

地に基づく助言・指導を求め、適切に権限を行使できるよう努めま

す。

■介護保険施設等において、運営指導等の際に虐待の防止に係る措

置や体制が取られているかを確認し、必要に応じて指導を行い改善

を促します。

■養介護施設従事者等による虐待が確認された場合は、関係機関と連

携し、改善勧告や改善命令、指定取消等の権限を適切かつ慎重に行使す

ることで、当該施設・事業所の業務改善を指導し、高齢者の保護を図り

ます。

 

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

高齢者虐待の相談先を

知っている市民の割合
％ ％

２ 成年後見制度の利用促進と支援体制の整備

現状・課題

○認知症などにより日常生活に支援が必要な高齢者は今後増加すると見込まれており、そ

れに伴い虐待や消費者被害の事案も増えるものと思われます。そのような高齢者の権利

を擁護するための手段として、「財産管理」と「身上監護」を担う成年後見制度がありま

す。

○成年後見制度における申立人及び成年後見人等の割合は、全国的に「親族」が減少傾向、

「親族以外」が増加傾向にあり、実務において、「相談対応件数の増加」と「受任者不足」

が懸念されているところです。

○国においては、令和４年３月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定さ

れました。市町村の役割として、「地域連携ネットワークの機能を強化するための取組」

や「中核機関及び協議会の整備・運営」、「市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度

利用支援事業の推進」が挙げられています。

地域連携ネットワークのイメージ

※延岡・西臼杵権利擁護センター作成
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○令和元年 月に、高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町と共同で設置した「延岡・西臼杵権利

擁護センター（中核機関）」においては、「相談対応」「申立支援」「地域連携ネットワー

ク運営」「普及啓発」「後見人等サポート」の業務を行い、成年後見制度の適切な利用の

仕組みづくりや権利擁護支援のネットワークづくりを行っています。

○専門職後見人と行政の意見交換の場として、平成 年度から「成年後見ネットワーク会

議」を開催してきましたが、令和２年４月からは事務局を中核機関に移管し、「地域連携

ネットワーク会議」と名称を変え、地域包括支援センターや社会福祉協議会、家庭裁判

所等が参加するとともに、現在では警察や金融機関も参加しています。

○その他、利用支援の一環として、令和２年度に成年後見制度利用支援事業実施要綱の一

部見直しを行い、宮崎県北部９市町村において「施設や病院に入所・入院した者の取扱」

や「市長申立を行う場合の要件」、「審判費用や報酬の助成を行う場合の要件」を統一し

ました。

成年後見制度 市長申立件数（高齢者のみ）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

市長申立件数 件 件 件

※令和３、４年度は実績、令和５年度は見込み。

目指す姿・基本的方向

○高齢者が認知症等により判断能力が低下しても、住み慣れた地域で安心して生活を継続

できるよう、中核機関や地域包括支援センターと協力して、広く市民向けに成年後見制

度の普及啓発を行います。

○成年後見制度の利用促進を図るにあたり、行政と中核機関の役割や今後の展開を明確に

するため、基本計画の進捗管理や見直し等を行います。

○成年後見人の担い手を確保するため、中核機関と連携して市民後見人養成研修を開催し

ます。

○成年後見制度の手続を行うのは市民であることから、市民にとって利用しやすい成年後

見制度の体制構築に寄与できる取組を行います。
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○令和元年 月に、高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町と共同で設置した「延岡・西臼杵権利

擁護センター（中核機関）」においては、「相談対応」「申立支援」「地域連携ネットワー

ク運営」「普及啓発」「後見人等サポート」の業務を行い、成年後見制度の適切な利用の

仕組みづくりや権利擁護支援のネットワークづくりを行っています。

○専門職後見人と行政の意見交換の場として、平成 年度から「成年後見ネットワーク会

議」を開催してきましたが、令和２年４月からは事務局を中核機関に移管し、「地域連携

ネットワーク会議」と名称を変え、地域包括支援センターや社会福祉協議会、家庭裁判

所等が参加するとともに、現在では警察や金融機関も参加しています。

○その他、利用支援の一環として、令和２年度に成年後見制度利用支援事業実施要綱の一

部見直しを行い、宮崎県北部９市町村において「施設や病院に入所・入院した者の取扱」

や「市長申立を行う場合の要件」、「審判費用や報酬の助成を行う場合の要件」を統一し

ました。

成年後見制度 市長申立件数（高齢者のみ）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

市長申立件数 件 件 件

※令和３、４年度は実績、令和５年度は見込み。

目指す姿・基本的方向

○高齢者が認知症等により判断能力が低下しても、住み慣れた地域で安心して生活を継続

できるよう、中核機関や地域包括支援センターと協力して、広く市民向けに成年後見制

度の普及啓発を行います。

○成年後見制度の利用促進を図るにあたり、行政と中核機関の役割や今後の展開を明確に

するため、基本計画の進捗管理や見直し等を行います。

○成年後見人の担い手を確保するため、中核機関と連携して市民後見人養成研修を開催し

ます。

○成年後見制度の手続を行うのは市民であることから、市民にとって利用しやすい成年後

見制度の体制構築に寄与できる取組を行います。

 

具体的な取組項目・内容

【中核機関による支援体制整備】

№ 項 目 内 容

１
中核機関の安定

的な運営

■中核機関の機能において、特に「普及啓発」「地域連携ネットワー

ク」を重点項目とし、行政などの関係機関と定期的な意見交換を行

います。

２
普及啓発の土台

づくり

■成年後見制度の理解普及を進めるため、市民向けの基礎研修を年

１回以上実施します。 

３
チームサポート

の体制づくり

■相談を受けた段階で中核機関をチームに加え、後見人等と連携し

た支援体制が構築できるように努めます。 

４
一次相談機関の

能力強化

■一次相談機関（地域包括支援センターや基幹相談支援センター、

市職員など）が成年後見制度利用の必要性の判断を正しく行うため、

研修会を行うとともに、判断ツールの活用を進めます。 

【行政による市民が利用しやすい体制づくり】

№ 項 目 内 容

１

後見人に係る報

酬助成制度の充

実

■成年後見制度利用支援事業の利用促進のため、適宜要綱の見直し

を行います。

２

成年後見制度・

任意後見制度に

関する普及・啓

発

■パンフレットの配布、市のホームページへの掲載、成年後見制度

サポーター養成講座の開催等により周知を行います。

■任意後見制度の利用促進のための取組に努めます。

３

成年後見制度利

用促進基本計画

の進捗管理

■延岡市、西臼杵３町共同で、令和４年３月から令和９年度を期間

とする「第１期延岡・西臼杵地域成年後見制度利用促進基本計画」

を策定しました。今後は、延岡市、西臼杵３町で共同設置した協議

会において、計画の進捗管理や見直し等を行います。 

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

成年後見制度の相談先を 
知っている市民の割合 ％ ％
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現状・課題

【災害】

○近年、自然災害が頻発化・激甚化しており、全国で介護事業所・施設が被害を受ける例や

避難行動要支援者（※）を含む要配慮者が犠牲となる例が見られます。

○介護サービス事業所等においては、様々な災害から利用者及び職員を守るために、災害等

に関する計画作成及び避難訓練の実施義務があります。また、災害が発生した場合であっ

ても、必要なサービスが継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、

研修及び訓練（シミュレーション）を実施する必要があります。

○令和３年の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者の個別避難計画（※）の作成が

市町村の努力義務とされました。避難行動要支援者について、実効性のある避難の支援体

制を構築する必要があります。

※避難行動要支援者（災害対策基本法第四十九条の十）

災害時に特に配慮を要する者のうち災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

支援を要する者

※個別避難計画（災害対策基本法第四十九条の十四）

避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画

【感染症】

○集団生活の場でサービス提供を行う介護サービス事業所等においては、インフルエンザや

ノロウイルス、新型コロナウイルス感染症などの集団感染や重症化のリスクがあるため、

感染症対策に関する情報提供及び注意喚起を随時行っています。また、高齢者施設におい

て、利用者・家族の に考慮した面会の再開・推進が重要となるため、面会の実施につ

いても適切な情報の発信を行っています。

○継続的なサービス提供が求められ、かつ、重症化するリスクのある高齢者が多く利用する

介護サービス事業所等は、感染症が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に

提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、研修及び訓練（シミュレーショ

ン）を実施する必要があります。

第６節 災害や感染症対策に係る体制の整備 
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現状・課題

【災害】

○近年、自然災害が頻発化・激甚化しており、全国で介護事業所・施設が被害を受ける例や

避難行動要支援者（※）を含む要配慮者が犠牲となる例が見られます。

○介護サービス事業所等においては、様々な災害から利用者及び職員を守るために、災害等

に関する計画作成及び避難訓練の実施義務があります。また、災害が発生した場合であっ

ても、必要なサービスが継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、

研修及び訓練（シミュレーション）を実施する必要があります。

○令和３年の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者の個別避難計画（※）の作成が

市町村の努力義務とされました。避難行動要支援者について、実効性のある避難の支援体

制を構築する必要があります。

※避難行動要支援者（災害対策基本法第四十九条の十）

災害時に特に配慮を要する者のうち災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

支援を要する者

※個別避難計画（災害対策基本法第四十九条の十四）

避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画

【感染症】

○集団生活の場でサービス提供を行う介護サービス事業所等においては、インフルエンザや

ノロウイルス、新型コロナウイルス感染症などの集団感染や重症化のリスクがあるため、

感染症対策に関する情報提供及び注意喚起を随時行っています。また、高齢者施設におい

て、利用者・家族の に考慮した面会の再開・推進が重要となるため、面会の実施につ

いても適切な情報の発信を行っています。

○継続的なサービス提供が求められ、かつ、重症化するリスクのある高齢者が多く利用する

介護サービス事業所等は、感染症が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に

提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、研修及び訓練（シミュレーショ

ン）を実施する必要があります。

第６節 災害や感染症対策に係る体制の整備 

 

目指す姿・基本的方向

【災害対策】

○介護サービス事業所等については、災害に関する各種計画の作成、研修及び訓練（シミュ

レーション）の実施について指導等を行い、非常災害対策を推進していきます。

○約４千人の避難行動要支援者について、平常時から災害等に備えた体制構築を目指すため、

避難支援等関係者と連携を図りながら、個別避難計画の作成を進めます。

【感染症対策】

○介護サービス事業所等における感染症対策を支援するため、感染対策や面会における留意

点等について情報提供を行います。

○介護サービス事業所等に、感染症に関する各種計画の作成、研修及び訓練（シミュレーシ

ョン）の実施について指導等を行い、感染症対策を推進していきます。

具体的な取組項目・内容

【災害対策】

№ 項 目 内 容

１

介護サービス事業所等

における非常災害対策

の推進

■介護サービス事業所等の非常災害対策の推進のため、災害等

に関する計画の内容確認及び地域住民と協力した避難訓練の実

施等について周知・助言・指導を行います。

■災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に

提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、研修

及び訓練（シミュレーション）の実施について助言・指導を行

います。

２
個別避難計画の作成の

推進

■自治会や民生委員、自主防災組織、福祉専門職等と連携を図

りながら、個別避難計画の効果的な作成に向け、必要な取組を

行い、作成を進めます。

【感染症対策】

№ 項 目 内 容

１

介護サービス事業所等

における感染症対策の

推進

■介護サービス事業所等において、日頃からの利用者及び職員

の健康管理や手指消毒等の感染症対策を徹底するために、感染

対策や面会における留意点等について情報提供を行います。ま

た、実際に感染症が発生した場合には、県と連携し必要な支援

を行います。

■感染症が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的

に提供できるよう、業務継続に向けた計画（ ）等の策定、研

修及び訓練（シミュレーション）の実施について助言・指導を

行います。

第
４
章

施
策
の
展
開　

基
本
目
標
３

－57－



 

基本目標４ 認知症の人とその家族が安心して生活できるまちづくり 

 

 
現状・課題

○厚生労働省の将来推計によると、認知症高齢者は、令和７年（ 年）には全国で約

万人（ 歳以上高齢者の５人に１人）になると見込まれており、その後も認知症高齢者

数・有病率ともに増加するものと推計されています。同様の推計を用いた場合、本市で

は、令和７年（ 年）に 人、令和 年には 人と、認知症高齢者数がピー

クになることが見込まれます。認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家

族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認知症があってもなくても、

同じ地域社会の一員として、地域をともに創っていく地域共生社会の構築が重要であり、

そのために、認知症への地域の理解を深める取組が求められます。

延岡市における認知症高齢者数の将来推計

令和２年

（ 年）

令和７年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

高齢者人口 人 人 人 人 人

認知症高齢者数 ※推計 人 人 人 人 人

高齢者に占める割合

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 年度厚生労働科学研究費補助金特別
研究事業）を元に推計

年齢階級別の認知症有病率

年齢階級 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳～

認知症有病率

※「認知症施策の総合的な推進について（参考資料）」（令和元年６月 日社会保障審議会介護保険部会（第

回）参考資料２－１）から引用

○本市では、平成 年度から地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする認知症サポ

ーターの養成を進めており、令和４年度末までに 回の講座を開催し 人を超え

るサポーターを養成しています。しかしながら、令和２年からの新型コロナウイルス感

染症の影響により、近年はサポーターの養成が十分に行えていない状況が続いています。

○認知症に関する啓発の取組として、世界アルツハイマーデー（毎年９月 日）及びアル

ツハイマー月間（毎年９月）に合わせて、図書館や市民スペースでの認知症企画展等の

イベントを実施しているほか、広報のべおかに特集記事を掲載しています。令和５年度

には、城山公園三階櫓台石垣を認知症支援のシンボルカラーであるオレンジ色にライト

アップし、認知症の人と家族の会による全国のライトアップライブ中継に参加したほか、

認知症啓発映画の上映会を実施しています。

○令和５年６月 日に、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が参議院本会

議で可決・成立しています。同法において、毎年９月 日を「認知症の日」、毎年９月

を「認知症月間」とすることが定められたこともあり、今後は、これまで以上に啓発の

ための取組を推進することが求められています。

第１節 認知症に関する知識と理解の普及・啓発 
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基本目標４ 認知症の人とその家族が安心して生活できるまちづくり 

 

 
現状・課題

○厚生労働省の将来推計によると、認知症高齢者は、令和７年（ 年）には全国で約

万人（ 歳以上高齢者の５人に１人）になると見込まれており、その後も認知症高齢者

数・有病率ともに増加するものと推計されています。同様の推計を用いた場合、本市で

は、令和７年（ 年）に 人、令和 年には 人と、認知症高齢者数がピー

クになることが見込まれます。認知症は誰もがなりうることから、認知症の人やその家

族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認知症があってもなくても、

同じ地域社会の一員として、地域をともに創っていく地域共生社会の構築が重要であり、

そのために、認知症への地域の理解を深める取組が求められます。

延岡市における認知症高齢者数の将来推計

令和２年

（ 年）

令和７年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

高齢者人口 人 人 人 人 人

認知症高齢者数 ※推計 人 人 人 人 人

高齢者に占める割合

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 年度厚生労働科学研究費補助金特別
研究事業）を元に推計

年齢階級別の認知症有病率

年齢階級 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳～

認知症有病率

※「認知症施策の総合的な推進について（参考資料）」（令和元年６月 日社会保障審議会介護保険部会（第

回）参考資料２－１）から引用

○本市では、平成 年度から地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする認知症サポ

ーターの養成を進めており、令和４年度末までに 回の講座を開催し 人を超え

るサポーターを養成しています。しかしながら、令和２年からの新型コロナウイルス感

染症の影響により、近年はサポーターの養成が十分に行えていない状況が続いています。

○認知症に関する啓発の取組として、世界アルツハイマーデー（毎年９月 日）及びアル

ツハイマー月間（毎年９月）に合わせて、図書館や市民スペースでの認知症企画展等の

イベントを実施しているほか、広報のべおかに特集記事を掲載しています。令和５年度

には、城山公園三階櫓台石垣を認知症支援のシンボルカラーであるオレンジ色にライト

アップし、認知症の人と家族の会による全国のライトアップライブ中継に参加したほか、

認知症啓発映画の上映会を実施しています。

○令和５年６月 日に、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が参議院本会

議で可決・成立しています。同法において、毎年９月 日を「認知症の日」、毎年９月

を「認知症月間」とすることが定められたこともあり、今後は、これまで以上に啓発の

ための取組を推進することが求められています。

第１節 認知症に関する知識と理解の普及・啓発 

 

○認知症の人やその家族が地域で安心した生活を営むためには、認知症に関する基礎的な

情報や、具体的な相談先等へのアクセス手段を明確にすることが重要です。そのため、

認知症の各段階で利用できるサービスや具体的な相談先・受診先等を示した「認知症ケ

アパス」を作成し、広く配布することにより周知を行っています。

目指す姿・基本的方向

○地域や職域等で認知症の人やその家族を支援する認知症サポーターを養成し、認知症に

関する正しい知識と理解の普及を図るとともに、地域共生社会の実現を推進します。

○企画展やイベントの開催により、地域における認知症に関する知識と理解の普及・啓発

を推進します。併せて、認知症予防を含む各種取組やイベント情報等を発信し、幅広い

世代への普及・啓発を推進します。

○「認知症ケアパス」を積極的に活用し、認知症に関する基礎的な情報とともに、具体的

な相談先や受診先、制度の利用方法等について周知します。

具体的な取組項目・内容

【認知症に関する知識と理解の普及・啓発】

№ 項 目 内 容

１

認知症サポー

ター養成講座

の開催

■地域の住民等を対象に認知症サポーター養成講座を開催し、サポ

ーター数の増加を推進します。

■特に、認知症の人と地域で関わることが多いことが想定される小

売業・金融機関・公共交通機関等の従業員や、市役所・警察・消防

等の行政職員を対象に、認知症サポーター養成講座を開催します。

■人格形成の重要な時期である中学校・高等学校・大学を中心とし

た学生を対象に、認知症サポーター養成講座を積極的に開催します。

２
認知症啓発イ

ベントの実施

■行政のみならず、医療機関や事業者等の関係団体、当事者団体と

の連携のもと、認知症の日や認知症月間に合わせて、企画展やイベ

ントを集中的に開催します。

■引き続き広報紙等の媒体を活用した普及・啓発を進めるとともに、

幅広い世代への普及・啓発を図るため、 等を活用した広報の取

組を推進します。

■認知症の人本人からの発信の機会を確保するため、本人発信イベ

ントを企画します。

３
認知症ケアパ

スの充実

■地域の医療機関や介護・福祉施設等への配布、その他イベント等

の機会を活用して配布を行い、周知を推進します。

■掲載内容・利用実態等の確認や各専門職の意見等を踏まえた見直

しを行い、内容の充実を図ります。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

認知症サポーターの養成（延人数） 人 人 人 人

認知症サポーター養成講座を 
受講した学生の割合 

（中学校・高等学校・大学等） 
％ ％ ％ ％

市民向け認知症ケアパスの配布数 冊 冊 冊 冊
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現状・課題

○令和元年６月に国が策定した「認知症施策推進大綱」において、認知症の「予防」とは、

「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症にな

っても進行を緩やかにする」という意味であることが示されています。

○運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立

の解消や役割の保持等が、認知症予防に資する可能性が示唆されていることから、地域

において高齢者が身近に通える場を拡充するとともに、認知症予防に資する可能性のあ

る活動を推進する必要があります。

○本市では、地域において高齢者が身近に通える場として、地域住民が主体となって行う

「いきいき百歳体操」が 以上の会場で実施されており、継続的な参加を促す取組を

行うとともに、新規会場の立上げや運営などに対する支援を行っています。また、行政

主体による認知症予防を含めた専門的な指導を受けることのできる介護予防教室として、

延岡市独自の「ケアプリのべおか」を、市内７圏域において実施しています。

○認知症予防に関するエビデンスは未だ不十分な状況であるため、予防法の確立に向けた

研究が様々な機関で進められています。

○本市では、令和元年より、国立循環器病研究センター及び東京電力と共同で「認知機能

と生活行動パターン室内環境の特徴に関する研究」を行っています。これは、認知機能

が低下した際に、どのような生活環境の変化が現れるかを明らかにすることで、認知機

能の低下の早期発見・早期介入につなげることを目的としており、 歳以上の特定健診

の受診者で研究に同意した方を対象に実施しています。

○認知症予防のためには、 軽度認知障害 の段階で発見することが重要とされています

が、 軽度認知障害 は生活に大きな支障がない段階であるため、周囲の人が気付きに

くいという課題があります。

○本市では、国立循環器病研究センターと連携し、コロナ禍により長期間にわたって人と

の交流が制限されたことが原因と想定される、高齢者の認知機能の低下を予防するため、

令和３年度には 歳以上の方々を対象に、令和４年度からは新たに 歳を迎えた方々

を対象に、電話での 軽度認知障害 テストを実施しました。その結果、重症化を予防

する必要のある方に対しては、かかりつけ医への受診勧奨や予防教室への案内を行って

います。加えて、令和４年度からは、電話でのテストの結果に基づき、国立循環器病研

究センターが抽出したリスクのある方について、頭部 検査を実施し、より詳細な検

査結果をもとに専門医への受診を勧奨しています。

第２節 認知症の予防 
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現状・課題

○令和元年６月に国が策定した「認知症施策推進大綱」において、認知症の「予防」とは、

「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症にな

っても進行を緩やかにする」という意味であることが示されています。

○運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立

の解消や役割の保持等が、認知症予防に資する可能性が示唆されていることから、地域

において高齢者が身近に通える場を拡充するとともに、認知症予防に資する可能性のあ

る活動を推進する必要があります。

○本市では、地域において高齢者が身近に通える場として、地域住民が主体となって行う

「いきいき百歳体操」が 以上の会場で実施されており、継続的な参加を促す取組を

行うとともに、新規会場の立上げや運営などに対する支援を行っています。また、行政

主体による認知症予防を含めた専門的な指導を受けることのできる介護予防教室として、

延岡市独自の「ケアプリのべおか」を、市内７圏域において実施しています。

○認知症予防に関するエビデンスは未だ不十分な状況であるため、予防法の確立に向けた

研究が様々な機関で進められています。

○本市では、令和元年より、国立循環器病研究センター及び東京電力と共同で「認知機能

と生活行動パターン室内環境の特徴に関する研究」を行っています。これは、認知機能

が低下した際に、どのような生活環境の変化が現れるかを明らかにすることで、認知機

能の低下の早期発見・早期介入につなげることを目的としており、 歳以上の特定健診

の受診者で研究に同意した方を対象に実施しています。

○認知症予防のためには、 軽度認知障害 の段階で発見することが重要とされています

が、 軽度認知障害 は生活に大きな支障がない段階であるため、周囲の人が気付きに

くいという課題があります。

○本市では、国立循環器病研究センターと連携し、コロナ禍により長期間にわたって人と

の交流が制限されたことが原因と想定される、高齢者の認知機能の低下を予防するため、

令和３年度には 歳以上の方々を対象に、令和４年度からは新たに 歳を迎えた方々

を対象に、電話での 軽度認知障害 テストを実施しました。その結果、重症化を予防

する必要のある方に対しては、かかりつけ医への受診勧奨や予防教室への案内を行って

います。加えて、令和４年度からは、電話でのテストの結果に基づき、国立循環器病研

究センターが抽出したリスクのある方について、頭部 検査を実施し、より詳細な検

査結果をもとに専門医への受診を勧奨しています。

第２節 認知症の予防 

 

目指す姿・基本的方向

○「いきいき百歳体操」や「ケアプリのべおか」等、地域住民が身近に通える場を確保・

拡充し、継続的な支援を実施することで、地域住民の認知症予防を図ります。

○「認知機能と生活行動パターン室内環境の特徴に関する研究」を継続し、見守りシステム

の構築を進めます。

○電話での 軽度認知障害 テストを実施し、その結果をもとに、認知症高リスク者を対

象に頭部 検査を実施することで、認知症の予防・早期発見を図ります。

具体的な取組項目・内容

【認知症予防に関する体制の整備及び調査研究の推進】

№ 項 目 内 容

１
介護予防活動

への取組支援

■「いきいき百歳体操」など通いの場の確保・拡充のため、立ち上
げや運営などに対する支援を行います。
■地域活動への参加が、認知症予防につながることを地域住民へ発
信するとともに、参加促進の取組を行います。
■「いきいき百歳体操」の活動が継続するよう、参加者の意欲を高

める取組を行います。

２

行政主体によ

る介護予防教

室の実施

■認知症予防の普及・啓発のため、身近で専門的な介護予防技術を
習得することができる「ケアプリのべおか」を、全ての圏域で実施
します。 
■圏域ごとのニーズ調査・事業効果の検証を行い、必要に応じて事
業の拡充を検討します。

３

「認知機能と

生活行動パタ

ーン室内環境

の特徴に関す

る研究」の実施

■「認知機能と生活行動パターン室内環境の特徴に関する研究」に
ついて、引き続き共同研究を進めます。
■研究の成果を活用して、認知機能が低下している人の特徴的な生
活パターンを明らかにし、認知症の早期発見、及び生活の異常を家
族等に通知するシステムの構築を進めます。

４

軽度認知

障害 テストの

実施

■高齢者の認知機能の低下を予防するため、毎年度新たに 歳を迎
える方々に対し、電話での 軽度認知障害 テストを実施します。
加えて、 歳・ 歳になる方々にも対象を拡充することにより、よ
り一層の効果の拡大を図っていきます。
■検査の結果、認知症高リスク者と判定された方について、頭部
検査を実施します。
■テスト結果の評価・分析を行い、必要に応じて効果的な施策を検
討し実施します。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

テスト実施者数（累計） 人 人
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現状・課題

○認知機能が低下している人や認知症の人の早期発見・早期対応のためには、地域の関係

機関間の日頃からの有機的な連携が重要となります。そのため、地域包括支援センター

やかかりつけ医等の地域機関は、関係機関間のネットワークの中で、認知症疾患医療セ

ンター等の専門機関と連携し、認知症の疑いがある人を早期に発見し、本人が安心して

暮らすことができるよう適切に対応するとともに、認知症と診断された後の本人・家族

等に対する支援につなげる必要があります。

○本市では、認知症施策を総合的に推進するため、地域の支援機関間の連携づくりや地域

支援体制づくり、「認知症ケアパス」の活用促進、認知症の人や家族等への対応等を行う

「認知症地域支援推進員」を配置しています。これまで、委託により２名の認知症地域

支援推進員を配置していましたが、令和６年１月から１名増員し３名を配置することで、

認知症施策の推進体制を強化しています。

○本市では、認知症への早期対応力の向上のため、認知症が疑われる人や認知症の人及び

その家族を訪問し、観察・評価を行った上で、初期支援を包括的・集中的に行い、自立

生活のサポートを行うための「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。この認

知症初期集中支援チームでは、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等と連携

し、毎月１回チーム員会議を開催するなど、支援を必要とする人の支援方針の検討等を

行っているほか、必要に応じてチーム員による訪問支援を実施しています。

○認知症の医療・介護等に携わる者は、認知症の人本人が有する力を最大限に活かしなが

ら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるよう、伴走者

として支援することが重要です。また、このような本人主体の原則を十分に理解し、医

療・介護等の質の向上を図ることが求められます。

○介護に関わるすべての者の認知症対応力を向上させることを目的に、令和３年度の介護

報酬改定において、介護サービス事業所の職員に対し、認知症介護基礎研修の受講が義

務付けられています。

○高齢化の進展に伴い、働き盛り世代の家族介護者が今後も増加していくものと考えられ

ますが、この家族介護者の負担軽減のためには、既存の介護サービスの活用のみならず、

認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合

う場が必要です。本市には、認知症の人やその家族が地域で気軽に相談・交流できる場

として、認知症カフェが２箇所ありますが、身近な場所で交流できる場の数としては、

まだまだ不足しており、さらなる拡充が必要な状況です。

第３節 医療・ケア・介護サービス・介護者等への支援 
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現状・課題

○認知機能が低下している人や認知症の人の早期発見・早期対応のためには、地域の関係

機関間の日頃からの有機的な連携が重要となります。そのため、地域包括支援センター

やかかりつけ医等の地域機関は、関係機関間のネットワークの中で、認知症疾患医療セ

ンター等の専門機関と連携し、認知症の疑いがある人を早期に発見し、本人が安心して

暮らすことができるよう適切に対応するとともに、認知症と診断された後の本人・家族

等に対する支援につなげる必要があります。

○本市では、認知症施策を総合的に推進するため、地域の支援機関間の連携づくりや地域

支援体制づくり、「認知症ケアパス」の活用促進、認知症の人や家族等への対応等を行う

「認知症地域支援推進員」を配置しています。これまで、委託により２名の認知症地域

支援推進員を配置していましたが、令和６年１月から１名増員し３名を配置することで、

認知症施策の推進体制を強化しています。

○本市では、認知症への早期対応力の向上のため、認知症が疑われる人や認知症の人及び

その家族を訪問し、観察・評価を行った上で、初期支援を包括的・集中的に行い、自立

生活のサポートを行うための「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。この認

知症初期集中支援チームでは、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等と連携

し、毎月１回チーム員会議を開催するなど、支援を必要とする人の支援方針の検討等を

行っているほか、必要に応じてチーム員による訪問支援を実施しています。

○認知症の医療・介護等に携わる者は、認知症の人本人が有する力を最大限に活かしなが

ら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるよう、伴走者

として支援することが重要です。また、このような本人主体の原則を十分に理解し、医

療・介護等の質の向上を図ることが求められます。

○介護に関わるすべての者の認知症対応力を向上させることを目的に、令和３年度の介護

報酬改定において、介護サービス事業所の職員に対し、認知症介護基礎研修の受講が義

務付けられています。

○高齢化の進展に伴い、働き盛り世代の家族介護者が今後も増加していくものと考えられ

ますが、この家族介護者の負担軽減のためには、既存の介護サービスの活用のみならず、

認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合

う場が必要です。本市には、認知症の人やその家族が地域で気軽に相談・交流できる場

として、認知症カフェが２箇所ありますが、身近な場所で交流できる場の数としては、

まだまだ不足しており、さらなる拡充が必要な状況です。

第３節 医療・ケア・介護サービス・介護者等への支援 

 

目指す姿・基本的方向

○「認知症地域支援推進員」の活動を推進するとともに、地域機関等と専門機関間の連携

体制を構築します。

○「認知症初期集中支援チーム」の活用により、認知症の人の早期対応につなげるととも

に、自立生活のサポートを行います。

○運営指導等の機会を通じて適切な指導・助言を行うことで、介護サービス事業所職員の

認知症対応力の向上を図ります。

○認知症カフェの取組を進めることで、認知症の人やその家族が、地域で気軽に交流・相

談できる場を確保します。

具体的な取組項目・内容

【医療・ケア・介護サービス体制の連携構築、介護者等への支援の充実】

№ 項 目 内 容

１

認知症地域支

援推進員の活

動推進

■地域の支援機関間の連携づくりや「認知症ケアパス」の活用促進、

認知症の人や家族等への対応等を行う「認知症地域支援推進員」の

活動を推進します。

■活動や業務の状況に基づき、必要に応じて配置人員の増員を検討

します。

２
地域連携体制

の構築

■地域包括支援センターや、かかりつけ医等の地域機関と認知症疾

患医療センター等の専門機関の連携体制の構築のため、意見交換や

協議の場を確保します。

３

認知症初期集

中支援チーム

の活用

■認知症が疑われる人や認知症の人、またその家族への早期支援等

を行う「認知症初期集中支援チーム」の活用を推進します。

■市民や地域のかかりつけ医等に対し、様々な機会を通じて、初期

集中支援チームの周知・広報を行います。

■同行訪問やチーム員会議等の機会を活用し、初期集中支援チーム

と地域包括支援センターとの連携を強化するとともに、相互の役割

の理解促進を図ります。

４

介護従事者の

認知症対応力

の向上

■介護職員の認知症対応力の向上を図るため、運営指導等の機会を

通じて、認知症介護基礎研修の受講状況の確認を行い、必要に応じ

て適切な指導・助言を行います。

５
認知症カフェ

の取組推進

■認知症の人やその家族の集いの場となる認知症カフェが日常生活

圏域ごとに実施できるよう、会場や運営団体の確保に向けた情報収

集・情報発信を行います。

■地域での認知症カフェの安定的な運営のため、必要な支援を行い

ます。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

認知症初期集中支援チーム員会議の
開催数 年 回 年 回 年 回 年 回

認知症カフェの数 ２箇所 ４箇所 ６箇所 ８箇所
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現状・課題

○認知症の人の多くが、買い物や移動、趣味活動など地域の様々な場面で、外出や交流の

機会を減らしている実態があります。そのため、認知症になってからもできる限り住み

慣れた地域で暮らし続けていくことができるよう、生活のあらゆる場面での障壁を減ら

していく「認知症バリアフリー」の取組推進が求められています。

○認知症の人が安全に外出できる見守り体制づくりの一つとして、本市では、行方不明高

齢者の早期発見・早期保護を目的に、認知症等により徘徊の可能性がある高齢者の家族、

親族や支援者に対して、 コード付きの見守りシールを交付しています。これは、認知

症高齢者等を発見した第三者が、シールに印字された コードを携帯電話等で読み取る

ことで、家族や支援者等と通信を行うことができるものとなっています。多くの地域住

民がこの事業を知ることで効果が高まるため、広く周知を進める必要があります。

○認知症の人やその家族が安心して地域での生活を送ることができる環境の整備を目的と

して、本市では、認知症の診断を受けた人を対象とする民間保険への加入を支援する取

組を行っています。これは、認知症の人が他人に怪我を負わせたり、他人の財物を損壊

したりすることにより法律上の賠償責任が生じた場合等に備えて、認知症の人を被保険

者とする個人賠償責任保険に、延岡市が保険契約者として加入するものとなっています。

○認知症の人やその家族は、見守り・声かけや話し相手、外出支援や孤立しないための関

係づくり等の生活支援ニーズを抱えている場合が少なくありません。一方で、認知症サ

ポーター養成講座を受講した人の中には、地域の中で積極的に見守り等の支援活動を行

っている者や団体があります。「認知症施策推進大綱」では、市町村において、この両者

をつなぐ仕組みとしての「チームオレンジ」を整備することが示されていますが、本市

では設置に至っていない状況です。

○高齢者の消費者被害やトラブルは近年増加しており、判断能力の低下した認知症の人に

ついては、より被害を受けやすい状況にあります。また、 問題等の社会問題が顕在

化してきたことや、新型コロナの影響を受け家庭内の状況が見えづらくなったこと等に

より、高齢者虐待の件数も増加しています。このような中で、認知症の人が、ひとりの

人間として希望と尊厳を持って地域で安心して生活するためには、権利擁護のための体

制を整備する必要があります。

○本市では、権利擁護支援を必要とする人が、必要なときに適切な支援を受けることがで

きるよう、地域の権利擁護支援の司令塔機能を担う「中核機関」を、西臼杵３町（高千

穂町、日之影町及び五ヶ瀬町）と共同で設置しています。この中核機関では、権利擁護

に関する様々な取組を推進するとともに、消費者被害や経済的虐待等により実際に権利

擁護を必要とする人達に対し、権利擁護に資する情報の提供や適切な権利擁護機関への

つなぎ、成年後見制度の活用等の支援を行っています。

○認知症バリアフリーについては、「日本認知症官民協議会」のワーキンググループにおい

て、実現のための手引きが作成されており、基本的な考え方や様々な場面における具体

的な取組方法が示されています。

第４節 認知症バリアフリーの推進 
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現状・課題

○認知症の人の多くが、買い物や移動、趣味活動など地域の様々な場面で、外出や交流の

機会を減らしている実態があります。そのため、認知症になってからもできる限り住み

慣れた地域で暮らし続けていくことができるよう、生活のあらゆる場面での障壁を減ら

していく「認知症バリアフリー」の取組推進が求められています。

○認知症の人が安全に外出できる見守り体制づくりの一つとして、本市では、行方不明高

齢者の早期発見・早期保護を目的に、認知症等により徘徊の可能性がある高齢者の家族、

親族や支援者に対して、 コード付きの見守りシールを交付しています。これは、認知

症高齢者等を発見した第三者が、シールに印字された コードを携帯電話等で読み取る

ことで、家族や支援者等と通信を行うことができるものとなっています。多くの地域住

民がこの事業を知ることで効果が高まるため、広く周知を進める必要があります。

○認知症の人やその家族が安心して地域での生活を送ることができる環境の整備を目的と

して、本市では、認知症の診断を受けた人を対象とする民間保険への加入を支援する取

組を行っています。これは、認知症の人が他人に怪我を負わせたり、他人の財物を損壊

したりすることにより法律上の賠償責任が生じた場合等に備えて、認知症の人を被保険

者とする個人賠償責任保険に、延岡市が保険契約者として加入するものとなっています。

○認知症の人やその家族は、見守り・声かけや話し相手、外出支援や孤立しないための関

係づくり等の生活支援ニーズを抱えている場合が少なくありません。一方で、認知症サ

ポーター養成講座を受講した人の中には、地域の中で積極的に見守り等の支援活動を行

っている者や団体があります。「認知症施策推進大綱」では、市町村において、この両者

をつなぐ仕組みとしての「チームオレンジ」を整備することが示されていますが、本市

では設置に至っていない状況です。

○高齢者の消費者被害やトラブルは近年増加しており、判断能力の低下した認知症の人に

ついては、より被害を受けやすい状況にあります。また、 問題等の社会問題が顕在

化してきたことや、新型コロナの影響を受け家庭内の状況が見えづらくなったこと等に

より、高齢者虐待の件数も増加しています。このような中で、認知症の人が、ひとりの

人間として希望と尊厳を持って地域で安心して生活するためには、権利擁護のための体

制を整備する必要があります。

○本市では、権利擁護支援を必要とする人が、必要なときに適切な支援を受けることがで

きるよう、地域の権利擁護支援の司令塔機能を担う「中核機関」を、西臼杵３町（高千

穂町、日之影町及び五ヶ瀬町）と共同で設置しています。この中核機関では、権利擁護

に関する様々な取組を推進するとともに、消費者被害や経済的虐待等により実際に権利

擁護を必要とする人達に対し、権利擁護に資する情報の提供や適切な権利擁護機関への

つなぎ、成年後見制度の活用等の支援を行っています。

○認知症バリアフリーについては、「日本認知症官民協議会」のワーキンググループにおい

て、実現のための手引きが作成されており、基本的な考え方や様々な場面における具体

的な取組方法が示されています。

第４節 認知症バリアフリーの推進 

 

○認知症のうち、 歳未満で発症するものを「若年性認知症」といいます。若年性認知症

は、働き盛りの世代で発症することが多いため、仕事をやめて経済的に困難な状況にな

ることや、子どもが成人していない場合には親の病気が与える心理的影響が大きいこと

など、本人だけでなく、家族も含めた生活への影響が大きくなりやすいという特徴があ

ります。

○若年性認知症については、行政、医療・介護機関、企業等において、まだまだ認識が不

足している状況にあります。若年性認知症の人の症状・社会的立場や生活環境等の特徴

を踏まえ、認知機能が低下しても、発症初期の段階からできることを可能な限り続けら

れるよう、支援することが求められています。

目指す姿・基本的方向

○認知症等により徘徊の可能性がある高齢者の早期発見・早期保護を図るとともに、認知

症の人が安心して外出できる環境を整備します。

○認知症の人やその家族と認知症サポーターの活動をつなぐ仕組みである「チームオレン

ジ」を整備します。

○認知症の人が、希望と尊厳を持って地域で安心して生活することができる権利擁護体制

を整備します。

○認知症バリアフリー社会の基本的な考え方や具体的な取組について周知します。

○若年性認知症の人の実態を把握するとともに、支援のためのネットワークづくりを行い

ます。

具体的な取組項目・内容

【認知症バリアフリー推進に関する取組】

№ 項 目 内 容

１

地域における

認知症の人の

見守り支援

■認知症等により徘徊の可能性がある高齢者の早期発見・早期保護

のため、 コード付見守りシールの交付を推進します。

■ コード付見守りシールのシステムについて、認知症サポーター

養成講座や出前講座等の機会を通じて、広く地域住民への周知を図

ります。

■ を活用した行方不明者の捜索システム等、より効率的・効果

的な認知症の人の見守り支援施策について情報収集し、実施を検討

します。

２

地域で安心し

て生活できる

環境の整備

■認知症の人とその家族が安心して地域で暮らすことができるよう

にするため、引き続き認知症の人を被保険者とする個人賠償責任保

険への加入を促進します。

３
チームオレン

ジの整備

■先行自治体の調査・研究を行い、本市の地域特性に応じた「チー

ムオレンジ」を整備します。

■チームオレンジのメンバーとなることのできる認知症サポーター

を増やすため「認知症サポーターステップアップ講座」を積極的に

開催します。

４
権利擁護の取

組の推進

■認知症の人が希望と尊厳を持って地域で安心して生活することが

できるよう、中核機関を中心とした権利擁護体制を整備します。

■消費者被害や経済的虐待等、認知症の人への権利侵害に対し、成

年後見制度の活用などの権利擁護支援を速やかに行います。
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№ 項 目 内 容

５
認知症バリア

フリーの周知

■「日本認知症官民協議会」が作成する手引きをもとに、認知症バ

リアフリーの基本的な考え方や具体的な取組方法について、認知症

サポーター養成講座や出前講座、その他様々な機会を通じて、日常

生活に身近な地域の企業や職域団体等に周知します。

６
若年性認知症

の人への支援

■認知症地域支援推進員、認知症疾患医療センター等と協力し、若

年性認知症の人の実態把握を行います。

■宮崎県が配置する「若年性認知症コーディネーター」と、認知症

地域支援推進員をはじめとする関係機関との、広域的なネットワー

クづくりを行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

コード付見守りシール交付者数 人 人 人 人

認知症保険の登録者数 人 人 人 人

ステップアップ講座修了者数 人 人 人 人
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№ 項 目 内 容

５
認知症バリア

フリーの周知

■「日本認知症官民協議会」が作成する手引きをもとに、認知症バ

リアフリーの基本的な考え方や具体的な取組方法について、認知症

サポーター養成講座や出前講座、その他様々な機会を通じて、日常

生活に身近な地域の企業や職域団体等に周知します。

６
若年性認知症

の人への支援

■認知症地域支援推進員、認知症疾患医療センター等と協力し、若

年性認知症の人の実態把握を行います。

■宮崎県が配置する「若年性認知症コーディネーター」と、認知症

地域支援推進員をはじめとする関係機関との、広域的なネットワー

クづくりを行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

コード付見守りシール交付者数 人 人 人 人

認知症保険の登録者数 人 人 人 人

ステップアップ講座修了者数 人 人 人 人

 

 
 

基本目標５ 多職種連携と医療介護連携による在宅生活支援の体制づくり 

 

現状・課題

○介護保険の目的として、介護保険法第１条には「その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行

うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関

して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的

とする。」と規定されています。 
○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、要支援１・２に該当する者で、運動器機能リ

スクがある割合が ％、栄養改善リスクがある割合が ％、咀嚼機能リスクがある

割合が ％、認知症リスクがある割合が ％となっており、これらのリスクを持つ

高齢者を少しでも減らすことが課題となります。また、現に介護が必要な要支援者・要

介護者に対しても、運動・栄養・口腔・認知機能についての視点を基に、自立した日常

生活を営めるように支援をすることが重要となります。  
 

リスクを抱える高齢者の割合（要支援者とその他高齢者）

  
出典：令和５年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（地域包括ケア見える化システムより）

※運動器機能：運動器機能リスクに関する５つの設問のうち、３問以上「できない」等と回答した割合
例）「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか」との設問に「できない」と回答

栄 養 改 善： が 未満の割合
咀 嚼 機 能：「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」との設問に「はい」と回答した

割合
認 知 症：「物忘れが多いと感じますか」との設問に「はい」と回答した割合 

※令和２年度調査結果 【運動器機能】要支援者： ％ その他高齢者： ％

【栄養改善】 要支援者： ％ その他高齢者： ％
【咀嚼機能】 要支援者： ％ その他高齢者： ％
【認知症】 要支援者： ％ その他高齢者： ％

運動器機能リスク 栄養改善リスク 咀嚼機能リスク 認知症リスク

要支援者 その他高齢者

第１節 自立支援・重度化防止のためのサービスが提供される体制の充実 
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○本市では、行政、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所が一体となって自立支

援・重度化防止に資する取組を行うことができるよう、「延岡市自立支援型アセスメント

マニュアル」を作成し、考え方の統一を行っています。また、地域包括支援センターに

対し、評価会議に関する研修会も実施しています。

○要支援者の生活行為の課題の解決のため、理学療法士や管理栄養士などの専門職から助

言を受け、適切な支援を検討するための場として、自立支援型地域ケア会議を開催して

います。

○事業所支援として、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所や介護サービス事業

所に対して、プラン作成者のアセスメント支援や事業所職員の介護サービス提供のスキ

ルアップを目的とした、リハビリテーション専門職派遣事業を実施しています。令和２

年度以降、利用件数が減少していましたが、令和５年度は増加傾向となっています。今

後は、特に利用の少ない介護サービス事業所への支援について、利用促進を図っていく

必要があります。

○自立支援型地域ケア会議の中で抽出された課題に対し、新規事業として介護予防福祉用

具等補助事業を開始しています。

目指す姿・基本的方向

○行政、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所、介護サービス事業所が一体とな

り、被保険者の自立支援・重度化防止の取組を推進していきます。また、そのなかでリ

ハビリテーション専門職との協力も図り、利用者の生活の質の向上を目指します。

○定期的な研修会を通して、自立支援・重度化防止の考え方や、支援における運動・栄養・

口腔・認知機能の視点の必要性等を周知し、取組に対する意識の共有を目指します。

具体的な取組項目・内容

【高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取組】

№ 項 目 内 容

１
自立支援型地域

ケア会議の実施

■要支援者・要介護者の の向上の実現のために、ケアプランや

介護予防ケアマネジメントに位置付けられた生活課題に対して、よ

り効果的な課題解決へと導くため、自立支援型地域ケア会議を定期

的に開催し、行政と関係機関が一体となり、被保険者の自立支援を

促進していきます。また、評価会議等を実施することで、会議の効

果等の評価・分析を行っていきます。

２

リハビリテーシ

ョン専門職派遣

事業の充実

■プラン作成者が利用者のアセスメントを行う際に、専門職が同行

し、生活課題の解決に必要なサービスの助言を行う等の、プラン作

成者に対する支援を行います。

■支援方法などの指導を行うことによって、介護サービス事業所職

員のスキルアップにつながるよう支援を行います。 
■地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護サービス事業

所に対し、研修等において利用促進に向けた周知を行います。 

３

自立支援・重度

化防止に関する

研修会の開催

■地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業

所に対して、本市が取り組んでいる自立支援・重度化防止について

の研修会を定期的に開催します。

－68－



 

 

○本市では、行政、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所が一体となって自立支

援・重度化防止に資する取組を行うことができるよう、「延岡市自立支援型アセスメント

マニュアル」を作成し、考え方の統一を行っています。また、地域包括支援センターに

対し、評価会議に関する研修会も実施しています。

○要支援者の生活行為の課題の解決のため、理学療法士や管理栄養士などの専門職から助

言を受け、適切な支援を検討するための場として、自立支援型地域ケア会議を開催して

います。

○事業所支援として、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所や介護サービス事業

所に対して、プラン作成者のアセスメント支援や事業所職員の介護サービス提供のスキ

ルアップを目的とした、リハビリテーション専門職派遣事業を実施しています。令和２

年度以降、利用件数が減少していましたが、令和５年度は増加傾向となっています。今

後は、特に利用の少ない介護サービス事業所への支援について、利用促進を図っていく

必要があります。

○自立支援型地域ケア会議の中で抽出された課題に対し、新規事業として介護予防福祉用

具等補助事業を開始しています。

目指す姿・基本的方向

○行政、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所、介護サービス事業所が一体とな

り、被保険者の自立支援・重度化防止の取組を推進していきます。また、そのなかでリ

ハビリテーション専門職との協力も図り、利用者の生活の質の向上を目指します。

○定期的な研修会を通して、自立支援・重度化防止の考え方や、支援における運動・栄養・

口腔・認知機能の視点の必要性等を周知し、取組に対する意識の共有を目指します。

具体的な取組項目・内容

【高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取組】

№ 項 目 内 容

１
自立支援型地域

ケア会議の実施

■要支援者・要介護者の の向上の実現のために、ケアプランや

介護予防ケアマネジメントに位置付けられた生活課題に対して、よ

り効果的な課題解決へと導くため、自立支援型地域ケア会議を定期

的に開催し、行政と関係機関が一体となり、被保険者の自立支援を

促進していきます。また、評価会議等を実施することで、会議の効

果等の評価・分析を行っていきます。

２

リハビリテーシ

ョン専門職派遣

事業の充実

■プラン作成者が利用者のアセスメントを行う際に、専門職が同行

し、生活課題の解決に必要なサービスの助言を行う等の、プラン作

成者に対する支援を行います。

■支援方法などの指導を行うことによって、介護サービス事業所職

員のスキルアップにつながるよう支援を行います。 
■地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護サービス事業

所に対し、研修等において利用促進に向けた周知を行います。 

３

自立支援・重度

化防止に関する

研修会の開催

■地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス事業

所に対して、本市が取り組んでいる自立支援・重度化防止について

の研修会を定期的に開催します。

 
 

№ 項 目 内 容

４

自立支援・重度

化防止に資する

サービスの創出

■自立支援型地域ケア会議等を通して抽出された地域課題に対し、

自立支援・重度化防止に向けて必要なサービスの創出に努めます。 
■生活支援コーディネーターや地域包括支援センターと連携し、地

域住民が主体となる自助・互助でのサービス創出を図ります。 

指標 

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

リハビリテーション専門職

派遣事業の利用件数
件 件
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現状・課題

○ 歳以上の後期高齢者は、慢性疾患や複数の疾病にかかりやすい状態にあります。また

同時に介護を必要とする割合が高く、認知症の発症率も高いなどの特徴を有しており、

医療と介護の両方を必要とすることが多い状況にあります。

そのため、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が「住み慣れた地域で」「尊厳を

保持し」「自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける」ことができるように、在宅医療と

在宅介護を一体的に提供していくことが求められています。

○医療と介護を一体的に提供していくためには、医療職及び介護職等の関係者、地域包括

支援センター等からの在宅医療・在宅介護に関する相談の受付、必要に応じた入退院時

の医療職と介護職関係者の連携の調整、及び高齢者又は家族の要望を踏まえて、医療職

や介護職関係者相互の紹介などを行う体制づくりも重要となっています。

○本市では、入退院時の医療と介護の連携について「入退院調整ルール」（ガイドブック）

を整備し、医療職と介護職間の相互理解や情報共有を図ってきました。また、ルールの

運用状況調査を令和３年と令和５年に実施しており、令和５年の調査では、医療機関・

介護関係機関ともに、約６割が概ねガイドブックに沿って入退院の調整をしていること

が分かりました。

○また、平成 年４月より、在宅医療・在宅介護に関する相談窓口を健康長寿課に設置し、

なんでも総合相談センターとも連携しています。

「入退院調整ルール」ガイドブックの利用について

【医療機関】 【介護関係機関】

※令和５年延岡市円滑な入退院・医療介護連携のためのガイドブック（第２版）の運用に関する調査
※設問：入退院調整の方法について、貴院（所）の状況はどれに該当しますか。

第２節 在宅医療・在宅介護に関する連携体制の充実 

59%21%

10%
8%

2%
概ねガイドブックに沿って調整してい
る

ガイドブックを参考に従来の方法を一
部見直している

新型コロナウイルス感染症対策により
ガイドブックを参考に調整している

ルールによらず従来のやり方を続けて
いる

未記入

56%28%

6%
10%

0%
概ねガイドブックに沿って調整してい
る

ガイドブックを参考に従来の方法を一
部見直している

新型コロナウイルス感染症対策により
ガイドブックを参考に調整している

ルールによらず従来のやり方を続けて
いる

未記入

－70－



 

 

 
 
現状・課題

○ 歳以上の後期高齢者は、慢性疾患や複数の疾病にかかりやすい状態にあります。また

同時に介護を必要とする割合が高く、認知症の発症率も高いなどの特徴を有しており、

医療と介護の両方を必要とすることが多い状況にあります。

そのため、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が「住み慣れた地域で」「尊厳を

保持し」「自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける」ことができるように、在宅医療と

在宅介護を一体的に提供していくことが求められています。

○医療と介護を一体的に提供していくためには、医療職及び介護職等の関係者、地域包括

支援センター等からの在宅医療・在宅介護に関する相談の受付、必要に応じた入退院時

の医療職と介護職関係者の連携の調整、及び高齢者又は家族の要望を踏まえて、医療職

や介護職関係者相互の紹介などを行う体制づくりも重要となっています。

○本市では、入退院時の医療と介護の連携について「入退院調整ルール」（ガイドブック）

を整備し、医療職と介護職間の相互理解や情報共有を図ってきました。また、ルールの

運用状況調査を令和３年と令和５年に実施しており、令和５年の調査では、医療機関・

介護関係機関ともに、約６割が概ねガイドブックに沿って入退院の調整をしていること

が分かりました。

○また、平成 年４月より、在宅医療・在宅介護に関する相談窓口を健康長寿課に設置し、

なんでも総合相談センターとも連携しています。

「入退院調整ルール」ガイドブックの利用について

【医療機関】 【介護関係機関】

※令和５年延岡市円滑な入退院・医療介護連携のためのガイドブック（第２版）の運用に関する調査
※設問：入退院調整の方法について、貴院（所）の状況はどれに該当しますか。

第２節 在宅医療・在宅介護に関する連携体制の充実 

59%21%

10%
8%

2%
概ねガイドブックに沿って調整してい
る

ガイドブックを参考に従来の方法を一
部見直している

新型コロナウイルス感染症対策により
ガイドブックを参考に調整している

ルールによらず従来のやり方を続けて
いる

未記入

56%28%

6%
10%

0%
概ねガイドブックに沿って調整してい
る

ガイドブックを参考に従来の方法を一
部見直している

新型コロナウイルス感染症対策により
ガイドブックを参考に調整している

ルールによらず従来のやり方を続けて
いる

未記入

 
 

目指す姿・基本的方向

○在宅医療及び在宅介護に関する医療職・介護職関係者からの相談支援体制の充実を図りま

す。

○高齢者の総合相談窓口としての機能を担っている地域包括支援センターとの連携をはじ

め、延岡市医師会等の医療関係団体や介護・福祉関係団体との連携強化を図り、また、延

岡市在宅医療介護連携推進協議会の運営により、本市全体としての取組を推進します。

○医療職・介護職関係者並びに市民に対して、医療機関及び介護機関等の地域資源の情報発

信に努めるとともに、医療制度及び介護保険制度などに関する周知・普及に努めます。

具体的な取組項目・内容

【相談支援体制の充実】

№ 項 目 内 容

１
医療職・介護職関

係者への周知

■相談受付窓口の役割や機能に関して、医療職・介護職関係者等

への情報発信に努めます。

２

地域包括支援セ

ンターとの連携

強化

■相談対応、連携調整等については、高齢者の総合相談機能を担

っている地域包括支援センターとの連携強化に努めます。

【関係機関等との連携による市全体としての取組の推進】

№ 項 目 内 容

１
延岡市医師会等と

の連携強化

■医療ニーズの高い高齢者への対応など、医療機関との連携調整が

ますます重要となることから、延岡市医師会との連携強化を図りま

す。

■他の医療関係団体（延岡市歯科医師会、延岡市西臼杵郡薬剤師

会、宮崎県看護協会延岡支部等）との連携強化に努めます。

２

延岡市在宅医療介

護連携推進協議会

の運営

■延岡市医師会をはじめとする医療関係団体、及び介護・福祉関

係団体の代表者等で構成する延岡市在宅医療介護連携推進協議会

を開催し、医療と介護サービスの一体的な提供体制の充実を図り

ます。

【必要な情報の収集とリスト化による情報の見える化】

№ 項 目 内 容

１

医療機関及び介護

機関等の地域資源

の整備と情報発信

■医療と介護サービスの一体的な提供体制を確立するために不可

欠な情報として、機関名称、所在地、連絡先等を網羅した地域資

源情報サイトを運営し、関係者及び市民への情報発信に努めます。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

延岡市在宅医療介護連携推進
協議会の開催回数（部会含む）

１回 ２回
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令和４年 人口動態統計 都道府県・市区町村・死亡の場所別 

合計

検討していない 検討中 申請済み 無回答

 

現状・課題

○在宅介護実態調査によると、施設等を検討していない割合が最も多く ％となってお

り、自宅で過ごすことを望む方が多いと推測されます。しかし、厚生労働省による人口

動態統計（令和４年）では、約７割の人が病院・診療所で亡くなっています。また、「死

亡の場所別」によると、本市では、全国と比べて自宅での死亡率が低いという結果が出

ています。

 

※令和４年人口動態統計 保管統計表 都道府県編 死亡第 表 死亡数、都道府県・市区町村・死亡の場所別より

○本市の令和２年の死亡者数は 人となっています。また、本市の病床数は 床

（療養型及び一般）であり、現状のように約７割の人が病院で亡くなる状況が続けば、

病床数の不足も予測されます。そのためにも、市民一人ひとりに、必要なサービスを利

用することで人生の最期まで在宅で生活していくことが可能であることを周知し、今後

の人生のあり方について考えるきっかけづくりを行うことも必要となってきます。

○医療と介護を一体的に提供できる体制づくりを構築するに当たって、医療職と介護職間

で「お互いの役割を知り、理解する」「情報を共有する」「ネットワーク化を図る」いわ

ゆる「多職種間の連携」が重要です。近年、新型コロナ感染症の影響を受け、集う機会

が減少していましたが、今後は研修会等の多職種が集う場の確保が必要です。

第３節 高齢者本人や家族の意思を尊重できる在宅療養体制の充実 

出典：令和５年在宅介護実態調査 

総数 死亡数

＝E+F+H+J M＝J/A

総数 病院 診療所 介護老人保健施設 介護医療院 助産所 老人ホーム 総数 自宅 その他 在宅 自宅死亡 在宅死亡

全　国

宮崎県

延岡市

施設内 施設外 死亡率（％）

施設等の検討の状況
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令和４年 人口動態統計 都道府県・市区町村・死亡の場所別 

合計

検討していない 検討中 申請済み 無回答

 

現状・課題

○在宅介護実態調査によると、施設等を検討していない割合が最も多く ％となってお

り、自宅で過ごすことを望む方が多いと推測されます。しかし、厚生労働省による人口

動態統計（令和４年）では、約７割の人が病院・診療所で亡くなっています。また、「死

亡の場所別」によると、本市では、全国と比べて自宅での死亡率が低いという結果が出

ています。

 

※令和４年人口動態統計 保管統計表 都道府県編 死亡第 表 死亡数、都道府県・市区町村・死亡の場所別より

○本市の令和２年の死亡者数は 人となっています。また、本市の病床数は 床

（療養型及び一般）であり、現状のように約７割の人が病院で亡くなる状況が続けば、

病床数の不足も予測されます。そのためにも、市民一人ひとりに、必要なサービスを利

用することで人生の最期まで在宅で生活していくことが可能であることを周知し、今後

の人生のあり方について考えるきっかけづくりを行うことも必要となってきます。

○医療と介護を一体的に提供できる体制づくりを構築するに当たって、医療職と介護職間

で「お互いの役割を知り、理解する」「情報を共有する」「ネットワーク化を図る」いわ

ゆる「多職種間の連携」が重要です。近年、新型コロナ感染症の影響を受け、集う機会

が減少していましたが、今後は研修会等の多職種が集う場の確保が必要です。

第３節 高齢者本人や家族の意思を尊重できる在宅療養体制の充実 

出典：令和５年在宅介護実態調査 

総数 死亡数

＝E+F+H+J M＝J/A

総数 病院 診療所 介護老人保健施設 介護医療院 助産所 老人ホーム 総数 自宅 その他 在宅 自宅死亡 在宅死亡

全　国

宮崎県

延岡市

施設内 施設外 死亡率（％）

施設等の検討の状況

 
 
目指す姿・基本的方向

○人生の最期まで住み慣れた地域で暮らせるよう、医療職と介護職間が相互の役割を十分

に理解して本人や家族の支援ができるように、関係機関と協力し合同研修会等を活用し

た相互理解の場づくりを行い、「日常の療養支援」が円滑に行えるよう多職種で支える体

制を強化します。

○「入退院支援」として入院及び退院時に医療職と介護職との円滑な連携を支援するため

のツールである、入退院調整ルールについて、現場の意見を踏まえながら適宜見直しを

行います。

○医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者及びその家族の在宅療養への理解を深め、

在宅療養という選択肢を持てるように普及・啓発を行います。また、本人や家族の意思

が十分に尊重される体制を作るために、本人の意思を示すためのツールを活用し、在宅

での「看取り」を受け入れやすい環境づくりを推進します。

具体的な取組項目・内容

【多職種間の相互理解の促進】

№ 項 目 内 容

１
多職種合同研修

会等の開催

■多職種がお互いの役割を理解し、顔の見える関係づくりを継続し

ていくための勉強会や研修会等を、他機関と協力し開催します。

２
関係機関との共

通理解の醸成

■関係団体、医療機関、介護機関等と協議を行いながら、高齢者が

人生の最期まで住み慣れた地域で暮らせるよう、「看取り」まででき

る在宅療養支援体制の推進を図ります。

【退院後の円滑な支援のための入退院時の連携強化】

№ 項 目 内 容

１

医療・介護関係

者間の連携調整

の充実

■医療と介護サービスを切れ目なく提供できる体制構築のため、医

療従事者とケアマネジャー間のスムーズな連携を可能にするための

一つのツールとして策定された「延岡市円滑な入退院・医療介護連

携のためのガイドブック」の内容を定期的に見直し、スムーズな連

携の支援に努めます。

【在宅療養ができる体制づくりのための市民向けの意識啓発】

№ 項 目 内 容

１
市民向けの普

及・啓発

■高齢者本人やその家族等に対して「アドバンス・ケア・プランニ

ング（人生会議）」や「在宅医療」に関する講演会や出前講座等の実

施、パンフレットの作成等により、在宅療養に関する理解を深めま

す。

■今後の生活について考えるきっかけづくりのために、出前講座等

において、「エンディングノート」等のツールを活用した普及・啓発

を行います。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

在宅医療・介護連携研修会の開催 ０回 １回
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現状・課題

○少子高齢化や核家族化・晩婚化が進み、育児と介護が同時に直面する「ダブルケア」や

高齢の親と障がいのある子が同居する「 問題」など、地域住民が抱える課題も複雑

化・複合化しています。このため、従来の担当セクションごとのいわゆる「タテ割り」

の支援だけでは対応が困難となり、総合的・重層的な相談窓口の設置等の包括的な支援

体制の構築が必要となっています。このため、本市では、令和元年 月に「なんでも総

合相談センター」を設置し、専門的な資格を持ったスタッフが相談に応じることで、医

療・介護・福祉と子育て・教育の２つの分野を中心に、各種相談にワンストップで対応

し、相談者に寄り添った切れ目のない支援を行っています。

○「なんでも総合相談センター」を活用し、介護が必要な方や介護を提供する事業者から

の悩みを把握し、地域において安心して暮らせるよう、相談窓口と必要に応じた施策の

実施の連携した体制づくりが必要です。

目指す姿・基本的方向

○地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び介護サービス提供事業者等と「なんで

も総合相談センター」が連携することで、市民が地域で安心した生活を送ることができ

るよう、連携体制づくりに努めます。

具体的な取組項目・内容

【なんでも総合相談センターの周知と関係機関等との連携体制の構築】

№ 項 目 内 容

１

なんでも総合相

談センターに関

する周知

■市民及び関係機関等に対して、パンフレット等を活用し「なんで

も総合相談センター」の周知を行い、相談窓口の普及啓発を図ると

ともに、市民等がより安心して相談を行える体制の構築を図ります。

２ 相談体制の充実
■介護や子育て、障がいの分野などの活動を行っている民間団体に

場所を提供し、官民連携による重層的な市民ケア体制を構築します。

３
関係機関との連

携

■市民からの様々な相談に対応するため、関係各課室と連携を図る

ことはもとより、児童相談所や警察、市内弁護士会などの関係機関

とも顔の見える関係づくりを行い、連携体制の強化を図ります。複

合的でより複雑で専門的知見を要する問題については、医師や弁護

士など、様々な専門家が在籍する相談支援機関である （

：東京都台東区）と連携し、早期解決に努めます。

４

重 層 的 支 援

体制整備事業へ

の取組

■令和３年の改正社会福祉法の施行により創設された、「重層的支援

体制整備事業」に令和６年度より本格的に取組み、あらゆる関係機

関との連携のうえ、包括的な支援体制を構築し、これまで以上に地

域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応します。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

なんでも総合相談センター相談件数 件 件

第４節 なんでも総合相談センターとの連携体制の構築 
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現状・課題

○少子高齢化や核家族化・晩婚化が進み、育児と介護が同時に直面する「ダブルケア」や

高齢の親と障がいのある子が同居する「 問題」など、地域住民が抱える課題も複雑

化・複合化しています。このため、従来の担当セクションごとのいわゆる「タテ割り」

の支援だけでは対応が困難となり、総合的・重層的な相談窓口の設置等の包括的な支援

体制の構築が必要となっています。このため、本市では、令和元年 月に「なんでも総

合相談センター」を設置し、専門的な資格を持ったスタッフが相談に応じることで、医

療・介護・福祉と子育て・教育の２つの分野を中心に、各種相談にワンストップで対応

し、相談者に寄り添った切れ目のない支援を行っています。

○「なんでも総合相談センター」を活用し、介護が必要な方や介護を提供する事業者から

の悩みを把握し、地域において安心して暮らせるよう、相談窓口と必要に応じた施策の

実施の連携した体制づくりが必要です。

目指す姿・基本的方向

○地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び介護サービス提供事業者等と「なんで

も総合相談センター」が連携することで、市民が地域で安心した生活を送ることができ

るよう、連携体制づくりに努めます。

具体的な取組項目・内容

【なんでも総合相談センターの周知と関係機関等との連携体制の構築】

№ 項 目 内 容

１

なんでも総合相

談センターに関

する周知

■市民及び関係機関等に対して、パンフレット等を活用し「なんで

も総合相談センター」の周知を行い、相談窓口の普及啓発を図ると

ともに、市民等がより安心して相談を行える体制の構築を図ります。

２ 相談体制の充実
■介護や子育て、障がいの分野などの活動を行っている民間団体に

場所を提供し、官民連携による重層的な市民ケア体制を構築します。

３
関係機関との連

携

■市民からの様々な相談に対応するため、関係各課室と連携を図る

ことはもとより、児童相談所や警察、市内弁護士会などの関係機関

とも顔の見える関係づくりを行い、連携体制の強化を図ります。複

合的でより複雑で専門的知見を要する問題については、医師や弁護

士など、様々な専門家が在籍する相談支援機関である （

：東京都台東区）と連携し、早期解決に努めます。

４

重 層 的 支 援

体制整備事業へ

の取組

■令和３年の改正社会福祉法の施行により創設された、「重層的支援

体制整備事業」に令和６年度より本格的に取組み、あらゆる関係機

関との連携のうえ、包括的な支援体制を構築し、これまで以上に地

域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応します。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和８年度

なんでも総合相談センター相談件数 件 件

第４節 なんでも総合相談センターとの連携体制の構築 

 
 

基本目標６ 介護保険制度が円滑に運営できる体制づくり 

 

 
現状・課題

〇介護保険制度の開始以降、介護給付費は、高齢者の増加やサービスの多様化に伴う利用

拡大により、急激に増加しています。本市においても、近年の介護給付費は約 億円

にのぼっており、今後も介護の必要性が高まっていくことから、さらに増加していく見

込みとなっています。

〇介護保険制度は、利用者の選択が基本であり、利用者の選択を通じて介護サービスの質

の向上が期待されているため、介護サービス情報の公表は、介護保険制度が健全に機能

するための基盤となるものです。その一方で、介護保険制度は多様化・複雑化しており、

利用者やその家族等が正しく情報を理解し、介護サービスを活用できるよう、わかりや

すい情報発信の手法を検討していく必要があります。 
○介護サービス事業者が適正な介護サービスの提供に努めるとともに、さらなる質の向上

を図るためには、指定権者である市と県が連携しながら、指定基準等について、効果的

に指導していく必要があります。 
〇介護保険制度への信頼を高め、持続可能な制度とするために、介護を必要とする方を適

正に認定し、過不足のない真に必要な介護サービスを事業者が適切に提供するよう、介

護給付の適正化を図っていく必要があります。 
 
 

目指す姿・基本的方向

〇利用者やその家族等が安心して介護サービスを選択できるようにするため、事業者の提

供するサービス内容など、利用者が必要とする情報の周知活動を引き続き行い、介護保

険制度についての理解を高め、適切なサービス利用につなげます。 
〇利用者が介護サービスを安心して利用できるよう、介護サービス事業者への支援・助言

や適切な指導を実施するとともに、介護サービスの質の向上に向けた取組を推進し、介

護保険制度を適正に運営します。 
〇国の「第６期介護給付適正化計画」に関する指針に基づき、要介護認定の適正化、ケア

プランの点検など、主要３事業に取り組み、介護給付適正化を図ります。 
 

第１節 介護サービスの質の向上と適切な提供 
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具体的な取組項目・内容

【介護サービス情報の発信】

№ 項 目 内 容

１

パンフレット・ホ

ームページ等を

活用した情報の

発信

■介護保険に関するパンフレット類の配布、広報紙及び市ホーム

ページへの掲載や出前講座の開催などにより、介護保険制度につ

いての周知を図ります。

２

介護サービス情

報公表システム

の活用

■厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システムがよ

り活用されるよう、市のホームページや事業所一覧表に当該シス

テムの を掲載するとともに、市からの発送文書等にも を

記載することで周知の機会を増やしていきます。

■介護サービス事業所に対しても、当該システムの情報内容につ

いて運営推進会議等で登録・更新を促すとともに、利用者の介護

サービス事業所の選択に資する情報の公表を支援していきます。

 
 
【事業者の指導・支援】

№ 項 目 内 容

１

地域密着型サー

ビス事業者・居宅

介 護 支 援 事 業

者・介護予防支援

事業者に対する

指導

■介護サービス事業者等に対し、人員・設備、運営基準や介護報

酬の請求等に関する事項について、周知徹底することを目的に指

導を行います。事業所において実地で行う指導のほか、必要な指

導の内容に応じて、講習等の方法により行う集団指導を実施し、

事業所の適正な運営とサービスの質の確保に向け、効果的な指導

に取り組みます。

２
運営推進会議の

適切な運営

■運営推進会議は、提供している介護サービスの内容等を明らか

にし、透明性の高い運営とすることにより、サービスの質の確保

と地域との連携を図ることを目的に、地域密着型サービス事業者

が設置するものです。当該会議に市職員も参加し、適宜、指導・

助言を行い、運営推進会議の適切な運営を確保していきます。
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具体的な取組項目・内容

【介護サービス情報の発信】

№ 項 目 内 容

１

パンフレット・ホ

ームページ等を

活用した情報の

発信

■介護保険に関するパンフレット類の配布、広報紙及び市ホーム

ページへの掲載や出前講座の開催などにより、介護保険制度につ

いての周知を図ります。

２

介護サービス情

報公表システム

の活用

■厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システムがよ

り活用されるよう、市のホームページや事業所一覧表に当該シス

テムの を掲載するとともに、市からの発送文書等にも を

記載することで周知の機会を増やしていきます。

■介護サービス事業所に対しても、当該システムの情報内容につ

いて運営推進会議等で登録・更新を促すとともに、利用者の介護

サービス事業所の選択に資する情報の公表を支援していきます。

 
 
【事業者の指導・支援】

№ 項 目 内 容

１

地域密着型サー

ビス事業者・居宅

介 護 支 援 事 業

者・介護予防支援

事業者に対する

指導

■介護サービス事業者等に対し、人員・設備、運営基準や介護報

酬の請求等に関する事項について、周知徹底することを目的に指

導を行います。事業所において実地で行う指導のほか、必要な指

導の内容に応じて、講習等の方法により行う集団指導を実施し、

事業所の適正な運営とサービスの質の確保に向け、効果的な指導

に取り組みます。

２
運営推進会議の

適切な運営

■運営推進会議は、提供している介護サービスの内容等を明らか

にし、透明性の高い運営とすることにより、サービスの質の確保

と地域との連携を図ることを目的に、地域密着型サービス事業者

が設置するものです。当該会議に市職員も参加し、適宜、指導・

助言を行い、運営推進会議の適切な運営を確保していきます。

 
 

 
 
【介護給付の適正化】

№ 項 目 内 容

１
要介護認定の
適正化

■要介護認定における認定調査の精度や認定調査員のスキル向上を図
るため、調査員研修を年２回実施し、適切な調査の実施に努めます。
■介護認定審査会での適正な判定に資するために、審査会委員へ要介
護認定の現状や疑義が生じた事例等の伝達を行い、審査の平準化に取
り組みます。
■認定調査員の調査結果の整合性について、事前の確認を徹底し、よ
り円滑に介護認定審査会を運営します。

２
ケアプラン等
の点検

⑴ケアプランの点検

■介護支援専門員からケアプラン等の資料を事前に提出してもらい、

「宮崎県版ケアプラン適正化支援マニュアル」に基づき点検を行いま

す。その後、介護支援専門員と面接等を行い、これらの過程を通じて、

自立支援に向けたケアプラン作成への支援を行います。

■要支援者・要介護者の の向上の実現のために、ケアプランや介

護予防ケアマネジメントに位置付けられた生活課題に対して、より効

果的な課題解決へと導くため、自立支援型地域ケア会議を定期的に開

催します。

⑵住宅改修の点検等

■住宅改修の事前申請においては、利用者の身体状況に即した改修工

事であるか、その必要性を十分に検討し、請求時には申請どおりの工

事になっているか確認を徹底します。
■福祉用具購入について、購入の必要性をケアプラン等で確認し適正
化に努めます。また、福祉用具貸与について、例外給付（軽度者への
貸与）が適正に処理されているか、事業所への指導を行います。

３
縦覧点検・医
療情報との突
合

■介護サービス給付費の適正な請求について、医療給付情報と介護給
付情報との突合や、縦覧点検帳票の確認による点検を宮崎県国保連合
会への委託により実施し、必要に応じ事業者への指導を行います。
■縦覧点検・医療情報との突合は費用対効果が期待できることから、
今後も継続して取り組みます。

 

指標

【介護給付適正化の取組】

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護認定調査員及び介護認定
審査会委員研修の開催数

２回 ３回 ３回 ３回

自立支援型地域ケア会議による
ケアプランの点検件数

件 件 件 件

居宅介護（介護予防）住宅改修
事前確認の割合

％ ％ ％ ％

縦覧点検および医療情報との
突合による過誤処理件数

件 件 件 件
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現状・課題

○介護人材の確保については、令和７（ ）年以降に、人口構造の推移が「高齢者の急

増」から「現役世代の急減」に転じることから、新たな局面を迎えることとなります。

また、厚生労働省の推計によれば、令和７（ ）年には、現在より全国で約 万人の

介護人材が必要とされており、宮崎県内でも約 人の人材不足が発生するものと見

込まれています。

○西臼杵を含む延岡公共職業安定所が所管する地域では、介護職の有効求人倍率が年々上

昇しており、令和５年 月時点では に達するなど、介護人材不足の深刻化が顕著

になっています。職種別にみても、他職種に比べて高い倍率となっており、事業所実態

調査においても、人材確保に苦慮しているという意見が多く聞かれました。

○市内数か所の介護サービス事業所では、外国人介護人材の受入れにより、人材不足を補

うことができています。しかし、外国人介護人材の受入れには一定の経費とともに、雇

用制度の理解や手続きの知識が必要であり、まだ大きな広がりは見られていません。

○市内事業所における介護支援専門員の年代別の構成は、 歳代以上が占める割合が年々

増加しており、介護職全体においても若い担い手の不足が懸念されています。若い担い

手がますます貴重な存在となることから、若者が介護職への興味を持つきっかけづくり

や、介護職の魅力発信などにより、若手職員の定着を図っていく必要があります。

○本市では、令和４年度より「介護人材確保支援強化事業」として、延岡市内の介護サー

ビス事業所で勤務されている方に対して、介護職員初任者研修の受講費用への支援や、

宮崎県社会福祉協議会の貸付制度を活用して資格を取得された方への生活支援を行って

います。しかし、まだその効果は十分とは言えず、現場の声を聞きながら新たな取組を

検討していく必要があります。

有効求人倍率の推移 介護支援専門員の年代別割合

第２節 介護人材の確保と介護現場の生産性の向上 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護職 全体

※各年度 月時点
出典 延岡公共職業安定所 「月報しろやま」ほか

代 代

代

代

代
以上

出典：事業所実態調査
（令和５年７月実施）

－78－



 

 

 

 
現状・課題
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目指す姿・基本的方向

○人材担当部署及び県・関係団体と連携を図りながら、介護職の育成・定着に取り組みま

す。

○若い担い手や外国人など、多様な人材の確保のため、県の事業等を活用しながらきっか

けづくりを行います。また、市としても、介護職員個人から介護サービス事業所までを

対象に、資格取得や求人活動などに対して、幅広い支援を実施していきます。

○指定権者・保険者、及び事業者間でやりとりする様々な文書や手続きの電子化・簡素化

を図り、現場の事務作業の負担軽減を進めていきます。

具体的な取組項目・内容

【介護従事者の人材確保と介護現場の生産性の向上】

№ 項 目 内 容

１

人材担当部署

及び県・関係団

体と連携した

人材確保

■人材担当部署や市と連携協定を結んでいる採用活動支援企業など

と連携して、人材確保の場の提供だけでなく、介護サービス事業所に

対して、「効果的に人材を採用するための知識・技術」を取得するた

めの支援も行っていきます。 
■県・関係団体と連携して、人材確保への取組の情報収集・周知を行

うとともに、処遇改善や幅広い人材の新規参入の促進等を図っていき

ます。

２
若い世代の

就労促進

■県が実施する「介護に関する入門的研修」の周知や、市が実施する

出前講座・認知症サポーター養成講座等を通して若い世代が介護職に

興味を持つきっかけづくりを行います。

■介護資格の養成校を卒業した方への生活支援を行い、若い有資格者

の市内での就労を推進していきます。 

３

多様な人材確

保へのきっか

け作り

■若い担い手や外国人、元気高齢者などの多様な人材が介護職に就労

できるように、県の事業等の情報を介護サービス事業所に周知すると

ともに、好事例や実状、支援方法について、調査研究を進めていきま

す。

４
介護現場の生

産性の向上

■介護現場の生産性の向上については、都道府県が主体となって進め

ていくことから、宮崎県と連携して、事業者への情報提供等を行って

いきます。また、市としても、国の推進する標準様式及び「電子申請・

届出システム」の準備・活用を進め、事業者の業務の効率化・事務負

担の軽減を図っていきます。 

５

市独自の介護

人材確保支援

の充実

■本市の「介護人材確保支援強化事業」による資格の取得支援等につ

いて、現在実施している初任者研修の受講費助成と有資格者への生活

支援に加えて、将来、不足が懸念される介護支援専門員の確保に向け

た取組も行い、事業の拡充を図っていきます。また、介護サービス事

業所での外国人を含めた介護人材の求人活動についても、新たな支援

を行い、介護人材の安定的な確保を図るとともに、介護サービスの質

の向上に繋げていきます。

指標

指標名
現状 目標

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護人材確保支援強化事業の
利用件数

件 件 件 件
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日常生活圏域の設定と現状
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日常生活圏域の設定と現状 

 

１ 日常生活圏域の設定

市町村は、住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、その他の社会

的条件を総合的に勘案して「日常生活圏域」を定めることとされています。

本市では現在、市内を の日常生活圏域に分けて設定し、各圏域に地域包括支援センタ

ーを設置しています。

日常生活圏域図

２ 日常生活圏域の現状

地域包括ケアシステムの深化・推進を図るためには、各圏域での高齢者を取り巻く状況

を把握することが重要です。

日常生活圏域の現状では、地域主体・住民主体で地域づくりに取り組むことができるよ

うに、各圏域の地域資源や介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から見えてきた圏域ご

との特徴と課題をまとめています。

本市としては、行政と住民・事業所等が圏域ごとの特徴と課題に関する情報を共有する

ことで、住民ニーズに応える施策の提案・実施につなげられるよう、各圏域の取組につい

て支援します。

第１節 日常生活圏域の設定 

北川 

北浦 

北方 

南方 

東海 

岡富 

恒富西 

土々呂 恒富南 

恒富東 

中央 
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日常生活圏域の設定と現状 
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地域包括ケアシステムの深化・推進を図るためには、各圏域での高齢者を取り巻く状況

を把握することが重要です。
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日常生活圏域別 人口・高齢化率（推計値） （単位：人）

区 分 中 央 東 海 土々呂 南 方 恒富南 岡 富 恒富東 恒富西 北 方 北 浦 北 川 合 計

総人口

構成率 ―

高齢者人口

前期

後期

高齢化率

※資料「令和５年 月１日現在 住民基本台帳人口」より

日常生活圏域別 介護保険施設等 施設数・事業所数
区 分 中 央 東 海 土々呂 南 方 恒富南 岡 富 恒富東 恒富西 北 方 北 浦 北 川 合 計

介
護
保
険
施
設

介護老人
福祉施設

地域密着型介護

老人福祉施設

介護老人
保健施設

介護医療院

有
料
老
人

ホ
ー
ム

介護付有料

老人ホーム

住宅型有料

老人ホーム

認知症高齢者

グループホーム

小規模多機能型

居宅介護

看護小規模多機能

型居宅介護

※令和５年度末見込み。上段は施設（事業所）数、下段は定員（小多機、看多機は登録定員）数。 
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１ 中央圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

※地図上の星印は、地域包括支援センターの場所を示している。以下圏域についても同様。

【担当包括】

※令和５年４月１日現在。以下圏域についても同様。

中央地域包括支援センター

（延岡市桜小路 番地 ）

体制※

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

市中央部に位置する当圏域は、官公庁が多く、多くの飲食店を抱える繁華街のある

川中地区と、２本の国道の周辺に広がる住宅地を中心とした岡富地区の南部から構成

されています。岡富・古川地区では、子育て世代の流入や、商業施設や医療機関の開

業が増加している一方、住み慣れた自宅から住み替えた高齢者もいるなど、住民の入

れ替わりが進んでいます。

マンションや公営住宅などが多い地域では、住民同士のつながりが薄く、民生委員

をはじめとした担い手の確保が課題となっています。

第２節 日常生活圏域の現状 
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１ 中央圏域
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業が増加している一方、住み慣れた自宅から住み替えた高齢者もいるなど、住民の入

れ替わりが進んでいます。

マンションや公営住宅などが多い地域では、住民同士のつながりが薄く、民生委員

をはじめとした担い手の確保が課題となっています。

第２節 日常生活圏域の現状 

 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

※上記の数値は市が所有するデータを基に独自に作成（以下圏域についても同様）。

※地域の支え合い活動団体とは、買い物や病院受診、庭の剪定などの日常生活における困りごとを支

援している団体のことを言う。
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄 養 改 善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

中央圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

中央圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

中央圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

中央圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク
・うつリスクを抱える高齢者の割合が市内で最も高い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」「参加

してもよい」と回答した高齢者の割合は市平均よりも高く、特にお世話役

として「是非参加したい」「参加してもよい」と回答した高齢者の割合は

市内で最も高い。

－86－



 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄 養 改 善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

中央圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

中央圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

中央圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

中央圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク
・うつリスクを抱える高齢者の割合が市内で最も高い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」「参加

してもよい」と回答した高齢者の割合は市平均よりも高く、特にお世話役

として「是非参加したい」「参加してもよい」と回答した高齢者の割合は

市内で最も高い。

 
 

２ 東海圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

東海地域包括支援センター

（延岡市無鹿町１丁目 番地５）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

市北部に位置する当圏域は、鉄工団地を中心に多くの製造業者があり、国道 号線

の東西に商業施設や住宅地が広がる東海地区の西部と、リアス式海岸の中に点在する

集落により構成された南浦地区から構成されています。特に、南浦地区は高齢化率が

市の平均に比べて高く、社会資源も少ないことから、地域の支え合いによる支援が特

に重要となる地域です。

神社の祭りを大切にし、古くから地域のつながりが強い地域性を持つ反面、アパー

ト等の賃貸住宅や新興住宅地の住民との交流が少ないことが課題です。
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

－88－



 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

東海圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

東海圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

東海圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

東海圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・運動器機能リスク、栄養改善リスク、認知症リスクを抱える高齢者の割

合が市平均よりも低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者として「是非参加したい」「参加してもよい」と回

答した高齢者の割合と「すでに参加している」と回答した高齢者の割合が

市平均より高い。
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３ 土々呂圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

 

【担当包括】

※令和６年４月１日より、延岡市松原町４丁目 番地６に変わります。

土々呂地域包括支援センター

（延岡市鯛名町 番地１）※

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

市南部に位置する当圏域は、田園風景が広がり農業を営む世帯の多い伊形地区、戸

建て団地や集合住宅が集中する住宅地である一ヶ岡地区、漁業や水産業で栄えた土々

呂地区と、特色の異なる３つの地域から構成されています。地域の神社のお祭りを通

じた文化の伝承や、津波等に備えるための防災訓練を通じた防災力の向上など、地域

全体のつながりが強い地域です。

戸建て団地や集合住宅では、高齢者世帯や単身世帯が増加しており、日常の見守り

や相談支援を担う民生委員の不在地区もあるなど、地域住民同士の支え合いを強める

ことが課題となっています。

－90－



 
 

３ 土々呂圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

 

【担当包括】

※令和６年４月１日より、延岡市松原町４丁目 番地６に変わります。

土々呂地域包括支援センター

（延岡市鯛名町 番地１）※

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

市南部に位置する当圏域は、田園風景が広がり農業を営む世帯の多い伊形地区、戸

建て団地や集合住宅が集中する住宅地である一ヶ岡地区、漁業や水産業で栄えた土々

呂地区と、特色の異なる３つの地域から構成されています。地域の神社のお祭りを通

じた文化の伝承や、津波等に備えるための防災訓練を通じた防災力の向上など、地域

全体のつながりが強い地域です。

戸建て団地や集合住宅では、高齢者世帯や単身世帯が増加しており、日常の見守り

や相談支援を担う民生委員の不在地区もあるなど、地域住民同士の支え合いを強める

ことが課題となっています。

 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

土々呂圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

土々呂圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

土々呂圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

土々呂圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・咀嚼機能リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

・認知症リスクを抱える高齢者の割合が市平均よりも低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」と回答

した高齢者の割合は市内で最も低いが、「既に参加している」と回答した

高齢者の割合は市平均よりも高く、特にお世話役として「既に参加してい

る」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。

－92－



 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

土々呂圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

土々呂圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

土々呂圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

土々呂圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・咀嚼機能リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

・認知症リスクを抱える高齢者の割合が市平均よりも低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」と回答

した高齢者の割合は市内で最も低いが、「既に参加している」と回答した

高齢者の割合は市平均よりも高く、特にお世話役として「既に参加してい

る」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。

 
 

４ 南方圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

南方地域包括支援センター

（延岡市岡元町 番地１）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 人 ４人

圏域の

概況

旧延岡市の西端に位置する当圏域は、面積が広く行縢山の麓に広がる自然豊かな西

地区と、戸建て団地や学生向けのアパートから構成された住宅地が狭い地域に集中し

ている東地区の、特色の異なる２つの地域から構成されています。どちらの地区にお

いても、地区社会福祉協議会を中心とした、住民交流や世代間交流のための活動が活

発に開催されるなど、地区内のまとまりが強いという特色があります。

西地区では子育て世代の地域外への流出、東地区では子育て世代や学生の地域外か

らの流入により、世代間のつながりが薄れ、地域間の交流が希薄となっていることが

課題となっています。
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

南方圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

南方圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

南方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

南方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・栄養改善リスクを抱える高齢者の割合が市内で最もが高い。

・運動器機能リスクを抱える高齢者の割合が市平均よりも高い。

・咀嚼機能リスクを抱える高齢者の割合が市平均よりも低い。

社会参加の状況

・社会参加の活動に「月１～３回又は年に数回参加」と回答した高齢者の

割合が市平均よりも高いが、「参加していない」と回答した高齢者の割合

も市平均よりも高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」「参加

しても良い」と回答した高齢者の割合が市平均よりも低い。

・参加者として「既に参加している」と回答した高齢者の割合が市内で最

も低い。
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５ 恒富南圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

恒富南地域包括支援センター

（延岡市沖田町 番地１）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

旧延岡市の中南部に位置する当圏域は、旧 号線沿いや南延岡駅周辺に広がる古く

からの住宅地と、鶴ケ丘や沖田などの高度成長期に開発された戸建ての団地など、狭

い圏域内に住宅が密集している地域です。子育て世代の人口も多く、駅周辺には、大

型スーパーや飲食店などの商業施設や、病院・クリニック等の医療機関が多数存在し

ており、地域内に様々な資源があることが特長です。

一方で、高台に造成された住宅地などでは、バスの本数も少なく、団地内の勾配も

きついことから、車が無い場合の移動が困難な高齢者が多い地区があるなど、独自の

課題を抱える地域もあります。

－96－



 
 

５ 恒富南圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

恒富南地域包括支援センター

（延岡市沖田町 番地１）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

旧延岡市の中南部に位置する当圏域は、旧 号線沿いや南延岡駅周辺に広がる古く

からの住宅地と、鶴ケ丘や沖田などの高度成長期に開発された戸建ての団地など、狭

い圏域内に住宅が密集している地域です。子育て世代の人口も多く、駅周辺には、大

型スーパーや飲食店などの商業施設や、病院・クリニック等の医療機関が多数存在し

ており、地域内に様々な資源があることが特長です。

一方で、高台に造成された住宅地などでは、バスの本数も少なく、団地内の勾配も

きついことから、車が無い場合の移動が困難な高齢者が多い地区があるなど、独自の

課題を抱える地域もあります。

 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

恒富南圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

恒富南圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富南圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富南圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク
・咀嚼機能リスク、うつリスクを抱える高齢者の割合が市平均より低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「参加していない」と回答した高齢者の割合が市内で

最も低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合が高く、特に参加者として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合は市内で最も高い。
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

恒富南圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

恒富南圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富南圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富南圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク
・咀嚼機能リスク、うつリスクを抱える高齢者の割合が市平均より低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「参加していない」と回答した高齢者の割合が市内で

最も低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合が高く、特に参加者として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合は市内で最も高い。

 
 

６ 岡富圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

岡富地域包括支援センター

（延岡市中川原町２丁目 番地２）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 １人 ４人

圏域の

概況

旧延岡市の北西部に位置する当圏域は、延岡駅の周辺に広がる商業地域と、祝子川

中上流域に広がる中山間地域、富美山や桜ヶ丘などの住宅地区と、特色の異なる３つ

の地域から構成されています。駅前の商店街では、空き店舗が増えているなか、定期

的な門前市等の開催やＮＰＯ団体等による集いの場の開催など、新たな住民活動の拠

点となる地域として期待がもたれています。

市中心部から離れた地域では、通院や買い物が困難という課題があるなか、移動販

売サービスなどの支援が始まっていますが、これらのサービスの継続のための仕組み

づくりも課題となっています。
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

－100－



 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

岡富圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

岡富圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

岡富圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

岡富圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・栄養改善リスクを抱える高齢者の割合が高い。

・うつリスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」と回答した高齢者の割合が市内で

最も高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合は市平均よりも低いが、「是非参加したい」「参加し

てもよい」と回答した高齢者の割合は市平均よりも高い。
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７ 恒富東圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

恒富東地域包括支援センター

（延岡市長浜町１丁目 番地１）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ２人 ５人

圏域の

概況

市東部に南北に広がる当圏域は、圏域を南北に縦断する国道 号線沿いに集中する

郊外型の商業地域と、その周辺に広がる住宅地から構成されています。圏域内には学

校も多く、医療・介護関係の事業所が多数存在するなど、子育て世代の流入が多く、

市内でも高齢化率が低いことが特長です。

日向灘に面した地域という特性から地域での防災意識が高いものの、地域での活動

や行事などを支援する側の担い手が不足してきているなど、若い世代や民間企業等と

の連携について、推進していくことが課題となっています。
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

恒富東圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

恒富東圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富東圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富東圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・うつリスクを抱える高齢者の割合が市内で最も高い。

・閉じこもりリスク、認知症リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低

い。

社会参加の状況
・地域でのすべての社会参加の活動に「参加していない」と回答した高齢

者の割合が市内で最も高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者として「参加したくない」と回答した高齢者の割合

が市内で最も高い。

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合も市平均より低い。
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

恒富東圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

恒富東圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富東圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富東圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・うつリスクを抱える高齢者の割合が市内で最も高い。

・閉じこもりリスク、認知症リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低

い。

社会参加の状況
・地域でのすべての社会参加の活動に「参加していない」と回答した高齢

者の割合が市内で最も高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者として「参加したくない」と回答した高齢者の割合

が市内で最も高い。

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合も市平均より低い。

 
 

８ 恒富西圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

恒富西地域包括支援センター

（延岡市三ツ瀬町１丁目 番地４）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 １人 ４人 ７人

圏域の

概況

市中心部から西部にかけて東西に広がる当圏域は、城下町時代の名残を残す恒富・

古城地区を中心とした古くからの住宅地域と、郊外に広がる農業を中心とした田園地

域の、特色の異なる２つの地域から構成されています。圏域内には、県北医療の拠点

である県立延岡病院をはじめとした多くの医療・介護関係の事業所や、市内最大の大

型商業施設が存在するなど、社会資源が集中しています。

一方で、社会資源の少ない郊外地域との格差や、子育て世代が少ないことによる高

い高齢化率などの課題を抱えており、住民同士のつながりを活かした互助活動の支援

が課題となっています。
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

恒富西圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

恒富西圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富西圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

恒富西圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク
・閉じこもりリスク、うつリスクを抱える高齢者の割合が市平均より低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」と回答した高齢者の割合が市平均

よりも高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「是非参加したい」「参加

してもよい」と回答した高齢者の割合は市平均よりも低く、「参加したく

ない」と回答した高齢者の割合も市平均より高いが、「既に参加している」

と回答した高齢者の割合は市平均よりも高い。
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９ 北方圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

北方地域包括支援センター

（延岡市北方町川水流卯 番地）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

０人 １人 １人 ２人 ４人

圏域の

概況

市西部に広がる旧北方町全域をエリアとする当圏域は、それぞれ特色の異なる２６

の地区から構成され、スーパーや金融機関などは、市の中心部と高速道路でつながる

中心部に集中しています。農業が盛んな地域が多く、高齢になっても農作業を続けて

いる元気な高齢者が多くみられ、農作業や中心部までの買い物、通院など、自動車の

利用が生活を支えているのが現状です。

圏域が広いことから、介護サービス等の利用が限られており、コミュニティバスな

どを含めた地域の資源を効率的に活用できる仕組みを、地域と共に築いていくことが

課題となっています。

道の駅北方 
● 

北方総合支所 
  ● 
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９ 北方圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

北方地域包括支援センター

（延岡市北方町川水流卯 番地）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

０人 １人 １人 ２人 ４人

圏域の

概況

市西部に広がる旧北方町全域をエリアとする当圏域は、それぞれ特色の異なる２６

の地区から構成され、スーパーや金融機関などは、市の中心部と高速道路でつながる

中心部に集中しています。農業が盛んな地域が多く、高齢になっても農作業を続けて

いる元気な高齢者が多くみられ、農作業や中心部までの買い物、通院など、自動車の

利用が生活を支えているのが現状です。

圏域が広いことから、介護サービス等の利用が限られており、コミュニティバスな

どを含めた地域の資源を効率的に活用できる仕組みを、地域と共に築いていくことが

課題となっています。

道の駅北方 
● 

北方総合支所 
  ● 

 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

北方圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

北方圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・閉じこもりリスクを抱える高齢者の割合が高い。

・運動器機能リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

社会参加の状況

・社会参加の活動に「週１回以上参加」と回答した高齢者の割合が市平均

より低い。

・「参加していない」と回答した高齢者の割合が市平均よりも低く、「月１

～３回又は年に数回参加」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「参加してもよい」と回答

した高齢者の割合が市平均よりも高く、特に参加者として「参加してもよ

い」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

北方圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

北方圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北方圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・閉じこもりリスクを抱える高齢者の割合が高い。

・運動器機能リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

社会参加の状況

・社会参加の活動に「週１回以上参加」と回答した高齢者の割合が市平均

より低い。

・「参加していない」と回答した高齢者の割合が市平均よりも低く、「月１

～３回又は年に数回参加」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「参加してもよい」と回答

した高齢者の割合が市平均よりも高く、特に参加者として「参加してもよ

い」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。

 
 

１０ 北浦圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

【担当包括】

北浦地域包括支援センター

（延岡市北浦町古江 番地１）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 ０人 １人 ３人

圏域の

概況

市北東部に広がる旧北浦町全域をエリアとする当圏域は、漁業を中心とした産業で

栄えた人口が集中する海岸地区と、農業や林業を主な産業とする三川内地区の、大き

く２つの地区から構成され、スーパーや金融機関などは、市の中心部と高速道路でつ

ながる海岸地区に集中しています。

それぞれの地域では、若いころからの仕事上でのつながりや、近所・親戚づきあい

などを通じた住民間のつながりが強いことが特色です。そのほか、 年 月より北

浦町内においてオンデマンド型乗合タクシー「チョイソコのべおか」の運用を開始。

自由度が高く、自宅近くから目的地まで移動できる交通手段であるため、停留所まで

の移動が課題となる高齢者を中心に、買い物や通院等の利便性の向上や路線バスとの

結節による町外への移動促進、また、外出機会の創出を図るための一翼を担っていま

す。

● 道の駅北浦 

● 北浦総合支所 
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体

 
 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

北浦圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

北浦圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北浦圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北浦圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・咀嚼機能リスク、認知機能リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も高

い。

・栄養改善リスクを抱える高齢者の割合が市内で最も低い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」と回答した高齢者の割合が市内で

最も低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「参加したくない」と回答

した高齢者の割合が市平均よりも高く、特にお世話役として「参加したく

ない」と回答した高齢者の割合は市内で最も高い。
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１１ 北川圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

 

【担当包括】

北川地域包括支援センター

（延岡市北川町川内名 番地４）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 ０人 ２人 ４人

圏域の

概況

市北部に広がる旧北川町全域をエリアとする当圏域は、それぞれ特色の異なる１７

の地区から構成され、スーパーや金融機関などは、市の中心部と高速道路でつながる

中心部に集中しています。市の中心部から車で１時間弱かかる地区があり、集落が点

在しているものの、自治区の加入率がほぼ ％であり、各区長を中心とした地域づく

りの仕組みができていることが特長として挙げられます。

高齢化率が７割を超える地区が４地区あるなど急速に過疎化が進むなか、それぞれ

の地域の特性に合わせた支え合いの仕組みを築いていくことが課題となっています。

北川総合支所 
● 

道の駅北川 
● 
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１１ 北川圏域

【圏域地図】 ［出典］地域包括ケア「見える化」システム（令和 年 月 日取得）

 

【担当包括】

北川地域包括支援センター

（延岡市北川町川内名 番地４）

体制

主任介護支援

専門員
保健師など 社会福祉士

プランナー

など
合計

１人 １人 ０人 ２人 ４人

圏域の

概況

市北部に広がる旧北川町全域をエリアとする当圏域は、それぞれ特色の異なる１７

の地区から構成され、スーパーや金融機関などは、市の中心部と高速道路でつながる

中心部に集中しています。市の中心部から車で１時間弱かかる地区があり、集落が点

在しているものの、自治区の加入率がほぼ ％であり、各区長を中心とした地域づく

りの仕組みができていることが特長として挙げられます。

高齢化率が７割を超える地区が４地区あるなど急速に過疎化が進むなか、それぞれ

の地域の特性に合わせた支え合いの仕組みを築いていくことが課題となっています。

北川総合支所 
● 

道の駅北川 
● 

 
 
圏域の現状・課題

【圏域内の要介護認定者数】

（単位：人）

要介護認定者数 圏 域 市全域

要介護認定者数
高齢者に占める割合

要支援１・２

要介護１・２

要介護３・４・５

認知症高齢者数
認定者に占める割合

ねたきり高齢者数
認定者に占める割合

※令和５年 月１日現在

【圏域内の介護・医療関係事業所の状況】

（単位：施設、事業所、人）

介護関係事業所 施設数 定員数

施
設

介護保険施設

有料老人ホーム

グループホーム

在
宅

通所系事業所

訪問系事業所

ショートステイ（リハ）

小規模（看護）多機能型居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

医療関係事業所 施設数 定員数

病院

診療所

歯科医院

※令和５年度末見込数

【地域住民組織の活動状況】＜参考＞

地域住民の集いの場

高齢者クラブ数 クラブ ／ 自治区 結成率

ふれあいサロン数 サロン ／ 自治区 結成率

いきいき百歳体操会場数 箇所

地域のボランティア組織

地域福祉推進チーム数 チーム ／ 自治区 結成率

地域の支え合い活動団体数 団体
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

北川圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

北川圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北川圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北川圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・運動器機能リスク、閉じこもりリスクを抱える高齢者の割合が市内で最

も高い。

・咀嚼機能リスク、認知症リスクを抱える高齢者の割合が高い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合は市平均よりも低いが、「是非参加したい」と回答し

た高齢者の割合は市内で最も高い。
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果を基にした圏域の高齢者の状況】

○リスク状況 
運動器機能

リスク

閉じこもり

リスク

栄養改善

リスク

咀嚼機能

リスク

認知症

リスク
うつリスク

北川圏域 ％ ％ ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％ ％ ％

○社会参加状況 

週１回以上参加
月１～３回又は

年に数回参加
参加していない 無回答

北川圏域 ％ ％ ％ ％

市平均 ％ ％ ％ ％

○地域づくりへの参加意向（参加者として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北川圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

○地域づくりへの参加意向（お世話役として） 
是非参加

したい

参加しても

よい

参加したく

ない

既に参加

している
無回答

北川圏域
％ ％

％ ％ ％
％

市平均
％ ％

％ ％ ％
％

【圏域の特徴】

地域高齢者が抱

えるリスク

・運動器機能リスク、閉じこもりリスクを抱える高齢者の割合が市内で最

も高い。

・咀嚼機能リスク、認知症リスクを抱える高齢者の割合が高い。

社会参加の状況
・社会参加の活動に「週１回以上参加」「月１～３回又は年に数回参加」

と回答した高齢者の割合が市平均よりも低い。

地域づくりへの

参加意向

・地域づくりへ参加者若しくはお世話役として「既に参加している」と回

答した高齢者の割合は市平均よりも低いが、「是非参加したい」と回答し

た高齢者の割合は市内で最も高い。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険事業の見込みと介護保険料
 
 
 

 

第６章 



 
 

介護保険事業の見込みと介護保険料 

 

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問入浴介護
回 月

人 月

介護予防訪問看護
回 月

人 月

介護予防訪問リハビリ
テーション

回 月

人 月

介護予防居宅療養管理
指導

人 月

介護予防通所リハビリ
テーション

人 月

介護予防短期入所生活
介護

日 月

人 月

介護予防短期入所療養
介護（老健）

日 月

人 月

介護予防短期入所療養
介護 介護医療院

日 月

人 月

介護予防福祉用具貸与 人 月

特定介護予防福祉用具
購入

人 月

介護予防住宅改修 人 月

介護予防特定施設入居
者生活介護

人 月

地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

介護予防認知症対応型
通所介護

回 月

人 月

介護予防小規模多機能
型居宅介護

人 月

介護予防認知症対応型
共同生活介護

人 月

介護予防支援 人 月

※介護予防サービスの利用者は後期高齢者・認定者の増加により概ね増加していく見込みです。
※令和３，４年度は実績、令和５年度以降は見込み。

第１節 介護予防サービスの見込み量 

第６章 
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介護保険事業の見込みと介護保険料 

 

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問入浴介護
回 月

人 月

介護予防訪問看護
回 月

人 月

介護予防訪問リハビリ
テーション

回 月

人 月

介護予防居宅療養管理
指導

人 月

介護予防通所リハビリ
テーション

人 月

介護予防短期入所生活
介護

日 月

人 月

介護予防短期入所療養
介護（老健）

日 月

人 月

介護予防短期入所療養
介護 介護医療院

日 月

人 月

介護予防福祉用具貸与 人 月

特定介護予防福祉用具
購入

人 月

介護予防住宅改修 人 月

介護予防特定施設入居
者生活介護

人 月

地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

介護予防認知症対応型
通所介護

回 月

人 月

介護予防小規模多機能
型居宅介護

人 月

介護予防認知症対応型
共同生活介護

人 月

介護予防支援 人 月

※介護予防サービスの利用者は後期高齢者・認定者の増加により概ね増加していく見込みです。
※令和３，４年度は実績、令和５年度以降は見込み。

第１節 介護予防サービスの見込み量 

第６章 

 
 

 

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護
回 月

人 月

訪問入浴介護
回 月

人 月

訪問看護
回 月

人 月

訪問リハビリテーション
回 月

人 月

居宅療養管理指導 人 月

通所介護
回 月

人 月

通所リハビリテーション
回 月

人 月

短期入所生活介護
日 月

人 月

短期入所療養介護 老健
日 月

人 月

短期入所療養介護 介護
医療院

日 月

人 月

福祉用具貸与 人 月

特定福祉用具購入 人 月

住宅改修 人 月

特定施設入居者生活介護 人 月

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護

人 月

夜間対応型訪問介護 人 月

地域密着型通所介護
回 月

人 月

認知症対応型通所介護
回 月

人 月

小規模多機能型居宅介護 人 月

看護小規模多機能型居宅
介護

人 月

認知症対応型共同生活介
護

人 月

地域密着型特定施設入居
者生活介護

人 月

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

人 月

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設 人 月

介護老人保健施設 人 月

介護医療院 人 月

居宅介護支援 人 月

※介護サービスの利用者は後期高齢者・認定者の増加により概ね増加していく見込みです。
※令和３，４年度は実績、令和５年度以降は見込み。

第２節 介護サービスの見込み量 

第
６
章

事
業
の
見
込
み
と
保
険
料
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業、一般介護予防事業

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

訪問型サービス 利用人数／月 人 人 人 人 人

通所型サービス 利用人数／月 人 人 人 人 人

元気あっぷ訪問型
サービス 利用人数／年 人 人 人 人 人

元気あっぷ通所型
サービス

利用人数／年 人 人 人 人 人

一
般
介
護
予
防
事
業

介護予防把握事業
歳到達者への

アンケート発送数
件 件 件 件 件

介護予防普及啓発
事業

行政主体の一般介
護予防事業の参加

延人数
人 人 人 人 人

地域介護予防活動
支援事業

介護支援ボランテ
ィア登録者数

人 人 人 人 人

※数値は見込み。

２ 包括的支援事業・任意事業

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度

包
括
的
支
援
事
業

地域包括支援セ
ンター運営事業

地域包括支援
センター数 か所 か所 か所 か所 か所

在宅医療・介護連
携推進事業

在宅医療・介護連
携相談窓口数

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所

生活支援体制整
備事業

生活支援コーディ
ネーター配置数

人 人 人 人 人

認知症初期集中
支援推進事業

初期集中支援
チーム数

１チーム １チーム １チーム １チーム １チーム

認知症地域支
援・ケア向上事業

認知症地域支援
推進員配置数

３人 ３人 ３人 ３人 ３人

地域ケア会議推
進事業

自立支援型地域ケ
ア会議開催回数

回 回 回 回 回

任
意
事
業

介護給付等費用
適正化事業

認定調査員等
研修会実施回数

１回 ３回 ３回 ３回 ３回

家族介護支援事
業

介護教室
開催回数

８回 ８回 ８回 ８回 ８回

成年後見制度利
用支援事業

講演会の
開催回数 回 １回 １回 １回 １回

福祉用具・住宅改
修支援事業

理由書作成件数 件 件 件 件 件

認知症サポータ
ー等養成事業

サポーターの
養成人数

人 人 人 人 人

※数値は見込み。

第３節 地域支援事業の見込み量 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業、一般介護予防事業

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

訪問型サービス 利用人数／月 人 人 人 人 人

通所型サービス 利用人数／月 人 人 人 人 人

元気あっぷ訪問型
サービス 利用人数／年 人 人 人 人 人

元気あっぷ通所型
サービス

利用人数／年 人 人 人 人 人

一
般
介
護
予
防
事
業

介護予防把握事業
歳到達者への

アンケート発送数
件 件 件 件 件

介護予防普及啓発
事業

行政主体の一般介
護予防事業の参加

延人数
人 人 人 人 人

地域介護予防活動
支援事業

介護支援ボランテ
ィア登録者数

人 人 人 人 人

※数値は見込み。

２ 包括的支援事業・任意事業

第８期 第９期 第 期

年度 年度 年度 年度 年度

包
括
的
支
援
事
業

地域包括支援セ
ンター運営事業

地域包括支援
センター数 か所 か所 か所 か所 か所

在宅医療・介護連
携推進事業

在宅医療・介護連
携相談窓口数

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所

生活支援体制整
備事業

生活支援コーディ
ネーター配置数

人 人 人 人 人

認知症初期集中
支援推進事業

初期集中支援
チーム数

１チーム １チーム １チーム １チーム １チーム

認知症地域支
援・ケア向上事業

認知症地域支援
推進員配置数

３人 ３人 ３人 ３人 ３人

地域ケア会議推
進事業

自立支援型地域ケ
ア会議開催回数

回 回 回 回 回

任
意
事
業

介護給付等費用
適正化事業

認定調査員等
研修会実施回数

１回 ３回 ３回 ３回 ３回

家族介護支援事
業

介護教室
開催回数

８回 ８回 ８回 ８回 ８回

成年後見制度利
用支援事業

講演会の
開催回数 回 １回 １回 １回 １回

福祉用具・住宅改
修支援事業

理由書作成件数 件 件 件 件 件

認知症サポータ
ー等養成事業

サポーターの
養成人数

人 人 人 人 人

※数値は見込み。

第３節 地域支援事業の見込み量 

 
 

 

（単位：千円）

第９期 第 期

令和６年度 令和７年度 令和８年度
３年間合計

令和 年度

標準給付費見込額

介護給付費

居宅サービス費

施設サービス費

地域密着型サービス費

居宅介護支援費

予防給付費

介護予防サービス費

地域密着型介護予防サービス費

介護予防支援費

特定入所者介護サービス費等

高額介護サービス費等

高額医療合算介護サービス費等

審査支払手数料

第９期における制度改正に伴う財政影響額
（特定入所者・高額介護サービス費の区分見
直しによる給付費増）

地域支援事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業・任意事業費

合 計

第４節 介護保険事業に必要な費用の見込み額 

第
６
章

事
業
の
見
込
み
と
保
険
料
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１ 基本的な考え方

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営し、介護サービスなどの必要な費用のうち、サー

ビス利用時の利用者負担を除いて、国、都道府県、市町村、そして 歳以上の人が負担する社会

保険方式の仕組みとなっています。

⑴ 負担率

費用の負担率は、 ％が公費負担、 ％が保険料負担となります。第１号被保険者（ 歳以上）

と第２号被保険者（ ～ 歳）の保険料負担率は、その人口比率等の変化に合わせて、国により

毎期見直しが行われており、第９期は第８期と同じ負担率となりました。

介護保険の財源（令和６～８年度） 被保険者負担率の推移

⑵ 保険料額と介護給付費等との関係

介護保険制度は保険料等により介護給付費など必要な費用を賄う仕組みとなっています。保険

料額については、３年ごとに、介護サービスの見込量等に基づいて算定した、介護保険事業に必要

な費用に照らし、見直しを行うものとされています。

⑶ 負担能力に応じた保険料額の設定

第１号被保険者の保険料額は、被保険者本人の市町村民税の課税状況と年金収入・所得の状況、

被保険者の属する世帯の課税状況をもとに負担能力に応じた所得段階別の保険料率を設定する

こととされています。本来、国では 段階の所得段階を設定していますが、保険者である市町

村の判断で独自に段階設定ができることとなっています。そこで、本市においては、市町村民税

課税層の所得段階を細分化し、 段階へ多段階化することで、より負担能力に応じた保険料額の

設定を行っています。

⑷ 延岡市介護保険基金の活用による基準額の軽減

介護保険制度では、計画期間（３年間）内に必要な費用を、各計画期間における保険料で賄う

ことを原則としていますが、保険料収入の不足に備えるため、介護保険基金を設置して積み立て

ることができ、本市では「延岡市介護保険基金」を設置しています。第９期計画期間においては、

この介護保険基金を活用し、介護保険料基準額を軽減します。

期 年 度 第１号
歳以上

第２号
～ 歳

１期 ～ ％ ％
２期 ～ ％ ％
３期 ～ ％ ％
４期 ～ ％ ％
５期 ～ ％ ％
６期 ～ ％ ％
７期 ～ ％ ％
８期 ～５ ％ ％

９期 ６～８ ％ ％

第５節 第１号被保険者の介護保険料基準額 

国負担金

都道府県

負担金

市町村負

担金

第 号被保険者

～ 歳 の

保険料

第 号被保険者

歳以上)の
保険料
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１ 基本的な考え方

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営し、介護サービスなどの必要な費用のうち、サー

ビス利用時の利用者負担を除いて、国、都道府県、市町村、そして 歳以上の人が負担する社会

保険方式の仕組みとなっています。

⑴ 負担率

費用の負担率は、 ％が公費負担、 ％が保険料負担となります。第１号被保険者（ 歳以上）

と第２号被保険者（ ～ 歳）の保険料負担率は、その人口比率等の変化に合わせて、国により

毎期見直しが行われており、第９期は第８期と同じ負担率となりました。

介護保険の財源（令和６～８年度） 被保険者負担率の推移

⑵ 保険料額と介護給付費等との関係

介護保険制度は保険料等により介護給付費など必要な費用を賄う仕組みとなっています。保険

料額については、３年ごとに、介護サービスの見込量等に基づいて算定した、介護保険事業に必要

な費用に照らし、見直しを行うものとされています。

⑶ 負担能力に応じた保険料額の設定

第１号被保険者の保険料額は、被保険者本人の市町村民税の課税状況と年金収入・所得の状況、

被保険者の属する世帯の課税状況をもとに負担能力に応じた所得段階別の保険料率を設定する

こととされています。本来、国では 段階の所得段階を設定していますが、保険者である市町

村の判断で独自に段階設定ができることとなっています。そこで、本市においては、市町村民税

課税層の所得段階を細分化し、 段階へ多段階化することで、より負担能力に応じた保険料額の

設定を行っています。

⑷ 延岡市介護保険基金の活用による基準額の軽減

介護保険制度では、計画期間（３年間）内に必要な費用を、各計画期間における保険料で賄う

ことを原則としていますが、保険料収入の不足に備えるため、介護保険基金を設置して積み立て

ることができ、本市では「延岡市介護保険基金」を設置しています。第９期計画期間においては、

この介護保険基金を活用し、介護保険料基準額を軽減します。

期 年 度 第１号
歳以上

第２号
～ 歳

１期 ～ ％ ％
２期 ～ ％ ％
３期 ～ ％ ％
４期 ～ ％ ％
５期 ～ ％ ％
６期 ～ ％ ％
７期 ～ ％ ％
８期 ～５ ％ ％

９期 ６～８ ％ ％

第５節 第１号被保険者の介護保険料基準額 

国負担金

都道府県

負担金

市町村負

担金

第 号被保険者

～ 歳 の

保険料

第 号被保険者

歳以上)の
保険料

 
 
２ 介護保険料基準額の算出について

介護保険料基準額は、「地域包括ケア見える化システム」を主に活用し、令和３年度から５年度

のサービス利用実績や今後の第１号被保険者数の変動等を踏まえて、令和６年度から８年度のサー

ビス必要量見込みを基に算出します。

⑴ 介護保険料基準額の算出の手順

 

↓ 

⑵ 介護保険料基準額の算出

標準給付費見込額 千円

地域支援事業費 千円

介護保険事業に必要な費用の合計（３年間合計） ＝ 千円

第 号被保険者負担分相当額 ＝ × 千円

特別給付費等 千円

財政調整交付金差額 千円

保険者機能強化推進交付金等 千円

介護保険基金取崩予定額 千円

保険料収納必要額 ＝ 千円

予定保険料収納率 ％

補正後第１号被保険者数（３年間）
※所得段階の加入割合と多段階分を考慮し、補正した人数

人

保険料基準額
年 額 ≒ ÷ ÷ 円

月 額 ＝ ÷ 円

②介護保険事業に必要な費用の見込額のうち、第１号被保険者の負担する金額を算定

する。 

①介護保険事業に必要な費用の見込額（３年間の総額）を算出する。 

③第１号被保険者の負担する金額から国の財政調整交付金や負担軽減のための介護保険

基金取崩予定額などを差し引き、保険料収納必要額を算定する。 

④保険料収納必要額を予定保険料収納率と被保険者数で割り、保険料基準額を算定する。 
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【第８期 令和３年度～５年度の介護保険料段階表】

段階 負担割合 年額保険料 月額保険料 対 象 者 

第１段階 円 円

・生活保護を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 万円以下の人

第２段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超え 万円以下の人

第３段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超える人

第４段階 円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円以下

の人

第５段階

（基準額）
円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円を超

える人

第６段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円未満の人

第７段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第８段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第９段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上の人

＜保険料基準額月額の推移＞

期 第１期 第２期 第３～４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

年度 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

基準額月額 円 円 円 円 円 円 円 円

（差額） ― 円 円 円 円 円 円 円
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【第８期 令和３年度～５年度の介護保険料段階表】

段階 負担割合 年額保険料 月額保険料 対 象 者 

第１段階 円 円

・生活保護を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 万円以下の人

第２段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超え 万円以下の人

第３段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超える人

第４段階 円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円以下

の人

第５段階

（基準額）
円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円を超

える人

第６段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円未満の人

第７段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第８段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第９段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上の人

＜保険料基準額月額の推移＞

期 第１期 第２期 第３～４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

年度 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

基準額月額 円 円 円 円 円 円 円 円

（差額） ― 円 円 円 円 円 円 円

 
 

【第９期 令和６年度～８年度の介護保険料段階表】

段階 負担割合 年額保険料 月額保険料 対 象 者 

第１段階 円 円

・生活保護を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 万円以下の人

第２段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超え 万円以下の人

第３段階 円 円
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 万円を超える人

第４段階 円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円以下

の人

第５段階

（基準額）
円 円

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 万円を超

える人

第６段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円未満の人

第７段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第８段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第９段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上

万円未満の人

第 段階 円 円 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 万円以上の人

※第９期保険料基準月額は第８期と同額。
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１ 延岡市高齢者保健福祉懇話会規則 

（設置）

第１条 本市の老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定、推進及び見直しに際し、広

く意見を聴くため、延岡市高齢者保健福祉懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。

（組織）

第２条 懇話会は、委員 人以内で構成する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

１ 社会福祉関係者

２ 医療関係者

３ 識見を有する者

４ その他市長が適当と認める者

３ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱され、又は任命されるまで引

き続きその職務を行うものとする。

（会長及び副会長）

第３条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中

から会長が指名する。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第４条 懇話会は、必要に応じて市長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は説明させることができる。

（庶務）

第５条 懇話会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

（その他）

第６条 この規則に定めるもののほか懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 年２月５日規則第１号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に延岡市高齢者保健福祉懇話会の委員である者の任期については、

なお従前の例による。

附 則（平成 年３月 日規則第 号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年３月 日規則第 号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

（施行期日）

１ この規則は、令和２年６月 日から施行する。
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１ 延岡市高齢者保健福祉懇話会規則 

（設置）

第１条 本市の老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定、推進及び見直しに際し、広

く意見を聴くため、延岡市高齢者保健福祉懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。

（組織）

第２条 懇話会は、委員 人以内で構成する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

１ 社会福祉関係者

２ 医療関係者

３ 識見を有する者

４ その他市長が適当と認める者

３ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱され、又は任命されるまで引

き続きその職務を行うものとする。

（会長及び副会長）

第３条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中

から会長が指名する。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第４条 懇話会は、必要に応じて市長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は説明させることができる。

（庶務）

第５条 懇話会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

（その他）

第６条 この規則に定めるもののほか懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 年２月５日規則第１号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に延岡市高齢者保健福祉懇話会の委員である者の任期については、

なお従前の例による。

附 則（平成 年３月 日規則第 号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（平成 年３月 日規則第 号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

（施行期日）

１ この規則は、令和２年６月 日から施行する。

 

２ 延岡市高齢者保健福祉懇話会委員名簿 

◎：会長 ○：副会長 （順不同・敬称略） 

 氏 名 所 属 ・ 役 職 

○原岡 秀樹 延岡市社会福祉協議会常務理事

北林 祐一 延岡市特別養護老人ホーム施設長会代表

春田 健一 宮崎県介護福祉士会副会長

工藤 洋美 延岡市介護支援専門員連絡会理事

永山 京子 宮崎県理学療法士会会員

椎葉 香織 延岡・西臼杵権利擁護センター専門員

池田 典文 延岡市医師会理事

田崎 和宏 延岡市歯科医師会専務理事

山下 美紀子 延岡市西臼杵郡薬剤師会会長

松尾 祐子 延岡保健所健康づくり課課長

◎川﨑 順子 九州保健福祉大学社会福祉学部教授

倉澤 美智子 九州保健福祉大学臨床心理学部准教授

吉田 真由美 認知症の人と家族の会宮崎県支部世話人副代表

 森口 正輝 延岡市区長連絡協議会会長

姫田 芳子 延岡市民生委員児童委員協議会副会長

佐藤 房喜 延岡市さんさんクラブ連合会副会長

古本 政子 のべおか男女共同参画会議２１顧問

 榎本 雄介 延岡商工会議所青年部会長

 星川 千鶴代 市民代表

木場 美穂子 市民代表

資
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３ 延岡市高齢者保健福祉懇話会の審議経過 

回 年月日等 審 議 内 容 

第１回 
令和５年

７月５日 水

市役所講堂

○第９期計画の策定体制及びスケジュールについて 
○第９期計画に関連する介護保険制度改正の主な概要 
○第８期計画の進捗状況について 

第２回 
令和５年

９月 日 火

市役所講堂

○高齢者を取り巻く現状（第２章） 
○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査結果 
○在宅介護実態調査の調査結果 

第３回 
令和５年

月 日 木

市役所講堂

○計画の策定にあたって（第１章） 
○計画の基本的な考え方（第３章） 
○施策の展開（第４章） 
・基本目標１ 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができる 

まちづくり 
・基本目標２ ご近所や地域の中でお互いに支え合えるまちづくり 
・基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

第４回 

令和５年

月７日 木

市役所

災害対策本部室

○施策の展開（第４章） 
・基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

（施設整備に関する部分） 
・基本目標４ 認知症の人とその家族が安心して生活できる 

まちづくり 
・基本目標５ 多職種連携と医療介護連携による在宅生活支援の 

体制づくり 

第５回 
令和６年

１月 日 月

市役所講堂

○施策の展開（第４章） 
・基本目標１ 健康で生きがいに満ちた生活を送ることができる 

まちづくり（第１節） 
・基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

(第３，６節) 
・基本目標６ 介護保険制度が円滑に運営できる体制づくり 
○日常生活圏域の設定と現状（第５章） 
○介護サービス量等の見込みと介護保険料について（第６章） 
○計画の全体調整 

第６回 
令和６年

２月 日 月

市役所講堂

○まとめ（計画書全般について） 
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４ 「ハートフルプラン２１」第９期計画策定経過 

年 月 内 容

令和５年

１月
◆介護予防・生活圏域ニーズ調査（調査票の配布）

２月

３月

４月 ◆介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（調査票のとりまとめ）

５月
◆第１回ワーキンググループ会議

◆在宅介護実態調査の終了（令和４年 月開始）

６月

７月 ◆第１回延岡市高齢者保健福祉懇話会

８月

◆各事業所に関する実態調査

◆第２回ワーキンググループ会議

◆介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果集計

９月 ◆第２回延岡市高齢者保健福祉懇話会

月

◆介護保険事業計画市町村ヒアリング（県庁）

◆第３回ワーキンググループ会議

◆第３回延岡市高齢者保健福祉懇話会

月
◆介護保険事業計画策定に係る圏域協議会

◆第４回ワーキンググループ会議

月
◆第４回延岡市高齢者保健福祉懇話会

◆第１回計画策定会議

令和６年

１月

◆第２回計画策定会議

◆第５回ワーキンググループ会議

◆第５回延岡市高齢者保健福祉懇話会

２月

◆パブリックコメント

◆第６回ワーキンググループ会議

◆第６回延岡市高齢者保健福祉懇話会

資

料
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５ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査結果 

分析に用いた調査項目 

 

番号 内容 調査ＮＯ 調査項目 選択肢 判定方法

運動機能リスク高齢者の割合

問２ ⑴ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 「３．できない」

左記設問・選択肢で３
問以上が該当

問２ ⑵ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってい
ますか

「３．できない」

問２ ⑶ １５分位続けて歩いていますか 「３．できない」

問２ ⑷ 過去１年間に転んだ経験がありますか 「１．何度もある」又は
「２．１度ある」

問２ ⑸ 転倒に対する不安は大きいですか 「１．とても不安である」又は
「２．やや不安である」

栄養改善リスク高齢者の割合 問３ ⑴ 身長（ ㎝）
体重（ ㎏）

｛体重 ㎏ ÷（身長 ×身長
）｝＜

＜ に該当す
る場合は該当

咀嚼機能リスク高齢者の割合 問３ ⑵ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 「１．はい」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

閉じこもりリスク高齢者の割合 問２ ⑹ 週に１回以上は外出していますか 「１．ほとんど外出してない」又は
「２．週１回」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

認知症リスク高齢者の割合 問４ ⑴ 物忘れが多いと感じますか 「１．はい」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

うつリスク高齢者の割合
問７ ⑶ この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになっ

たりすることがありましたか 「１．はい」 左記設問・選択肢でい
ずれか１つでも選択
した場合は該当問７ ⑷ この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、

あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか 「１．はい」

が低い高齢者の割合

問４ ⑷ バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車
でも可）

「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

左記設問・選択肢を選
択した場合を１点と
し、軽３点以下で該当

問４ ⑸ 自分で食品・日用品の買物をしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑹ 自分で食事の用意をしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑺ 自分で請求書の支払いをしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑻ 自分で預貯金の出し入れをしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

ボランティア等に参加している高
齢者の割合 問５ ⑴ ① 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

スポーツ関係のグループやクラブ
に参加している高齢者の割合 問５ ⑴ ② 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

趣味関係のグループに参加してい
る高齢者の割合 問５ ⑴ ③ 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

学習・教養サークルに参加している
高齢者の割合 問５ ⑴ ④ 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

地域づくりへの参加意向のある高
齢者の割合

問５ ⑵
地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグ
ループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に参加者として参加してみ
たいと思いますか

「１．ぜひ参加したい」又は
「２．参加してもよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

地域づくりへの企画・運営（お世話
役）としての参加意向のある高齢者
の割合

問５ ⑶
地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグ
ループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）と
して参加してみたいと思いますか

「１．ぜひ参加したい」又は
「２．参加してもよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

転倒リスク高齢者の割合 問２ ⑷ 過去１年間に転んだ経験がありますか 「１．何度もある」又は
「２．１度ある」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

独居高齢者の割合 問１ ⑴ 家族構成を教えてください 「１．１人暮らし」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

夫婦２人暮らし（配偶者 歳以上）
世帯の割合 問１ ⑴ 家族構成を教えてください 「２．夫婦２人暮らし（配偶者 歳

以上）」
左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

配食ニーズありの高齢者の割合 問４ ⑹ 自分で食事の用意をしていますか 「３．できない」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

買い物ニーズありの高齢者の割合 問４ ⑸ 自分で食品・日用品の買物をしていますか 「３．できない」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

介護が必要な高齢者の割合 問１ ⑵ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要です
か

「３．現在何らかの介護を受けてい
る（介護認定を受けずに家族などの
介護を受けている場合も含む）」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

介護が必要だが現在は受けていな
い高齢者の割合 問１ ⑵ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要です

か
「２．何らかの介護・介助は必要だ
が、現在は受けていない」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

現在の暮らしが苦しい高齢者の割
合

問１ ⑶ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 「１．大変苦しい」又は
「２．やや苦しい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

情緒的サポートをくれる相手がい
る者の割合（性・年齢階級別） 問６ ⑴ あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
情緒的サポートを与える相手がい
る者の割合（要支援度等区分別） 問６ ⑵ 反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
手段的サポートをくれる相手がい
る者の割合（性・年齢階級別） 問６ ⑶ あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をし

てくれる人
「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
手段的サポートを与える相手がい
る者の割合（要支援度等区分別） 問６ ⑷ 反対に、看病や世話をしてあげる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当

主観的健康観の高い高齢者の割合 問７ ⑴ 現在のあなたの健康状態はいかがですか 「１．とてもよい」又は
「２．まあよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

主観的幸福感の高い高齢者の割合 問７ ⑵ あなたは、現在どの程度幸せですか （ 点満点中）８点以上 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当
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５ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査結果 

分析に用いた調査項目 

 

番号 内容 調査ＮＯ 調査項目 選択肢 判定方法

運動機能リスク高齢者の割合

問２ ⑴ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 「３．できない」

左記設問・選択肢で３
問以上が該当

問２ ⑵ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってい
ますか

「３．できない」

問２ ⑶ １５分位続けて歩いていますか 「３．できない」

問２ ⑷ 過去１年間に転んだ経験がありますか 「１．何度もある」又は
「２．１度ある」

問２ ⑸ 転倒に対する不安は大きいですか 「１．とても不安である」又は
「２．やや不安である」

栄養改善リスク高齢者の割合 問３ ⑴ 身長（ ㎝）
体重（ ㎏）

｛体重 ㎏ ÷（身長 ×身長
）｝＜

＜ に該当す
る場合は該当

咀嚼機能リスク高齢者の割合 問３ ⑵ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 「１．はい」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

閉じこもりリスク高齢者の割合 問２ ⑹ 週に１回以上は外出していますか 「１．ほとんど外出してない」又は
「２．週１回」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

認知症リスク高齢者の割合 問４ ⑴ 物忘れが多いと感じますか 「１．はい」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

うつリスク高齢者の割合
問７ ⑶ この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになっ

たりすることがありましたか 「１．はい」 左記設問・選択肢でい
ずれか１つでも選択
した場合は該当問７ ⑷ この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、

あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか 「１．はい」

が低い高齢者の割合

問４ ⑷ バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車
でも可）

「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

左記設問・選択肢を選
択した場合を１点と
し、軽３点以下で該当

問４ ⑸ 自分で食品・日用品の買物をしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑹ 自分で食事の用意をしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑺ 自分で請求書の支払いをしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

問４ ⑻ 自分で預貯金の出し入れをしていますか 「１．できるし、している」又は
「２．できるけどしていない」

ボランティア等に参加している高
齢者の割合 問５ ⑴ ① 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

スポーツ関係のグループやクラブ
に参加している高齢者の割合 問５ ⑴ ② 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

趣味関係のグループに参加してい
る高齢者の割合 問５ ⑴ ③ 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

学習・教養サークルに参加している
高齢者の割合 問５ ⑴ ④ 以下のような会・グループなどにどのくらいの頻度で参

加していますか 「６．参加していない」以外 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

地域づくりへの参加意向のある高
齢者の割合

問５ ⑵
地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグ
ループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に参加者として参加してみ
たいと思いますか

「１．ぜひ参加したい」又は
「２．参加してもよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

地域づくりへの企画・運営（お世話
役）としての参加意向のある高齢者
の割合

問５ ⑶
地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグ
ループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）と
して参加してみたいと思いますか

「１．ぜひ参加したい」又は
「２．参加してもよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

転倒リスク高齢者の割合 問２ ⑷ 過去１年間に転んだ経験がありますか 「１．何度もある」又は
「２．１度ある」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

独居高齢者の割合 問１ ⑴ 家族構成を教えてください 「１．１人暮らし」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

夫婦２人暮らし（配偶者 歳以上）
世帯の割合 問１ ⑴ 家族構成を教えてください 「２．夫婦２人暮らし（配偶者 歳

以上）」
左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

配食ニーズありの高齢者の割合 問４ ⑹ 自分で食事の用意をしていますか 「３．できない」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

買い物ニーズありの高齢者の割合 問４ ⑸ 自分で食品・日用品の買物をしていますか 「３．できない」 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

介護が必要な高齢者の割合 問１ ⑵ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要です
か

「３．現在何らかの介護を受けてい
る（介護認定を受けずに家族などの
介護を受けている場合も含む）」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

介護が必要だが現在は受けていな
い高齢者の割合 問１ ⑵ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要です

か
「２．何らかの介護・介助は必要だ
が、現在は受けていない」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

現在の暮らしが苦しい高齢者の割
合

問１ ⑶ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 「１．大変苦しい」又は
「２．やや苦しい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

情緒的サポートをくれる相手がい
る者の割合（性・年齢階級別） 問６ ⑴ あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
情緒的サポートを与える相手がい
る者の割合（要支援度等区分別） 問６ ⑵ 反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
手段的サポートをくれる相手がい
る者の割合（性・年齢階級別） 問６ ⑶ あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をし

てくれる人
「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当
手段的サポートを与える相手がい
る者の割合（要支援度等区分別） 問６ ⑷ 反対に、看病や世話をしてあげる人 「８．そのような人はいない」以外 左記設問・選択肢に該

当する場合は該当

主観的健康観の高い高齢者の割合 問７ ⑴ 現在のあなたの健康状態はいかがですか 「１．とてもよい」又は
「２．まあよい」

左記設問・選択肢に該
当する場合は該当

主観的幸福感の高い高齢者の割合 問７ ⑵ あなたは、現在どの程度幸せですか （ 点満点中）８点以上 左記設問・選択肢に該
当する場合は該当
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順位 ー ー

順位 ー ー

手段的サポートを与える相手がいる者の割合（要
支援度等区分別）

主観的健康観の高い高齢者の割合

主観的幸福感の高い高齢者の割合

介護が必要な高齢者の割合

介護が必要だが現在は受けていない高齢者の割合

現在の暮らしが苦しい高齢者の割合

情緒的サポートをくれる相手がいる者の割合
（性・年齢階級別）

情緒的サポートを与える相手がいる者の割合（要
支援度等区分別）

手段的サポートをくれる相手がいる者の割合
（性・年齢階級別）

買い物ニーズありの高齢者の割合

IADLが低い高齢者の割合

ボランティア等に参加している高齢者の割合

スポーツ関係のグループやクラブに参加している
高齢者の割合

趣味関係のグループに参加している高齢者の割合

学習・教養サークルに参加している高齢者の割合

地域づくりへの参加意向のある高齢者の割合

地域づくりへの企画・運営（お世話役）としての
参加意向のある高齢者の割合

転倒リスク高齢者の割合

独居高齢者の割合

夫婦二人暮らし(配偶者65歳以上)世帯の割合

配食ニーズありの高齢者の割合

うつリスク高齢者の割合

運動器機能リスク高齢者の割合

栄養改善リスク高齢者の割合

咀嚼機能リスク高齢者の割合

閉じこもりリスク高齢者の割合

認知症リスク高齢者の割合
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６ 在宅介護実態調査の調査結果 

調査結果の詳細

○基本調査項目（Ａ票）

①世帯類型 ②家族等による介護の頻度

③主な介護者の本人との関係 ④主な介護者の性別

⑤主な介護者の年齢 ⑥主な介護者が行っている介護（複数回答）

⑦介護のための離職の有無（複数回答） ⑧保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）

合計

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

合計

ない 週 日以下 週 ～ 日 週 ～ 日 ほぼ毎日 無回答

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計

合計

男性 女性 無回答

歳未満

代

代

代

代

代

代

歳以上

わからない

無回答

合計

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はい

ない

わからない

無回答

合計

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計
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６ 在宅介護実態調査の調査結果 

調査結果の詳細

○基本調査項目（Ａ票）

①世帯類型 ②家族等による介護の頻度

③主な介護者の本人との関係 ④主な介護者の性別

⑤主な介護者の年齢 ⑥主な介護者が行っている介護（複数回答）

⑦介護のための離職の有無（複数回答） ⑧保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）

合計

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

合計

ない 週 日以下 週 ～ 日 週 ～ 日 ほぼ毎日 無回答

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計

合計

男性 女性 無回答

歳未満

代

代

代

代

代

代

歳以上

わからない

無回答

合計

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はい

ない

わからない

無回答

合計

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計

 

⑨在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答） ⑩施設等検討の状況

⑪訪問診療の利用の有無 ⑫介護保険サービスの利用の有無

⑬介護保険サービス未利用の理由（複数回答） ⑭本人が抱えている傷病

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計

合計

検討していない 検討中 申請済み 無回答

合計

利用している 利用していない 無回答

合計

利用している 利用していない 無回答

現状では、サービスを利用するほどの状態で

はない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近に

ない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用す

るため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が

分からない

その他

無回答

合計

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症

等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うも

の）

その他

なし

わからない

無回答

合計
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○主な介護者用の調査項目（Ｂ票）

⑮主な介護者の勤務形態 ⑯主な介護者の就労継続の可否に係る意識

⑰主な介護者の方の働き方の調整の状況（複数回答） ⑱就労の継続に向けて効果的であると考えられる

勤め先からの支援（複数回答）

⑲今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、 ～ 以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

合計

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制…

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計

合計

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答

合計

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計

－136－



 

○主な介護者用の調査項目（Ｂ票）

⑮主な介護者の勤務形態 ⑯主な介護者の就労継続の可否に係る意識

⑰主な介護者の方の働き方の調整の状況（複数回答） ⑱就労の継続に向けて効果的であると考えられる

勤め先からの支援（複数回答）

⑲今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、 ～ 以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

合計

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制…

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計

合計

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答

合計

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計

 

７ 用語集 

 

区分 施設の種類 内 容

介
護
保
険
施
設

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム

常時介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象とな

る。入浴、食事など日常生活上のお世話や機能訓練等のサ

ービスが受けられる。

介護老人保健施設

老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な人が

対象となる。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリ

等が受けられる。

介護医療院

長期の療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、

看護、医療的管理の下での介護、機能訓練等の必要な医療、

日常生活上の世話を行うことを目的とした施設。

有
料
老
人
ホ
ー
ム

介護付有料老人ホーム

特定施設入居者生活介護

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が

必要となっても、有料老人ホームが提供する介護サービス

を利用しながら、居室で生活を継続することが可能。介護

サービスは有料老人ホームの職員が提供する。

住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介

護サービスが必要な場合、入居者自身の選択により、地域

の訪問介護や通所介護等の外部サービスを利用することが

できる。

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス

地域密着型介護老人福祉施設

小規模特別養護老人ホーム

定員 人以下の介護老人福祉施設。サービス内容は介護老

人福祉施設と同じ。

認知症対応型共同生活介護

グループホーム

医師により認知症と診断された人が、共同で生活を営むた

めのサービス。食事・入浴等の介護や支援、機能訓練が受

けられる。

そ
の
他
施
設

養護老人ホーム
歳以上の人で、環境上の理由及び経済的理由により居宅

で養護を受けることが困難な人が入居する施設。

ケアハウス

軽費老人ホーム

身体機能の低下等により、自立した生活を営むことに不安

があると認められる人で、家族による援助を受けることが

困難な原則 歳以上の人が入居する施設。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向けの賃貸住宅で、状況把握サービス、生活相談サ

ービス等のサービスが提供される住宅。 歳以上の人又は

歳未満の要介護（要支援）認定者が入居でき、配偶者な

ど一定範囲の人が同居できる。

(1) 施設サービス等に関する用語 
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(2) 在宅サービスに関する用語 

区分・種類 内 容

居宅サービス
自宅を中心に利用するサービス。「自宅を訪問してもらう」、「施設に
通う」など、様々なサービスから利用者の希望に合うものを組み合わせ
て利用する。

訪問

訪問介護
ホームヘルプ

訪問介護員 ホームヘルパー 等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等
の介護、その他調理・洗濯・掃除等の日常生活上の世話を行うサービス。

訪問入浴介護
介護職員等が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービ
ス。

訪問看護
看護師等が居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行
うサービス。

訪問リハビリテー
ション

理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問し、理学療法・作業療法その他
必要なリハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が居宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行うサービス。

通所

通所介護
デイサービス

デイサービスセンターで、通所により入浴・食事等の日常生活上の支援
等を行うサービス。

通所リハビリテー
ション デイケア）

介護老人保健施設等で、通所により理学療法・作業療法その他必要なリ
ハビリテーションを行うサービス。

短期
入所

短期入所生活介護
ショートステイ

介護老人福祉施設等に短期間入所する人に、日常生活上の支援や機能訓
練を行うサービス。

短期入所療養介護
医療型ショートス

テイ

介護老人保健施設等に短期間入所する人に、看護、医学的管理の下に日
常生活上の支援や機能訓練を行うサービス。

その他

福祉用具貸与
車椅子、特殊寝台、褥瘡（じょくそう）予防用具、歩行器、移動用リフ
ト等を貸与するサービス。

特定福祉用具購入
入浴や排せつなどの際に使用する福祉用具（シャワーチェア、すのこ、
腰掛け便座等）の購入費を支給するサービス。

住宅改修
手すり取付け、段差解消、滑り止め、和式便器から洋式便器への取替え
等の住宅改修に対する改修費を支給するサービス。

地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な
体制で提供されるサービス。市町村が指定・監督権限を有し、基本的に
は市内に住所を有する被保険者のみが利用することができる。

訪問

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と
随時の対応を行うサービス。

夜間対応型訪問介護 夜間における定期巡回と通報による随時対応を合わせたサービス。

通所

認知症対応型通所
介護

認知症高齢者に、デイサービスセンター等で、通所により入浴・食事の
提供等日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。

地域密着型通所介護 定員 人以下の小規模な通所介護サービス。

通所

訪問

宿泊

小規模多機能型居
宅介護

施設への「通い」を中心に、利用者の選択に応じて、居宅への「訪問」
や短期間の「宿泊」を組み合わせて利用するサービス。

看護小規模多機能
型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と「訪問看護」を組み合わせることで、介護サ
ービスと看護サービスを一体的に提供するサービス。

居宅介護支援等
利用者がサービスを適切に利用できるよう、ケアプランを作成し、事業
者等との連絡調整その他の支援を行うこと。

居宅介護支援
要介護認定者に対し、サービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計
画書を作成するとともに、サービス事業者等と連絡調整等を行う。

介護予防支援
要支援認定者（訪問型・通所型サービスのみの利用者を除く）に対し、
地域包括支援センターにおいて、介護予防サービス・支援計画書を作成
するとともに、サービス事業者等と連絡調整等を行う。
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(2) 在宅サービスに関する用語 

区分・種類 内 容

居宅サービス
自宅を中心に利用するサービス。「自宅を訪問してもらう」、「施設に
通う」など、様々なサービスから利用者の希望に合うものを組み合わせ
て利用する。

訪問

訪問介護
ホームヘルプ

訪問介護員 ホームヘルパー 等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等
の介護、その他調理・洗濯・掃除等の日常生活上の世話を行うサービス。

訪問入浴介護
介護職員等が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービ
ス。

訪問看護
看護師等が居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行
うサービス。

訪問リハビリテー
ション

理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問し、理学療法・作業療法その他
必要なリハビリテーションを行うサービス。

居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が居宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行うサービス。

通所

通所介護
デイサービス

デイサービスセンターで、通所により入浴・食事等の日常生活上の支援
等を行うサービス。

通所リハビリテー
ション デイケア）

介護老人保健施設等で、通所により理学療法・作業療法その他必要なリ
ハビリテーションを行うサービス。

短期
入所

短期入所生活介護
ショートステイ

介護老人福祉施設等に短期間入所する人に、日常生活上の支援や機能訓
練を行うサービス。

短期入所療養介護
医療型ショートス

テイ

介護老人保健施設等に短期間入所する人に、看護、医学的管理の下に日
常生活上の支援や機能訓練を行うサービス。

その他

福祉用具貸与
車椅子、特殊寝台、褥瘡（じょくそう）予防用具、歩行器、移動用リフ
ト等を貸与するサービス。

特定福祉用具購入
入浴や排せつなどの際に使用する福祉用具（シャワーチェア、すのこ、
腰掛け便座等）の購入費を支給するサービス。

住宅改修
手すり取付け、段差解消、滑り止め、和式便器から洋式便器への取替え
等の住宅改修に対する改修費を支給するサービス。

地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な
体制で提供されるサービス。市町村が指定・監督権限を有し、基本的に
は市内に住所を有する被保険者のみが利用することができる。

訪問

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と
随時の対応を行うサービス。

夜間対応型訪問介護 夜間における定期巡回と通報による随時対応を合わせたサービス。

通所

認知症対応型通所
介護

認知症高齢者に、デイサービスセンター等で、通所により入浴・食事の
提供等日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。

地域密着型通所介護 定員 人以下の小規模な通所介護サービス。

通所

訪問

宿泊

小規模多機能型居
宅介護

施設への「通い」を中心に、利用者の選択に応じて、居宅への「訪問」
や短期間の「宿泊」を組み合わせて利用するサービス。

看護小規模多機能
型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と「訪問看護」を組み合わせることで、介護サ
ービスと看護サービスを一体的に提供するサービス。

居宅介護支援等
利用者がサービスを適切に利用できるよう、ケアプランを作成し、事業
者等との連絡調整その他の支援を行うこと。

居宅介護支援
要介護認定者に対し、サービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計
画書を作成するとともに、サービス事業者等と連絡調整等を行う。

介護予防支援
要支援認定者（訪問型・通所型サービスのみの利用者を除く）に対し、
地域包括支援センターにおいて、介護予防サービス・支援計画書を作成
するとともに、サービス事業者等と連絡調整等を行う。

 
 

(3)  地域支援事業に関する用語 

区分・種類 内 容

介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス、通所型サービス等）
と一般介護予防事業の２つからなる事業。市町村の実情に応じた独自の
サービスを行うことができる。

介護予防・生活支援
サービス事業

要支援者等に対して、要介護状態となることの予防又は要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を
実施することを目的とした事業。

通所型サービス
旧介護予防通所介護に相当するサービス。介護予防を目的として施設に
通う要支援者等に、当該施設において一定の期間、入浴、排せつ、食事
などの介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。

元気あっぷ通所型
サービス（短期集中予防）

要支援認定者、事業対象者の生活機能に関する問題を総合的に把握した
上で、利用者の生活に沿った具体的な指導等を通所で短期集中的に行う
ことにより、心身機能及び生活の向上を図るサービス。

訪問型サービス
旧介護予防訪問介護に相当するサービス。要支援者等の居宅において、
介護予防を目的として、訪問介護員等が入浴、排せつ、食事等の身体介
護や生活援助を行うサービス。

元気あっぷ訪問型
サービス（短期集中予防）

要支援認定者、事業対象者の生活機能に関する問題を総合的に把握した
上で、利用者の生活に沿った具体的な指導等を利用者の居宅で短期集中
的に行うことにより、心身機能及び生活の向上を図るサービス。

介護予防
ケアマネジメント

要支援認定者（介護予防・生活支援サービス事業のみ利用）、事業対象
者に対し、地域包括支援センターにおいて、介護予防サービス・支援計
画書を作成するとともに、サービス事業者等と連絡調整等を行う。

一般介護予防事業
高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、地域におい
てリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立
支援に資する取組や介護予防を推進することを目的とした事業。

介護予防把握事業
地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉
じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護
予防へつなげることを目的として実施する事業。

介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット及
び介護予防手帳の配布や、運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を開
催するための事業。

地域介護予防活動支援
事業
（重層的支援体制整備事業）

年齢や心身の状況によって高齢者を分け隔てることなく、だれでも一緒
に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市町村が
住民主体の活動を地域の実情に応じて支援することを目的とした事業。

地域リハビリテーション
活動支援事業

リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する
能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携
しながら、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等
の介護予防の取組を総合的に支援するための事業。

包括的支援事業
（地域包括支援センターの運営）
（重層的支援体制整備事業）

地域包括支援センターの運営に関する事業。地域包括支援センターの業
務として、第１号介護予防支援事業、総合相談支援業務、権利擁護業務、
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務がある。

包括的支援事業
（社会保障充実分）

地域包括支援センターの運営とは別に、下記の４つの事業を基に構成さ
れている。

在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一
体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進
することを目的とした事業。

生活支援体制整備事業
（重層的支援体制整備事業）

様々な生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生
活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図
っていくことを目的した事業。

認知症総合支援事業
認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援・ケア向上事業、認知症
サポーター活動促進・地域づくり推進事業に分類され、認知症に関する
施策を実施する事業。

地域ケア会議推進事業
包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、様々な
関係者により構成される会議を行う事業。個別ケースを検討する地域ケ
ア個別会議と市町村などが開催する地域ケア推進会議がある。

任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続し
ていくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図
るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、
地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とした事業。

資

料
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(4)  その他の用語 

● ～
（エーディーエル）

の略称で、「日常
生活動作」と訳される。食事、排せつ、入浴
などの日常生活を送るために必要な動作。
⇒

（ビーシーピー）
大地震等の自然災害、感染症のまん延など不
測の事態が発生しても、重要な事業を中断さ
せない、または中断しても可能な限り短い時
間で復旧させるための方針、体制、手順等を
示した業務継続計画のこと。

（ビーエムアイ）
の略称で、「体重 ÷身長

÷身長 」で算出される体重・体格の指
標のこと。日本では ～ 未満を普通
体重としている。

（ヘモグロビンエーワンシー）
ブドウ糖と結びついたヘモグロビンのこと。

の値は過去１～２か月の平均血糖値を反
映するため、糖尿病管理の指標として用いられ
る。

（アイエーディーエル）
の

略称で、「手段的日常生活動作」と訳される。
買い物、洗濯、掃除などの、日常生活を送る
うえで必要な動作のうち、 より複雑で高度
な動作。
⇒

（アイシーティー）

の略称で、情報通信技術と訳される。情報処
理や通信に関連する技術、設備、サービスな
どの総称。

コレステロール
コレステロールの一種で、いわゆる悪玉コレ
ステロールのこと。増えすぎると動脈硬化の
原因となる。

（キューオーエル）
の略称で、「生活の質」、「人

生の質」などと訳される。人間らしく満足し
て生活しているかを評価する概念。

●あ行
アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）

今後の治療・療養について、患者・家族と医療
従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセ
スのこと。
⇒エンディングノート
⇒終活

エンディングノート
自分に「もしも」のことがあったときに備え
て、家族や大切な人に伝えておきたい大事な
ことをまとめておくためのノート。
⇒アドバンス・ケア・プランニング 人生会議
⇒終活

●か行
介護支援専門員（ケアマネジャー）

介護の知識を幅広く持ち、介護保険サービス
の利用にあたり、ケアプランの作成や、サー
ビス事業者との連絡・調整等の役割を担う専
門職。

介護報酬
事業者が利用者にサービスを提供した場合、
その対価として事業者に支払われる報酬。

居宅介護支援事業者
介護支援専門員を配置し、要介護認定申請の
代行、ケアプランの作成、サービス事業者と
の連絡・調整を行う事業者。

高額医療合算介護サービス費支給制度
介護保険と医療保険の両方の１年間の利用者
負担額の合計が一定の上限額を超えた場合、
申請により超えた分が支給される制度。

高額介護サービス費支給制度
１か月に支払った介護サービスの利用者負担
額が一定の上限額を超えた場合、申請により
超えた分が支給される制度。

合計所得金額
前年の１月１日から 月 日までの１年間
の収入金額（数種類の収入がある場合にはす
べての合計）から必要経費に相当する金額を
控除した金額のことで、扶養控除や医療費控
除などの所得控除をする前の金額。

公証人役場
遺言や任意後見契約などの公正証書の作成な
ど、公証業務を行う公的機関。
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●さ行
終活

人生の終末を迎えるにあたり、延命治療や介
護、葬儀、相続などについての希望をまとめ、
準備を整えること。
⇒エンディングノート
⇒アドバンス・ケア・プランニング 人生会議

重層的支援体制整備事業
対象者の属性を問わない相談支援、多様な参
加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に
実施することにより、地域住民の複合化・複
雑化した支援ニーズに対応する包括的な支
援体制を整備する事業。

食生活改善推進員
食生活の改善を推進し、地域の健康づくりの
支援をボランティアとして行う人。

自立支援型地域ケア会議
地域包括ケアシステムを構築するための手
段の一つとして、高齢者の の向上を目指
すために、他職種の助言を得ながら、自立支
援・介護予防の観点から実施する地域ケア会
議。

審査支払手数料
各都道府県の国民健康保険団体連合会が行
う、事業者からの保険給付等請求に関する審
査・支払い事務に対する手数料。

生活支援コーディネーター
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制
整備を推進していくことを目的とし、地域に
おいて、生活支援・介護予防サービスの提供
体制の構築に向けたコーディネート機能（主
に資源開発やネットワーク構築の機能）を果
たす人。本市では、各日常生活圏域に配置し
ている。
⇒認知症地域支援推進員

成年後見制度
認知症等のために判断能力が不十分である
と家庭裁判所が認めた場合に、成年後見人等
が財産管理等を行い、本人を保護・支援する
制度。

●た行
ターミナルケア

末期がんなど、治癒困難な患者と家族を対象
とする、身体・精神両面の終末期ケア（緩和
ケア）。延命治療が中心ではなく、苦痛と死
に対する恐怖の緩和を重視し、 を保つこ
とを目的としている。

地域共生社会
高齢者、障害者、子どもなどすべての人々が、
地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合
うことができる社会のこと。その実現に向け
ては、『他人事』になりがちな地域づくりを
地域住民が『我が事』として主体的に取り組
む仕組みを作っていくとともに、市町村が制
度・分野ごとの『縦割り』ではなく、『丸ご
と』の総合相談支援の体制を整備することが
求められている。

地域支援事業
要介護・要支援状態となることを予防すると
ともに、要介護状態となった場合にも、可能
な限り、地域において自立した生活を営むこ
とができるよう支援するためのサービスを
提供する事業。
⇒保健福祉事業

地域福祉推進チーム
生活に不安を抱いている高齢者やその家族
を支えるため、近隣の人々が「声かけ」「見
守り」など日常的に無理なくできる助け合い
活動を行う、地域住民で組織されたボランテ
ィアグループ。

地域包括ケアシステム
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目
的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける
ことができるよう、地域で包括的に支援・サ
ービスを提供する体制のこと。

地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で安心してその人
らしく暮らし続けることができるように、健
康や福祉、介護等に関する相談を受けたり、
その人の身体状況に最も適したアドバイス
を行うなど、必要な支援を包括的に担う機関
で、本市には か所の地域包括支援センタ
ーがある。

チームオレンジ
地域において把握した認知症の方の悩みや
家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サ
ポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組
みのこと。
⇒認知症サポーターステップアップ講座

地区社会福祉協議会
住み慣れた地域において、豊かで生きがいの
ある生活を送るため、地域にある福祉問題を
地域住民一人ひとりが自分の問題として捉
え、積極的にその福祉問題に取り組み、解決
しようとする住民参加の小地域で結成する
団体。
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調整交付金
第１号保険料の市町村間の格差を調整する
ために国から交付される交付金。保険給付と
介護予防・日常生活支援総合事業において国
が負担する ％のうち、 ％は定率負担とし
て交付されるが、残りの５％は要介護者の発
生率が高い後期高齢者の割合や、所得段階構
成比といった市町村の努力では対応できな
い第１号保険料の格差を調整するため、増減
し交付される。

●な行
なんでも総合相談センター

医療・介護・福祉と子育て・教育の２つの分
野を中心に各種相談にワンストップで対応
し、相談者に寄り添った切れ目のない支援を
行う相談窓口。令和元年 月に開設。

認知症カフェ
認知症の人だけでなく、その家族、地域住民、
介護や福祉などの専門家などが気軽に集う
ことのできる場所のこと。情報交換や相談、
認知症の予防や症状の改善を目指した活動
を行う。

認知症キャラバンメイト
認知症サポーターを養成する「認知症サポー
ター養成講座」を開催し、講師役を務める人。
⇒認知症サポーター
⇒認知症サポーターステップアップ講座

認知症ケアパス
認知症のことを知り、認知症に対する不安の
軽減を図ることができるよう、症状の進行に
合わせて受けられるさまざまなサービスや
支援などの情報をわかりやすくまとめたも
の。

認知症サポーター
地域や職場等で開催される「認知症サポータ
ー養成講座」を受けた人。認知症に対する正
しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や
その家族に対して、できる範囲で手助けを行
う。
⇒認知症キャラバンメイト
⇒認知症サポーターステップアップ講座

認知症サポーターステップアップ講座
チームオレンジの活動に参画するなど、より
実際の支援活動につなげることを目的とし
た、「認知症サポーター養成講座」の受講者
の認知症に関する基礎知識・理解をさらに深
めるための講座。
⇒認知症サポーター
⇒認知症キャラバンメイト
⇒チームオレンジ

認知症サポート医
身近なかかりつけ医の認知症対応力を向上
させるための研修や、かかりつけ医の認知症
診断等に関する相談役等の役割を担う医師。
⇒みやざきオレンジドクター

認知症施策推進大綱
認知症の人が尊厳と希望を持って認知症と
共に生きる「共生」と、認知症の発症、発症
後の進行を遅らせるための「予防」を両軸と
した施策を推進するために、令和元年６月に
認知症施策推進関係閣僚会議において策定
された大綱。

認知症疾患医療センター（地域型）
地域における認知症医療の中核を担う医療
機関として県の指定を受けて設置される医
療施設。認知症の鑑別診断、専門医療相談、
合併症対応、医療情報提供などを行う。

認知症初期集中支援チーム
認知症に関する医療や介護の専門職による
チーム。認知症の人やその家族に対し、認知
症の初期の支援を包括的、集中的に行い、自
立生活のサポートを行う。

認知症地域支援推進員
地域で認知症施策の推進役を担い、認知症に
関する相談支援や認知症サポーター養成講
座などの普及・啓発等を行う人。
⇒生活支援コーディネーター

認知症の人と家族の会
認知症に関する正しい知識の普及及びその
理解の促進や認知症の人とその家族に対す
る相談及び指導等の支援等を行う公益社団
法人。 

認知症保険
認知症の方が日常生活に起因する偶然の事
故により、他人に怪我を負わせたり、他人
の財物を壊したりしたこと等により、法律
上の損害賠償責任を負った場合等のための
総合生活保険。

値上げストップ作戦
後期高齢者の増加等に伴い、介護・医療保
険の給付費増等が見込まれることから、健
康づくりや健診受診、疾病予防、介護予防、
自立支援・重度化防止などを推進し、市民
の皆様が健康な日々を過ごされながら、か
つ家計負担を抑えるべく、「介護保険料・国
民健康保険税値上げストップ作戦」と銘打
って、市民の皆様と一緒に健康長寿のまち
づくりを目指すもの。 
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調整交付金
第１号保険料の市町村間の格差を調整する
ために国から交付される交付金。保険給付と
介護予防・日常生活支援総合事業において国
が負担する ％のうち、 ％は定率負担とし
て交付されるが、残りの５％は要介護者の発
生率が高い後期高齢者の割合や、所得段階構
成比といった市町村の努力では対応できな
い第１号保険料の格差を調整するため、増減
し交付される。

●な行
なんでも総合相談センター

医療・介護・福祉と子育て・教育の２つの分
野を中心に各種相談にワンストップで対応
し、相談者に寄り添った切れ目のない支援を
行う相談窓口。令和元年 月に開設。

認知症カフェ
認知症の人だけでなく、その家族、地域住民、
介護や福祉などの専門家などが気軽に集う
ことのできる場所のこと。情報交換や相談、
認知症の予防や症状の改善を目指した活動
を行う。

認知症キャラバンメイト
認知症サポーターを養成する「認知症サポー
ター養成講座」を開催し、講師役を務める人。
⇒認知症サポーター
⇒認知症サポーターステップアップ講座

認知症ケアパス
認知症のことを知り、認知症に対する不安の
軽減を図ることができるよう、症状の進行に
合わせて受けられるさまざまなサービスや
支援などの情報をわかりやすくまとめたも
の。

認知症サポーター
地域や職場等で開催される「認知症サポータ
ー養成講座」を受けた人。認知症に対する正
しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や
その家族に対して、できる範囲で手助けを行
う。
⇒認知症キャラバンメイト
⇒認知症サポーターステップアップ講座

認知症サポーターステップアップ講座
チームオレンジの活動に参画するなど、より
実際の支援活動につなげることを目的とし
た、「認知症サポーター養成講座」の受講者
の認知症に関する基礎知識・理解をさらに深
めるための講座。
⇒認知症サポーター
⇒認知症キャラバンメイト
⇒チームオレンジ

認知症サポート医
身近なかかりつけ医の認知症対応力を向上
させるための研修や、かかりつけ医の認知症
診断等に関する相談役等の役割を担う医師。
⇒みやざきオレンジドクター

認知症施策推進大綱
認知症の人が尊厳と希望を持って認知症と
共に生きる「共生」と、認知症の発症、発症
後の進行を遅らせるための「予防」を両軸と
した施策を推進するために、令和元年６月に
認知症施策推進関係閣僚会議において策定
された大綱。

認知症疾患医療センター（地域型）
地域における認知症医療の中核を担う医療
機関として県の指定を受けて設置される医
療施設。認知症の鑑別診断、専門医療相談、
合併症対応、医療情報提供などを行う。

認知症初期集中支援チーム
認知症に関する医療や介護の専門職による
チーム。認知症の人やその家族に対し、認知
症の初期の支援を包括的、集中的に行い、自
立生活のサポートを行う。

認知症地域支援推進員
地域で認知症施策の推進役を担い、認知症に
関する相談支援や認知症サポーター養成講
座などの普及・啓発等を行う人。
⇒生活支援コーディネーター

認知症の人と家族の会
認知症に関する正しい知識の普及及びその
理解の促進や認知症の人とその家族に対す
る相談及び指導等の支援等を行う公益社団
法人。 

認知症保険
認知症の方が日常生活に起因する偶然の事
故により、他人に怪我を負わせたり、他人
の財物を壊したりしたこと等により、法律
上の損害賠償責任を負った場合等のための
総合生活保険。

値上げストップ作戦
後期高齢者の増加等に伴い、介護・医療保
険の給付費増等が見込まれることから、健
康づくりや健診受診、疾病予防、介護予防、
自立支援・重度化防止などを推進し、市民
の皆様が健康な日々を過ごされながら、か
つ家計負担を抑えるべく、「介護保険料・国
民健康保険税値上げストップ作戦」と銘打
って、市民の皆様と一緒に健康長寿のまち
づくりを目指すもの。 

 

 

延岡方式
介護保険における自立支援や重度化防止を
進めるために、高齢者の身体状況や環境な
どを、よりきめ細かく把握し、より適切な
サービスの提案を行うことや、現場の声を
反映させながら、地域の実情にあった延岡
市独自の介護予防事業の仕組みを構築して
いくこと。 

●は行
パブリックコメント

行政機関が施策や計画等を決定しようとす
る際に、あらかじめその案を公表し、広く住
民から意見や情報を募集する手続。

フレイル
加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能
障害、要介護状態、死亡などの危険性が高く
なった状態。

包括的支援事業・任意事業
地域支援事業の一類型。包括的支援事業とし
て、総合支援相談業務、在宅医療・介護連携
推進事業などがある。任意事業は各市町村の
判断により行われる事業で、本市では認知症
高齢者見守り事業や成年後見制度利用支援
事業などを実施している。

法テラス
身近な法的トラブルを解決するために国が
設立した「総合案内所」。専門のオペレータ
ーが相談内容に応じた一般的な法制度や手
続き、相談窓口を案内する。正式名称は日本
司法支援センター。

保険給付費
介護保険に係るサービスの総費用から、利用
者負担により賄われる部分を除いた費用。要
介護者に対する介護給付、要支援者に対する
予防給付、条例により市町村が独自に実施す
る市町村特別給付（本市では未実施）に区分
される。

保健福祉事業
第１号保険料を財源として、被保険者を対象
に市町村が独自に要介護被保険者を現に介
護する者の支援のために必要な事業や、被保
険者が要介護状態等となることを予防する
ために必要な事業等を実施することができ
る事業。
⇒地域支援事業

保険料基準額（月額）
事業計画期間における保険給付費、地域支援
事業費等の事業費支出のうち、第１号被保険
者保険料で賄うべき費用（保険料収納必要額）
を、補正第１号被保険者数及び保険料予定収
納率で除し、さらに か月で除したもの。

●ま行
みやざきオレンジドクター

もの忘れや認知症の相談ができる医師とし
て、宮崎県に登録された医師。令和５年３月
時点で 名が登録されており、認知症の窓
口として宮崎県のホームページ上で公表さ
れている。
⇒認知症サポート医

民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された非
常勤の特別職の地方公務員で、それぞれの地
域において、常に住民の立場に立って相談に
応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に
努めるものとされており、児童委員を兼ねて
いる。児童委員は、地域の子どもたちが元気
に安心して暮らせるように、子どもたちを見
守り、また親の子育ての不安や妊娠中の心配
ごとなどの相談・支援等を行う。

●や行
要介護（要支援）認定者

日常生活において、介護が必要な状態の軽減
や重度化の防止のために支援が必要な状態
にある人（要支援者）や、常時介護を必要と
する状態にある人（要介護者）と認定された
人。要支援者は要支援１・２に、要介護者は
要介護１～５までに区分される。本計画書に
おいては、要支援状態と認定された人と要介
護状態と認定された人双方を要介護認定者
としている。

●ら行
ロコモティブシンドローム

筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動
器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、
歩行や日常生活に何らかの障害をきたして
いる状態。
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